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○ 大学の概要

（１）現況 （明示のないものは平成30年度末現在の状況）
①大学名 国立大学法人神戸大学 

②所在地 兵庫県神戸市灘区六甲台町、兵庫県神戸市灘区鶴甲、兵庫県神戸市中央区楠
町、兵庫県神戸市東灘区深江南町、兵庫県神戸市須磨区友が丘、兵庫県神戸
市東灘区住吉山手、兵庫県神戸市中央区港島南町、兵庫県明石市山下町、兵
庫県明石市大久保町 

③役員の状況 
学 長 武 田  廣（平成27年４月１日～平成31年３月31日） 
理事数 ８名 
監事数 ２名（うち非常勤１名） 

④学部等の構成 
（学 部） 文学部、国際人間科学部、法学部、経済学部、経営学部、理学部、 

医学部、工学部、農学部、海事科学部 
（研 究 科） 人文学研究科、国際文化学研究科、人間発達環境学研究科、法学 

研究科、経済学研究科、経営学研究科、理学研究科、医学研究科、 
保健学研究科、工学研究科、ｼｽﾃﾑ情報学研究科、農学研究科、海事 
科学研究科、国際協力研究科、科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 

（先端融合研究推進組織） 先端融合研究環  
（乗船実習科） 乗船実習科 
（附置研究所） 経済経営研究所 
（附属図書館） 附属図書館 
（ 附属病院 ） 医学部附属病院 
（ 附属学校 ） 附属幼稚園、附属小学校、附属中等教育学校、附属特別支援学校 
（基幹研究推進組織） 

ﾊﾞｲｵｼｸﾞﾅﾙ総合研究ｾﾝﾀｰ、内海域環境教育研究ｾﾝﾀｰ※、都市安全研
究ｾﾝﾀｰ、分子ﾌｫﾄｻｲｴﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ、海洋底探査ｾﾝﾀｰ、社会ｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼ
ｮﾝｾﾝﾀｰ、数理・ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ、計算社会科学研究ｾﾝﾀｰ、先端バイオ
工学研究ｾﾝﾀｰ 

（研究科等の附属施設） 
人間発達環境学研究科附属発達支援ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ、医学研究科附属動
物実験施設、同感染症ｾﾝﾀｰ、農学研究科附属食資源教育研究ｾﾝﾀｰ※、
海事科学研究科附属国際海事研究ｾﾝﾀｰ、同練習船深江丸※、経済経
営研究所附属企業資料総合ｾﾝﾀｰ 

（学内共同基盤組織等） 
情報基盤ｾﾝﾀｰ、研究基盤ｾﾝﾀｰ、環境保全推進ｾﾝﾀｰ、計算科学教育ｾﾝ
ﾀｰ、保健管理ｾﾝﾀｰ、ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ、ｷｬﾝﾊﾟｽﾗｲﾌ支援ｾﾝﾀｰ、ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ、
神戸ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究・人材育成ｾﾝﾀｰ 

（機   構） 学術研究推進機構、大学教育推進機構、国際連携推進機構 
※は、教育関係共同利用拠点に認定された施設を示す。

⑤学生数及び教職員数（平成30年５月１日現在） 
学生数17,728名（うち留学生933名） 
［学部11,596名（うち留学生111名） 研究科4,660名（うち留学生822名） 
乗船実習科45名 附属学校1,427名］ 

教職員数3,745名 
［教員1,696名 職員2,049名（附属病院の看護師等医療職を含む。）］ 

（２）大学の基本的な目標等 
神戸大学は、「学理と実際の調和」を建学の理念とし、進取と自由の精神がみなぎる

学府である。「真摯・自由・協同」の学風のもと、真理の探究を旨として学問の継承と
発展に寄与し、人々の智と徳を高め、もって社会の基盤を築き、産業・経済を活発にす
るとともに、諸問題の解決に貢献してきた。 
この伝統と社会科学分野・理科系諸分野の双方に強みを有する特色を発展させ、神戸

大学長期ビジョンとして「先端研究・文理融合研究で輝く卓越研究大学」へ進化するこ
とを目指す。すなわち、世界最高水準の教育研究拠点を構築し、現代及び未来社会の課
題を解決する新たな価値を創造し続け、人類社会に貢献するために、様々な連携・融合
を高い次元で同時に満たし、その力を最大限に発揮できるよう、以下の実現に挑戦する。 
教育においては、教養教育と専門教育の有機的な連携を実現し、さらに、学部と大学

院のつながりを強化することにより、先端研究の臨場感のなかで学生が創造性や主体性
を深め、幅広い学識に基づく問題発見力、分析力、実践力を培うことを重視する。もっ
て、地球的諸課題を解決するために先導的役割を担う人材を輩出する。 
研究においては、独創性のある研究の萌芽を貴び、文科系・理科系という枠にとらわ

れない先端研究を戦略的に強化し、他大学・研究機関とも連携して、新たな学術領域を
開拓・展開する。それらをはじめとする世界最高水準の先端研究を強力に推進し、その
効果を周辺諸分野にも波及させる循環システムを構築することにより、学術の進展をリ
ードする。 
また、海外中核大学と共同研究や連携教育の重層的な交流を図り、世界各地から優秀

な人材が集まり、世界へ飛び出していくハブ・キャンパスとしての機能を飛躍的に高め
る。これらの教育研究を社会と協働して推進し、先端的技術の開発や社会実装の促進、
研究成果の社会還元においてもハブとなることを目指す。 
以上の挑戦に当たる構成員一人ひとりが、教育研究・学修・業務に持てる力を存分に

発揮して生き生きと取り組むことのできるように、学長のリーダーシップにより改革を
推進し、神戸大学全構成員の力を結集して学術の新境地を切り拓く。 
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平成29年度（平成30年3月末時点） 平成30年度（平成31年3月末時点）

役員会

国際企画課

学
長
選
考
会
議

教育研究評議会

経 営 協 議 会

監事

理事

学長

事 務 局

総 務 部

財 務 部

総 務 課

人事労務課

連携推進課

国際交流課

財 務 課

契 約 課

学術・産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創造本部

国 際 部

国際教養教育院

大学教育推進本部

監 査 室

広 報 課

資金管理課

国際コミュニケーションセンター

大学教育研究推進室

アジア総合学術センター

ＥＵ総合学術センター

米 州 交 流 室

先端融合推進課

企 画 部

研究推進部

人事企画課

企 画 課

社会連携課

研究推進課

卒 業 生 課

評 価 室

地域連携推進室

広 報 室

安全保障輸出管理室

安全衛生・環境管理統括室

男女共同参画推進室

基 金 推 進 室

震災復興支援・災害科学研究推進室

国際連携推進機構

学術研究推進機構

大学教育推進機構

戦 略 企 画 本 部

内 部 統 制 室

アドバイザリーボード

国際連携推進本部

国際教育総合センター

戦 略 情 報 室

研究戦略企画室

教育戦略企画室

※赤線囲いは変更箇所

役員会

国際企画課

学
長
選
考
会
議

教育研究評議会

経 営 協 議 会

監事

理事

学長

事 務 局

総 務 部

財 務 部

総 務 課

連携推進課

国際交流課

財務企画課

経理調達課

学術・産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創造本部

国 際 部

国際教養教育院

大学教育推進本部

監 査 室

広 報 課

財務戦略課

国際コミュニケーションセンター

大学教育研究推進室

アジア総合学術センター

ＥＵ総合学術センター

米 州 交 流 室

先端融合推進課

企 画 部

研究推進部

人 事 課

企 画 課

研究推進課

卒業生・基金課

評 価 室

地域連携推進室

広 報 室

安全保障輸出管理室

安全衛生・環境管理統括室

男女共同参画推進室

基 金 推 進 室

震災復興支援・災害科学研究推進室

国際連携推進機構

学術研究推進機構

大学教育推進機構

戦 略 企 画 本 部

内 部 統 制 室

アドバイザリーボード

国際連携推進本部

国際教育総合センター

戦 略 情 報 室

研究戦略企画室

教育戦略企画室

財務戦略企画室

大学文書史料室
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教授会

教授会

教授会

事務・キャンパス支援センター

学 務 部

施 設 部

学 務 課

教育推進課

学生支援課

入 試 課

施設企画課

建 築 課

設 備 課

総合図書館

専門図書館

医学分館

海事科学分館
附属図書館事務部

情報管理課

情報サービス課

学 部

文 学 部

国際人間科学部

法 学 部

経 済 学 部

経 営 学 部

理 学 部

医 学 部

工 学 部

農 学 部

海事科学部

教授会

教授会

(経済学研究科事務部)

(経営学研究科事務部)

教授会

事 務 部

教授会

附 属 病 院

総 務 課

管 理 課

病院経営企画課

学 務 課

教授会

教授会

教授会

医 事 課

キャリア支援課

(法学研究科事務部)

(人文学研究科事務部)

(理学研究科事務部)

(工学研究科事務部)

(農学研究科事務部)

(海事科学研究科事務部)

(保健学研究科事務部)

研究支援課

安全衛生・環境管理統括課

施設管理課

大学文書史料館
（国立公文書館に類する施設）

事 務 部

鶴甲第一キャンパス事務課

鶴甲第二キャンパス事務課

附属国際がん医療・研究センター

患者サービス課

国際がん医療・研究センター事務室

附属図書館

教授会

教授会

教授会

事務・キャンパス支援センター

学 務 部

施 設 部

学 務 課

学生支援課

入 試 課

施設企画課

建 築 課

設 備 課

総合図書館

専門図書館

医学分館

海事科学分館

附属図書館事務部

情報管理課

情報サービス課

学 部

文 学 部

国際人間科学部

法 学 部

経 済 学 部

経 営 学 部

理 学 部

医 学 部

工 学 部

農 学 部

海事科学部

教授会

教授会

(経済学研究科事務部)

(経営学研究科事務部)

教授会

事 務 部

教授会

附 属 病 院

総 務 課

管 理 課

病院経営企画課

学 務 課

教授会

教授会

教授会

医 事 課

キャリア支援課

(法学研究科事務部)

(人文学研究科事務部)

(理学研究科事務部)

(工学研究科事務部)

(農学研究科事務部)

(海事科学研究科事務部)

(保健学研究科事務部)

研究支援課

施設管理課

事 務 部

鶴甲第一キャンパス事務課

鶴甲第二キャンパス事務課

患者サービス課

国際がん医療・研究センター事務室

附属図書館
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大 学 院

教授会

教授会

教授会

人文学研究科

教授会

人間発達環境学研究科

教授会

法学研究科

教授会

経済学研究科

経営学研究科

教授会

教授会

工学研究科

教授会

農学研究科

教授会

国際協力研究科

教授会

事 務 部

附属発達支援インスティテュート

事 務 部

事 務 部

事 務 部

事 務 部

国際文化学研究科

教授会

事 務 部

理学研究科 事 務 部

事 務 部

（医学部事務部）

附属食資源教育研究センター

教授会

事 務 部

附属国際海事研究センター

附属練習船深江丸

センター事務室

保健学研究科

教授会

事 務 部

附属動物実験施設

附属感染症センター

システム情報学研究科

教授会

（工学研究科事務部）

海事科学研究科

医学研究科

総 務 課

会 計 課

学 務 課

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科

教授会

事 務 部

（国際人間科学部事務部）

（国際人間科学部事務部）

大 学 院

教授会

教授会

教授会

人文学研究科

教授会

人間発達環境学研究科

教授会

法学研究科

教授会

経済学研究科

経営学研究科

教授会

教授会

工学研究科

教授会

農学研究科

教授会

国際協力研究科

教授会

事 務 部

附属発達支援インスティテュート

事 務 部

事 務 部

事 務 部

事 務 部

国際文化学研究科

教授会

事 務 部

理学研究科 事 務 部

事 務 部

（医学部事務部）

附属食資源教育研究センター

教授会

事 務 部

附属国際海事研究センター

附属練習船深江丸

センター事務室

保健学研究科

教授会

事 務 部

附属動物実験施設

附属感染症センター

システム情報学研究科

教授会

（工学研究科事務部）

海事科学研究科

医学研究科

総 務 課

会 計 課

学 務 課

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科

教授会

事 務 部

（国際人間科学部事務部）

（国際人間科学部事務部）
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附 属 小 学 校

附属中等教育学校

附属特別支援学校

乗船実習科

附置研究所

附属企業資料総合センター

教授会

情報基盤センター

事 務 部

運営委員会

運営委員会

運営委員会

研究基盤センター

環境保全推進センター

計算科学教育センター

運営委員会

キャリアセンター キャリアセンター会議

附 属 幼 稚 園

神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センターその他の組織

附属学校 附属学校部

運営委員会

事 務 部

運営委員会

基幹研究

推進組織

経済経営研究所

運営委員会バイオシグナル総合研究センター

楠分室

深江分室

運営委員会都市安全研究センター

運営委員会内海域環境教育研究センター

保健管理センター

分子フォトサイエンス研究センター 運営委員会

キャンパスライフ支援センター キャンパスライフ支援センター会議

事 務 部

先端融合研究

推進組織
先端融合研究環 運営委員会

アドミッションセンター 運営委員会

海洋底探査センター 運営委員会

運営委員会社会システムイノベーションセンター

数理・データサイエンスセンター 運営委員会

学内共同

基盤組織

附 属 小 学 校

附属中等教育学校

附属特別支援学校

乗船実習科

附置研究所

附属企業資料総合センター

教授会

情報基盤センター

事 務 部

運営委員会

運営委員会

運営委員会

研究基盤センター

環境保全推進センター

計算科学教育センター

運営委員会

キャリアセンター キャリアセンター会議

附 属 幼 稚 園

神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センターその他の組織

附属学校 附属学校部

運営委員会

事 務 部

運営委員会

基幹研究

推進組織

経済経営研究所

運営委員会バイオシグナル総合研究センター

楠分室

深江分室

運営委員会都市安全研究センター

運営委員会内海域環境教育研究センター

保健管理センター

分子フォトサイエンス研究センター 運営委員会

キャンパスライフ支援センター キャンパスライフ支援センター会議

事 務 部

先端融合研究

推進組織
先端融合研究環 運営委員会

アドミッションセンター 運営委員会

海洋底探査センター 運営委員会

運営委員会社会システムイノベーションセンター

数理・データサイエンスセンター 運営委員会

学内共同

基盤組織

計算社会科学研究センター

先端バイオ工学研究センター 運営委員会

運営委員会
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○ 全体的な状況 

１．教育研究等の質の向上の状況                         
《教育に関する取組の状況》 
教育においては、教養教育と専門教育の有機的な連携を実現し、さらに、学部

と大学院のつながりを強化することにより、先端研究の臨場感のなかで学生が
創造性や主体性を深め、幅広い学識に基づく問題発見力、分析力、実践力を培う
ことを重視した教育を行い、地球的諸課題を解決するために先導的役割を担う
人材の養成に取り組んでいる。また、海外中核大学と連携教育を行い、グローバ
ル・ハブ・キャンパスとしての機能を高めることを目標に取り組んでいる。 
 
■ 高度教養科目の全学的な展開 
○ 教養教育において、本学の学生が卒業時に身に付けるべき３つの能力を明
示した「神戸スタンダード」における「協働して実践する能力」の修得を目的
とする高度教養科目を平成 30 年度から本格的に開講した。全学部及び国際教
養教育院で開講した 204 科目において、延べ 7,277 名が履修し、うち 6,389 名
が単位を修得した。（詳細は[1-1-1]18 頁参照） 

 
■ ICT を活用した教育の展開に向けた取組 
○ 平成 31 年度からの学生のノートパソコン必携化に向けて、学内の無線 LAN
環境の整備を進め、平成 30 年度にはアクセスポイントを 51 箇所増設すると
ともに、BEEF(Moodle(LMS：学習管理システム))の増強を行い、授業利用 1,200
アクセス、教育・研究用 300 アクセスをあわせ 1,500 同時アクセスまで可能
とした。また、全学共通授業科目における ICT の活用の促進に向けた検討を
進め、パソコン必携化対応方針を決定し、設備・インフラや学生へのサポート
体制の情報を全授業担当教員に周知した。さらに、CALL（Computer Assisted 
Language Learning）教室を、アクティブラーニング学修環境整備の一環とし
て「アクティブラーニングラボ」（７教室）、「インタラクティブ・ラーニン
グラボ」（５教室）に転換・整備した。また、外国語の授業展開事例集『神戸
大学 LMS BEEF 活用事例集：ICT 活用におけるアクティブラーニングの実現を
めざして』を作成し、外国語担当教員を対象にガイダンスを実施した(参加者：
90 名) 。 

 
■ 数理・データサイエンスの推進 
○ 数理・データサイエンス標準カリキュラムコースの開設 

国際人間科学部、経済学部、経営学部、理学部、工学部、農学部、海事科学
部の７学部において、数理・データサイエンス標準カリキュラムコースを平成
30 年４月より開設した。コースのコアとなるデータサイエンス科目「データ
サイエンス入門Ａ」及び「データサイエンス入門Ｂ」を平成 30 年度の第３及
び第４クォーターに開講し、それぞれ 193 名、195 名が履修した。（詳細は[2-
2-2]20 頁参照） 

○ 数理・データサイエンスセンター一周年記念シンポジウム（詳細は[2-2-

2]21 頁参照） 
○ 文部科学省の事業の協力校に選定 
  上記の数理・データサイエンス標準カリキュラムコースの設置や「データ関
連人材育成関西地区コンソーシアム」における他大学との連携、自治体やシン
ガポールの南洋理工大学などとの教育研究連携などの実績が評価され、文部
科学省「大学における数理・データサイエンス教育の全国展開」の新たな協力
校（20 校）となり、「大学連携と産学地域連携を活かした数理・データサイ
エンス標準カリキュラムの開発と地域への普及」の事業が選定された。（詳細
は[2-2-2]21 頁参照） 

○ 数理・データサイエンスセンターにおける外部機関と連携した教育活動 
株式会社日本総合研究所と連携した金融ビジネスとITにおける課題につい

て PBL(Project Based Learning)を通じて学修するオープンイノベーション
ワークショップ「IT と金融ビジネスの最前線（参加学生：29 名）」、「金融
ビジネスと情報システム工学（参加学生：16 名）」を開講し、参加者からは
「ロジカル思考やシステム思考を知るだけでなく、実際に体験できた点がよ
かった」「グループワークを通じて自分たちの頭で考えて学びを得られたこと
がとても新鮮だった」などの意見があり、高い満足度を得た。（そのほかのオ
ープンイノベーションワークショップについては[2-2-2]20 頁参照） 
日本電気株式会社と連携して、AI がビジネスにおいてどのように活用され

ているかを実践的に学ぶ「特別講義 データサイエンス特論１」を開講した
（履修者：修士 14 名、博士４名）。また、産業技術総合研究所人工知能コン
ソーシアムと連携して実践的 PBL「特別講義 データサイエンス特論２」を開
講し、AI とビッグデータの活用と社会実装のための事例紹介と PBL ワークシ
ョップを行った（履修者：修士 11 名、博士４名）。 

 
■ 文理融合により基礎研究から事業化までの一貫した研究を進める「科学技

術イノベーション研究科博士課程後期課程」の設置 
○ 科学技術イノベーション研究科では、平成 30 年４月に博士課程後期課程を
設置し、入学定員 10 名に対して 14 名が志願し、14 名が入学し、学生個々人
のニーズにあわせて科学技術上のブレークスルーを達成しイノベーションに
結び付けるために、特色あるカリキュラムを開始した。 

  同研究科と産業界等の橋渡しによる具体的な事業化のプロデュースや実務
家の観点から事業化支援等を行うことを目的として、平成 30 年６月に科学技
術イノベーション推進室を設置した。また、同推進室内にベンチャー企業の代
表や弁理士、弁護士、公認会計士等により構成されるアドバイザリーボードを
設置し、定期的に学生個々人のニーズにあわせて、アドバイザリーボードメン
バー各人が持つ専門分野における個別アドバイスを行うとともに、平成 31 年
１月にアドバイザリーボードに学生各人が研究テーマを発表し、質疑等の時
間を設けたりするなどきめ細かい指導を行った。 

  また、同推進室が、アドバイザリーボードメンバーや教員、神戸大学発ベン
チャーを支援する株式会社科学技術アントレプレナーシップ（以下、STE 社）
と連携し、STE 社が創業支援と投資育成を行うことで平成 31 年３月には博士
課程後期課程の学生が合成バイオ・合成化学関連ベンチャー（株式会社シンア



神戸大学 

- 7 - 
 

ート）を起業し、平成 31 年４月には、本学、帝人株式会社と共同研究契約を
締結した。（詳細は[20-3-1]27 頁参照） 

 
■ 「協働型グローバル人材」を養成する「国際人間科学部」 
○ 平成29年４月に国際文化学部と発達科学部を再編統合し設置した国際人間
科学部において、海外研修とフィールド学修を組み合わせた「グローバル・ス
タディーズ・プログラム（GSP）」を本格的に実施し、海外派遣数は 327 名と
なり、平成 29 年度の 51 名から大幅に増加した。（詳細は[2-2-1]20 頁参照） 

 
■ 法科大学院における法曹養成に向けた取組 
○ 法科大学院が設置されていない地域を含め、地方における法曹養成ルート
を維持するため、本学法科大学院と新潟大学法学部、熊本大学法学部、鹿児島
大学法文学部との間で、法曹コースが制度化されることを見据えた協議を開
始するため、それぞれ新たに、教育連携に関する協定を締結した。この協定に
基づき、法科大学院が設置されていない上記の国立３大学の法曹志望の学部
生を、本学法科大学院に迎え入れることで、学部段階からより効果的な教育を
行い優れた資質・能力を有する者が早期に法科大学院に進学できる仕組（学部
３年・法科大学院２年の「３＋２」）を構築することが可能となった。 

○ 平成29年度に締結した兵庫県弁護士会との連携協定に基づく事業を具体化
し、法曹志望者・法科大学院進学者の拡大に向けた共同事業として、法科大学
院と弁護士会により、新たな学部授業（法学部２年次科目「法律実務体験演
習」）を設計し、平成 30 年度後期に新たに開講した（受講者数：14 名）。 

○ 上記の取組や、広島大学法科大学院の司法試験合格率向上に向けた組織的
支援などの取組が「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」におい
て評価され、平成 31 年度運営費交付金（法科大学院公的支援見直し分）にて
二年連続全国１位（平成 31 年度運営費交付金分は９校同率１位、平成 30 年
度運営費交付金分は全国単独１位）となる配分率 110％を獲得した。 

  また、司法試験累積合格率 71.6％（平成 17～29 年度修了者の平成 30 年度
実施分までの司法試験）の高い水準を維持しており（74 法科大学院中（※既
に募集停止した法科大学院含む）５位）、平成 30 年度に受審した専門職大学
院認証評価においても、優れた点として評価された。 

 
■ 多面的な評価方法を用いた「志」特別入試の実施 
○ 神戸大学「志」特別入試を平成 31 年度入試（平成 30 年度実施）から 10 学
部中７学部にて開始した。募集人員 48 名に対し、志願者数は 116 名（文系 46
名、理系 70 名）、最終選抜合格者数は 31 名（文系８名、理系 23 名）であっ
た。書類審査、模擬講義・レポート及び総合問題を課す第１次選抜と面接等対
面式の最終選抜を通じて、学力の３要素を多面的・総合的に評価した結果、本
学で学修する十分な学力を備え、積極的に活動に取り組み、自己表現力の高い
学生を入学させることができた。合格者のアンケートでは、「志」特別入試を
受験した理由として「自分の能力や考えを教授の先生方に直接伝えられる機
会であり得られるものがあると考えたから」とした者もおり、従来の一般選抜

では測ることのできなかった学びへの意欲に富む学生を入学させることがで
きた。このような学力の３要素を積極的に評価した選抜の実施は、国立大学と
しては先進的な取組である。 
さらに、「志」特別入試の合格者に対して、入学前の自宅学習として「セン

ター試験学習レポート」、「学習課題レポート」、「確認テスト」等を提出さ
せ添削指導を行った。入学前教育終了後のアンケートでは、「毎日すべき勉強
量と内容が明確であったため、他の受験生に遅れをとらないかという不安を
あまり感じずに取り組めた」との意見もあり、基礎学力の向上・学習習慣維持
という目的を達成できた。また、高校で取り組んだ探究学習の継続、または新
規の内容でポスターセッションの発表に取り組み、自分で実験機器を作成す
るなど意欲的に取り組んだ受講生や受講生同士の活発な質疑応答もあり、主
体的な学びの実践の場とすることができ、また、高等学校で探究活動の経験の
ない受講生にとっても、高校までの学びと大学での学びの溝を埋める「学びの
転換」を促す橋渡しができた。 

 
■ 大学入学者選抜の実施体制の強化に関する取組 
○ 学内外からの入試ミスへの指摘に対し組織的に対応するため、入試ミス対
応フローを作成するとともに、入学試験問題検証委員会を常設し、平成 31 年
４月から運用を開始することを教育研究評議会の議を経て、学長が決定した。
入学試験問題検証委員会では、入試問題について指摘があった場合に、指摘内
容の確認を速やかに行い、入試ミスの可能性がある場合は、（１）事案の経過
及び過失、（２）事案の発生原因及び再発防止等について、調査・審議し適切
に対応することとした。 
また、大学として書類審査の審査基準にかかる留意事項などを明記した全

学的な指針を令和元年度中に策定し、各部局に対し継続的に周知徹底を行う
ことを平成 30 年 12 月 18 日に決定した。 

○ 入試ミスの防止対策として、平成 30 年度入試（平成 29 年度実施）におい
て発生した入試ミスを踏まえ、平成 30年度から問題作成時に学習指導要領や
教科書の出題範囲と、試験問題の文面、内容、条件設定との関係について確認
し、受験者が解答を導き出せるかなどについて点検を行い、チェックシートに
記録することを実施した。 

  なお、平成 30 年度から実施した「志」特別入試については、平成 30 年度
の同入試のミスを踏まえ、「「志」特別入試教科ワーキンググループ」を設置
し、学力試験問題の点検を行う体制の強化を図ることとした。 

◯ 平成 30 年度入試において発生した入試ミスを踏まえ、入学試験業務に
係るガバナンス体制の強化を図るため、入試担当理事のもとに平成 31 年
４月から新たに学長補佐（入試改革担当）を配置することとした。 

 
■ 医学部医学科推薦入試（地域特別枠）の入学者選抜について、地域に配慮

した配点を行っていることが学生募集要項に明記されていない旨の指摘を受
けたことへの対応 

＜経緯＞ 
 平成 30 年８月に文部科学省による「医学部医学科の入学者選抜における公
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正確保等に係る緊急調査」が実施され、その一環として 10 月 24 日に文部科
学省による本学の訪問調査が行われた。11 月５日に文部科学省より、医学部
医学科の平成 30 年度（平成 29 年度実施）の推薦入試（地域特別枠）におけ
る書類審査で、地域に配慮した配点を行っていることが学生募集要項に明記
されていない旨の指摘を受けたことから、指摘に対し迅速に対応するため、学
長のリーダーシップのもと、11 月 13 日に原因の解明及び再発防止策等の検討
のための調査委員会を設置した。11 月 22 日には、文部科学省からの指摘内容
及び平成 31 年度（平成 30 年度実施）の推薦入試において地域に配慮した配
点を行わないこと等について報道発表した。 
 11 月 29 日に、調査委員会より第一次報告書が学長に提出され、同委員会の
合否検証結果を踏まえ、学長が医学部医学科へ合否の再判定を要請した。12
月５日に医学部医学科において再判定を実施した結果、新たな合格者（第１次
選抜合格者２名、最終選抜合格者２名）の判定を行い、12 月 12 日から新合格
者に対し謝罪を行うとともに入学意思の確認や再受験にかかる案内等を行っ
た。 
 また、12 月 17 日に最終調査報告書が学長に提出されたことを受け、12 月
18 日に、学長が今後の推薦入試（地域特別枠）の変更、相談窓口の設置、本
事案の影響を受ける医学部医学科の在学生へのケア、再発防止策の策定、関係
者の処分などを行うことを決定した。12月 27 日には、これらの実施事項、調
査委員会報告書の要旨と受験生やその関係者に対して謝罪を行ったことにつ
いて報道発表した。 
 平成 31 年２月 11 日に、地域に配慮した配点を行わない平成 31 年度の推薦
入試（地域特別枠）の最終選抜（面接・口述試験）を行い、２月 19 日に合格
者 10 名の発表を行った。 
 ２月 26 日に、学長が再発防止策を決定し、３月 18 日及び 19 日には関係者
の処分を実施した。 

 
＜要因＞ 
 平成 30 年度（平成 29 年度実施）の入学者選抜においては、地域性により
一律に配点が行われていたが、推薦入試（地域特別枠）実施委員会は秘匿性の
観点からこの措置について公表の必要性がないと判断し、医学科内の合意を
得ないまま学生募集要項にも記載しなかった。 
 なお、平成 29 年度（平成 28 年度実施）までの入学者選抜においては、一
律に地域性による配点は実施されていなかったことが調査委員会において確
認されている。 

  
＜初動対応＞ 

本件については、平成 30 年 10 月 24 日に訪問調査が行われた後、同年 11
月５日に文部科学省からの指摘を受け、迅速に対応するため、学長のリーダー
シップのもと、調査委員会の設置や、再発防止、追加合格なども含めた受験生
に対する救済措置、推薦入試（地域特別枠）の今後の実施方法などについて、
次のとおり速やかな対応・取組を行った。 

 
＜調査委員会＞ 

本件について、客観的な観点から経過の確認及び原因の調査を行い、受験生

への救済措置、再発防止策を提案することを目的として、平成 30 年 11 月 13
日に「医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る調査委員会」を設
置し調査を行い、次のとおり学長へ提出した。 

  構成員：医学部以外の学内教授２名、公認会計士・監事１名、 
顧問弁護士１名 

平成 30 年 11 月 29 日 報告書（第１次）を学長へ提出 
      （合否検証の結果等を報告） 
12 月 17 日 調査委員会最終報告書を学長へ提出 

      （要因の特定、再発防止策等を報告） 
 

＜新合格者等への対応＞ 
  医学部医学科の再判定結果を受け、平成 30 年 12 月 12 日から入試担当理
事、医学部長及び医学部医学科長並びに担当職員が、新合格者（第１次選抜合
格者２名、最終選抜合格者２名）及び保護者への対応を次のとおり行った。 

 ・本件に係る経緯の説明及び謝罪を行った。 
 ・第１次選抜合格者２名に対しては、最終選抜（面接・口述試験）を行う旨を

案内し、再受験の意思を確認した。 
 ・最終選抜合格者２名に対しては、合格となった旨を連絡し、入学の意思確認

を行うとともに入学にあたっては卒業までの就学や心のケアを行うことを
説明した。 

 ・本来本学に入学していれば発生しなかった経費及び慰謝料を補償すること
を説明した。 

  新合格者（第１次選抜合格者２名、最終選抜合格者２名）の対応結果として
は次のとおりとなった。 

 ・第１次選抜合格者（２名）のうち、１名は、再受験を希望し、平成 31 年２
月 11 日に最終選抜（面接・口述試験）を受験した結果、不合格であった。
１名は、再受験を希望しなかった。 

 ・最終選抜合格者（２名）のうち、１名は、本学への入学を希望し、他大学か
ら第２年次に転入学した。１名は、本学への入学を希望しなかった。 

  なお、本件について、今回の報道を受けて、在学生の中に動揺が生じていた
ことから、平成 30 年 12 月 21 日に地域特別枠入学者に対して懇談会を開催
し、学生の意見などを聞くとともに、医学科長及び医学科教務学生委員会委員
長から動揺せずに勉学に励むよう、また、不安なことなどがあれば相談体制も
整えていることを説明し、継続したケアを行うこととした。 
また、本件により入学した学生に対して学生生活や履修等でのサポート体

制を整備した。 
 
＜再発防止策＞ 
  調査委員会の報告をもとに医学部医学科において行ってきた再発防止策の
検討結果を踏まえ、平成 31 年２月 26 日に学長が次のとおり決定した。 

 【医学部医学科における対応】 
 ・推薦入試（地域特別枠）にかかる審査基準等の重要な事項を変更する場合
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は、事前に医学科長及び医学部長の同意を得たうえで、関係委員会の審議を
経て、医学科会議において承認を得る体制を整備した。 

 ・2020 年度以降の推薦入試（地域特別枠）の実施方法について、特定の地域
を重視した地域性による配点は行わず総合的に審査することとし、書類審
査及び面接・口述試験では、地域医療に対する高い意欲と適性を重視する旨
を学生募集要項に明記することとした。 
 
また、調査委員会の報告を踏まえ、大学全体の対応として、平成 31 年１月

７日付けで入試担当理事から全学に注意喚起を行うとともに、入学試験委員
会等で適切な入学者選抜の実施を要請した。 
なお、大学として、書類審査の審査基準にかかる留意事項などを明記した全

学的な指針を令和元年度中に策定し、各部局に対し継続的に周知徹底を行う
ことを決定した。 

 
＜募集人員の変更＞ 
 新合格者（第１次選抜合格者２名、最終選抜合格者２名）を出したことに伴
い、平成 31年度入学者選抜の募集人員（10 名）を変更することとなり、平成
30 年 12 月 27 日の記者会見において、10 名の募集人員を８名程度（８名から
10 名の範囲内）に変更することを説明した。 
 その後、文部科学省が発表した募集人員を緩和する措置を取り、平成 31 年
度入学者選抜の募集人員は変更せず 10 名とし、当該年度の受験生への影響が
出ないようにしたことを平成 31 年１月 11 日に公表した。 
平成 31 年２月 11 日に最終選抜の実施結果等により新合格者で本学に入学

する者が１名となったこと、医学部医学科平成 31 年度（平成 30 年度実施）
学士入学（第２年次編入学）において入学辞退による欠員が生じたことを受
け、平成 31 年３月 12 日に、当該欠員により新合格者に係る募集人員への対
応を行うことを決定した。 

 
＜報道対応＞ 
  社会に対し説明責任を果たすため、報道機関に対し、次のとおり情報提供を
適切に実施した。 
 平成 30 年 11 月 22 日 記者会見（事案発生の概要、平成 31 年度の推薦入

試の変更について公表） 
      12 月 27 日 記者会見 

（調査委員会の調査結果、新合格者の状況及び対応、
推薦入試の募集人員の変更等について公表） 

 平成 31 年 １月 11 日 資料配布 
（推薦入試の募集人員を変更しないことについて公

表） 
  令和元年 ５月 31 日 資料配布（最終報告） 
 
 

《研究に関する取組の状況》 
研究においては、独創性のある研究の萌芽を貴び、文科系・理科系という枠に

とらわれない先端研究を戦略的に強化し、他大学・研究機関とも連携して、新た
な学術領域の開拓・展開に取り組んだ。 
 

■ フラッグシップ国際研究拠点を育成する「極みプロジェクト」の開始 
○ 先端融合研究環「極みプロジェクト」について、平成 30 年度から新たに学
内公募を開始した。７件のプロジェクトの応募に対して、１件の極みプロジェ
クト「ホログラフィック技術による生命現象の４次元計測・操作の実現とその
臨床利用」を決定した。 
また、「極みプロジェクト」の開始に合わせ、キックオフシンポジウムを開

催した（参加者数は約 110 人）。（詳細は[7-1-1]24 頁参照） 
 
■ 船舶を有する総合大学の強みを活かした「海」を基軸とした研究の推進 
○ 海洋底探査センター (KOBEC) では、海事科学研究科附属練習船「深江丸」
を用いて、「鬼界カルデラ」を対象とした探査航海を平成 30 年度に２回実施
した。これまでの探査の結果、7,300 年前の巨大カルデラ噴火以降の短期間に
地球上で最大クラスの巨大な溶岩ドームが形成されたことを確認するととも
に、現在も鬼界カルデラの地下に巨大なマグマ溜りが存在している可能性を
突き止めた。さらに、反射法地震探査データと ROV（Remotely Operated 
Vehicle：遠隔操作水中探査機）による観察・試料採取・化学分析に基づき、
カルデラ形成を起こした火砕流を特定し、その分布範囲・厚さを確認した。 
これらの成果として、平成 30 年２月に英国 Nature Publishing Group のオ

ンライン科学雑誌「Scientific Reports」に掲載された論文（"Giant rhyolite 
lava dome formation after 7.3 ka supereruption at Kikai caldera, SW 
Japan"）が、28,000 回以上の閲覧数を得たとして Nature Publishing Group
の発行する Scientific Reports 誌において平成 30年に掲載された 17,000 本
以上の論文の中から「TOP 100 READ ARTICLES 2018」に選ばれた（令和元年
５月８日に Scientific Reports から公開された "Journal Top 100" におい
て７位の閲覧数）。 
 

■ 認知症予防研究の推進と認知症予防道場の開始 
○ 認知症の早期発見や予防策の研究である「認知症予防事業（コグニケア）」
として、神戸市内の健康な高齢者を対象にした「認知症予防道場」（以下、道
場）を平成 30 年７月から本格的に開始した。道場では、平成 30年４月に「認
知症の人にやさしいまちづくり条例」を施行した神戸市、兵庫県、WHO 神戸セ
ンター、神戸新聞とも連携し、介護付き有料老人ホームの入居者や市内７ヶ所
の神戸新聞文化センターにて一般市民（計約 90 人）を対象に、運動と認知の
６つのプログラムを実践し、並行して身体機能・認知機能の評価を定期的に実
施し、新聞等メディアでも多く取り上げられた。令和元年９月からは、丹波
市、兵庫県との連携により、県立柏原医療センターにて、丹波市民 40 名を対
象に丹波コホートプログラムを開始する。 
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また、精密機械メーカーと認知機能評価システムの開発に関する共同研究
を開始し、健常者及び各種疾患患者からの血液をバイオリソースとして蓄積
してバイオマーカーの開発等の研究に利用できるようにするバイオリソース
バンクを、シスメックス株式会社と共同で令和元年度に設立することとなっ
た。 

■ 神戸市地下街で AI を利用して空調制御する世界初の実証実験
○ 神戸市地下街「さんちか」で、人の動きや場所ごとの温度などを人工知能
（AI）で分析し、冷房に生かす実証実験を平成 30 年７月から開始した。この
実証実験は、平成 29 年度に本学が株式会社日建設計総合研究所、株式会社創
発システム研究所、神戸地下街株式会社とともに採択された環境省の「CO2 排
出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」（課題名「人流・気流センサを用
いた屋外への開放部を持つ空間の空調制御手法の開発・実証」、平成 29～31
年度の採択額：約 2.4 億円）として実施したもので、地下街で人の流れや気温
変化を予測し、場所に応じて異なる空調制御をする世界初の取組である。今
後、さらにデータを収集・分析し、空調のスマート制御により冷暖房消費を最
小化し電力削減を行うことで CO2 排出削減を目指していく。

■ バイオプロダクション次世代農工連携拠点への評価
○ 文部科学省の先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラムにおい
て平成 20 年に採択された「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」につ
いて、平成 30 年度に事後評価が行われ、「所期計画を超える取組が行われて
いる」というＳ評価を得た。このプログラムは、企業（協働機関）とのマッチ
ングにより、新産業の創出等の大きな社会・経済的インパクトのある成果（イ
ノベーション）を創出する研究開発を行う拠点の形成を支援するものであり、
旭化成株式会社等 13 社の協働機関が参画し、各企業の特徴を活かした連携体
制を構築し、産学連携を進めた。
評価者からは、「バイオリファイナリーの実現による巨大な新市場の創出、

脱石油・CO2 排出削減というチャレンジングな目標に向けて、大学の総合力と
各協働機関の特徴を結集し、グローバルにも存在感を示す、本格的なバイオエ
コノミー時代の中核拠点に発展している。特に学長、拠点長のリーダーシップ
による拠点形成及び人材育成に関する大学のシステム改革は優れたものであ
り、本拠点のシステム改革の成果が全学に展開されることも期待できる。ま
た、終了後の見通しも継続性・発展性が高いレベルで期待できることから、総
じて所期の計画を超えた取組が行われている」と高い評価を受けた。 

■ 計算社会科学に関する研究の推進
○ 平成 30 年度に、計算社会科学研究センターを部局内センターから全学的な
基幹研究推進組織として改組した。同センターが中心となり、社会科学の国際
的専門学術誌「Journal of Computational Social Science」の第２号を９月
に発行し、平成 30 年度の論文のダウンロード数は 11,742 回に及んだ。（改
組に関する詳細は 37 頁参照）。

また、シンポジウム「幸せの計り方」（参加者：学内外約 215 名）を経済経
営研究所と共催し、自己決定度が幸福感に強い影響を与えていることを明ら
かにした研究や、精神医学における幸福度の研究などが公表され、新聞やテレ
ビにも取り上げられた。 

■ アジア諸国と連携した減災対策研究の開始
○ ユネスコチェア「Gender and Vulnerability in Disaster Risk Reduction
Support（ジェンダーや脆弱性に配慮した減災対策）」事業に採択され、平成
30 年４月からユネスコチェアプロジェクトを開始した。本プロジェクトはイ
ンドネシア、台湾、タイ、マレーシアの大学や非政府組織、日本の国立女性教
育会館と連携し、障害者・高齢者ら「災害弱者」やジェンダーの視点に立ち、
ガイドライン策定や地域ニーズに応じた政策提言を行うことを通じて、世界
的な減災ネットワークの創出を目指すもので、平成 30 年４月にユネスコチェ
アキックオフシンポジウムを開催するとともに、研究セミナーを開催し、各地
域の災害の実態、災害に特に影響を受けやすい人々の特徴やジェンダーに敏
感なアプローチのあり方を検討した。
また、９月に本事業に関連したサマープログラムをガジャマダ大学で実施

し、災害時の人道支援の実務家による講演とともに、保健学、平和学、法学、
工学、経営学の研究者が講義を行い、研究交流を行った。プログラムでは、災
害時における少数民族への対応や人道支援の課題、地震や火山活動による被
災者の医療的課題などの事例研究が紹介され、専門分野を超えて学際的な知
見を共有した。さらに、インドネシアにおける津波対策や避難所の運営などを
学ぶための災害関連施設見学や火山の噴火により移住を余儀なくされた村で
の聞き取り調査を行い、これらの現場の実態をジェンダーの視点から学際的
に分析した。さらに、令和元年にタイでユネスコワークショップを行うことと
なった。（サマープログラム参加者：【教員】ガジャマダ大学４名、トゥンク
アブドールラーマン大学２名、高雄科技大学２名、【学生】ガジャマダ大学 10
名、高雄科技大学６名）

■ 産学連携の取組状況
○ 「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」で示された共同研
究費の適正な負担の検討を行うため、平成 28 年度に間接経費の見える化を行
い、共同研究に要する間接経費の額を試算として算出した。この試算に基づき
共同研究にかかる間接経費について、従来の直接経費の 10％相当額から平成
30 年 10 月１日以降に締結する契約では同 15％相当額、令和２年度以降に締
結する契約は同 20％相当額とすることとした。これにより、間接経費を研究
施設や設備の整備維持費、管理部門における経費だけでなく、最先端の研究環
境の整備や組織対組織による本格的な共同研究に対応する体制の構築に投資
することとしている。また、上記ガイドラインで示された組織対組織の共同研
究を推進するため、平成 30 年４月に「組織的産学連携取扱規程」を新規制定
し、通常の共同研究とは別に「戦略的共同研究」と「連携共同研究」の制度を
整備した。このうち、大型のプロジェクトを対象とする「戦略的共同研究」に
ついては、国際がん医療・研究センターにおけるシスメックス株式会社との４
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件を実質的なモデルケースとして、ステアリング会議による進捗管理などを
行う共同研究を開始した。また、企業との連携協定に基づく「連携共同研究」
については、株式会社カネカ、バンドー化学株式会社との包括連携協定に基づ
き、平成 30 年度は７部局 19 件のテーマを対象として連携協議会による進捗
管理を行う共同研究を実施した（[9-1-1]26 頁参照）。 

○ AMED と本学とが支援して設立したバイオ医薬品の開発・製造にかかわる人
材育成を行う一般社団法人バイオロジクス研究・トレーニングセンター
（BCRET）が、主に製薬企業、部材メーカーや分析機器会社の社員を対象に座
学及び実習教育プログラムを開始し（受講者：延べ 200 名）、実践的な議論を
主体とし実際のバイオ医薬品の開発製造の現場で役立つ知識・経験を提供し
た（[9-1-1]26 頁参照）。 

○ 先端膜工学研究センターにおいて、国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO）の平成 30 年度研究開発委託事業「エネルギー・環境
新技術先導プログラム」（テーマ：有機溶剤の超ろ過膜法開発による化学品製
造プロセス革新、申請金額：１億円／年）に採択され、企業等との共同研究協
議の増加に繋がり、 NEDO 事業を共同で実施する丸善石油化学株式会社と共同
研究契約に至るとともに、ユニチカ株式会社、株式会社 J-オイルミルズとの
協議を進めている。また、丸善石油化学株式会社との共同研究成果である水処
理フィルターの改良に関する技術を新規発明として、平成 30 年 12 月に特許
出願を行った（[9-1-1]26 頁参照）。 

○ 「認知症予防事業（コグニケア）」における神戸市や兵庫県、WHO 神戸セン
ター、企業との連携。（詳細は９頁参照） 

○ 神戸市地下街における企業と連携した空調制御をする世界初の実証実験。
（詳細は 10 頁参照） 

○ 「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」における旭化成株式会社等
13 社の企業との産学連携。（詳細は 10 頁参照） 
 

《社会連携・国際交流に関する取組の状況》 
国際都市神戸に根ざす大学として、多様で広範なレベルで地域社会・国際社会

との連携を強め、特に阪神・淡路大震災を経験した大学として、20 年以上の復
興とともに蓄積してきた教育研究活動の成果等を広く社会に還元することに取
り組むとともに、積極的に諸外国との国際交流を行っている。 
 
〈社会連携に関する取組〉 
■ ハーバード大学とデジタルアーカイブの連携・協力に関する覚書を締結 
○ 本学附属図書館は、「震災文庫」において阪神・淡路大震災関連資料を網羅

的に収集し、保存・公開を進めるとともに他機関との連携を継続して行ってき
たが、附属図書館のデジタルアーカイブ震災文庫とハーバード大学ライシャ
ワー日本研究所の日本災害デジタルアーカイブの連携・協力に関する覚書を
平成 30 年 10 月に締結した。今回の連携により、「神戸大学附属図書館デジ
タルアーカイブ震災文庫」として、写真約 24,000 枚、一枚もの資料約 3,200
枚、図書約 490 冊など多岐にわたる資料の情報が、東北大学災害科学国際研
究所公開の震災アーカイブ「みちのく震録伝」を介し、ハーバード大学エドウ

ィン・O・ライシャワー研究所公開の震災アーカイブポータルサイト「日本災
害 DIGITAL アーカイブ」上で令和元年度中を目途に横断検索可能になる予定
である。 

 
■ 高校生等への国際的科学技術人材育成挑戦プログラムの実施 
○ 「根源を問い革新を生む国際的科学技術人材育成挑戦プログラム（ROOT プ
ログラム）」について、平成 29 年度に引き続いて実施機関の中心となり、共
同機関である県内の大学と連携して実施した。本プログラムは、「基礎ステー
ジ」（７月から１月前半）と、二次選抜後の「実践ステージ」（２年次目の１
月後半から 10 月）の２段階で構成され、平成 30 年度は第２期生の募集を行
い、81 名の応募者から選抜された 40 名を基礎ステージ受講生として受け入れ
るとともに、受講生自らが作成した研究課題提案に基づいて 13 名を実践ステ
ージ生として選抜した。 

  また、平成 29 年度に募集した第１期受講生 45 名のうち、実践ステージに
進んだ８名が、自身の疑問や課題意識に基づいて検討・提案した研究課題・計
画を基に大学の研究室等で約半年間個別課題研究に取り組んだ研究成果を発
表するため、８月にアメリカ合衆国シアトルのワシントン大学を海外研修と
して訪問した。海外研修では、2018 Summer STEM Research Poster Session 
において英語によるポスター発表を行い、ワシントン大学教授からは、「発表
者がとても流暢に英語で発表し質疑にも応答していた姿に対しとても感銘を
受けた」と評価された。さらに、10 月には、２名が中国で行われた国際会議
（IEEE Asian Test Symposium 2018）に参加し、High School Student 
Presentation セッションで発表を行った。IT 系の専門家に対する研究紹介と
ともに、地元の高校生との英語での活発な交流が行われた。 
本事業の受講者からは、「科学と人の関わりのあり方等についても学べ、科

学に対しての新たな視点を持つきっかけになった。この経験を財産とし、科学
発展に貢献できるような存在になれるよう、将来に向けて頑張る。」といった
意見が得られた。 

 
■ COC+事業の推進と神戸市、NTT データと連携した「防災×IT アイデアソン」

の開催 
○ 文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」で本学
が取り組んでいる「地域創生に応える実践力養成ひょうご神戸プラットフォ
ーム」事業（平成 30 年度：４年目）について、各学部の専門科目の中から、
191 科目について地域志向科目の指定を行った（平成 29 年度 29 科目）。ま
た、「地域づくりの基礎知識」のシリーズ３冊目「農業・農村の資源とマネジ
メント」、４冊目「災害から一人ひとりを守る」を、神戸大学出版会から刊行
した。 
また、平成 30 年度は COC+事業の一環として、神戸市灘区、株式会社 NTT デ

ータとの三者共催により「防災×IT アイデアソン」を開催した。学部・大学
院を問わず 12 名の学生が神戸市灘区における地域防災の課題に対し、NTT デ
ータが持つ防災ソリューションや最新技術の知見を参考に、斬新で柔軟な発
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想で IT を活用した未来の地域防災のアイデアを出し合い、発表を行った。優
勝グループは、さらにアイデアをブラッシュアップし、「災害時における支援
物資の効率的な管理・配分」をテーマに、AI、アプリケーションソフト、ドロ
ーンを活用した災害支援策について提言した。（NTT データとのネーミングラ
イツに関する協定の更新については、42 頁参照）

さらに、神戸新聞社とともに COC+シンポジウム「五国の未来をひらく～大
学知と社会知をむすぶ～」を平成 31 年１月に開催し、講演、パネルディスカ
ッション、地域連携公募事業の報告が行われ、大学、自治体、経済団体、マス
コミ、一般など約 120 名が参加した。

■ 地域社会と連携したシンポジウムの実施
○ 数理・データサイエンスセンターが、一周年を記念して、シンポジウム「デ
ータサイエンスが創る未来」を実施し、企業・研究所関係者、教育関係者、学
生など 240 名が参加した（詳細は［2-2-2］21 頁参照）。また、企業や行政機
関に連携の機会を提供し、同センターとレンゴー株式会社、株式会社日本総合
研究所との間で令和元年の共同研究契約につながった。

○ 経済経営研究所は、シンポジウム「企業や地域の成長・活性化に貢献できる
金融ビジネスに向けて」を実施した。スタンフォード大学教授が「生産性の向
上や成長に金融機関はいかに貢献できるか」についての基調講演を行い、尼崎
信用金庫の専務理事や株式会社金融経営研究所所長を交え、「新規参入を促
し、退出を阻害しないような銀行システム」をキーワードとしてディスカッシ
ョンが行われ、企業や地域の成長や活性化に地域金融機関が貢献していくた
めの多くのヒントを提供した（参加者数：100 名）。

また、日本経済新聞社、日本経済研究センター主催の「『関西経済人・エコ
ノミスト会議』京都大学・大阪大学・神戸大学３大学シンポジウム」が 10 月
に開催され、「企業が求めるイノベーション人材と大学連携」をテーマに、３
大学の総長、学長と日本電産株式会社社長が産学連携の取組と課題について
活発な討論を交わした（参加者：産業界、大学関係者など約 500 名）。

○ 平成 30 年８月に「バイオ経済を加速する革新技術：ゲノム編集・合成技術
の事業化」に関するシンポジウムを開催し、ポートアイランドに位置する神戸
医療産業都市が拠点の各企業や、学内外の研究者ら 115 名が参加した。本シ
ンポジウムでは、平成 29年度に本学及び神戸市が共同申請して採択された文
部科学省の「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」のプロジェ
クト概要として本学が有する「切らないゲノム編集技術」「長鎖 DNA 合成技
術」の内容が紹介されるとともに、情報交換、ネットワーク作りの機会ともな
った。

■ 灘五郷酒造組合と連携した「日本酒学入門」の開講
○ 平成 30 年度後期から、灘五郷酒造組合と連携して全学部対象のオムニバス
講義「日本酒学入門」を新たに開講した（受講者：約 100 人）。灘五郷は、本
学の地元神戸市・西宮市に室町、江戸時代から栄えた「日本一の酒どころ」で
あり、灘五郷酒造組合の酒造メーカーは本学卒業生の就職先としてもつなが

りがあり、平成 29 年度には共同で純米酒「神のまにまに」を開発し販売開始
した。本講義は地場産業を改めて学ぶことで、世界的な視野を持つ国際通用力
を養うことを目指し、酒造会社や容器メーカーの役員、酒類総合研究所の研究
員らが講師を務め、日本酒に関して酒造りから経営、法律、醸造、広告までを
実際の酒蔵見学も交えながら多面的・総合的に学ぶ機会を提供した。受講した
学生からは、「日本酒について歴史や情報発信、酒蔵の経営など様々な観点か
ら講義が受けられたのは良かった」などの声が寄せられた。 

<国際交流に関する取組〉 
■ 南カリフォルニア大学との「ビジネス日本語」コース講座を共同実施
○ 本学と南カリフォルニア大学ドーンサイフ人文科学部は、平成 30 年度から

南カリフォルニア大学の「ビジネス日本語」コース講座を共同で実施する交流
協定を締結し、受講生８名を受け入れた。 受講生は、神戸や大阪の企業のヒ
アリングや安藤百福発明記念館や企業ミュージアムの見学を通じて、日本の
企業や社会に関する現実的な知識を習得し、日米のビジネス慣習や文化の違
いについての理解や日本語力及び文化理解を高めた。本学学生との交流会で
は、本学の学生や留学生もプレゼンテーションのためのインタビューなどに
協力し、交流を深めることで、語学力の上達や米国に対する興味の向上等を図
ることができ、学生・教職員から好評を得た。この成果を踏まえて、さらにジ
ョージア工科大学とも平成31年度から連携した特別プログラムを実施するこ
ととなった（詳細は[12-2-1]22 頁参照）。

■ 新たな海外拠点の開所と連携の強化
○ 平成 30 年５月に、バベシュ・ボヨイ大学（ルーマニア）に７番目の海外拠
点となる神戸大学/バベシュ・ボヨイ大学国際協力センターを、６月には上海
交通大学（中国）に８番目の海外拠点となる神戸大学・上海交通大学文理融合
国際共同研究拠点を開所した。開所を受けて、平成 30 年９月に本学教員が学
生とともに神戸大学/バベシュ・ボヨイ大学国際協力センターを訪問し、日 EU
の EPA/SPA 発効を視野に入れつつ、GSP での新たな研修プログラムの開発（イ
ンターンシップ型など）、人の国際移動と多民族共生に関する共同研究などの
可能性等今後の協力関係の強化に向けて意見交換を行った。
 さらに、従来の海外拠点においても、以下の取組によって、連携の強化や共
同研究の推進を行った。 
（１）北京外国語大学国際共同研究拠点において、平成 30 年７月にシンポ
ジウムを開催し、今後の共同研究内容についても意見交換を行った。平成 31
年３月には、北京外国語大学から３名を招へいし、ワークショップ「日本文
学と日本語・日本語教育」を実施するなど共同研究を実施した。
（２）ホノルル拠点において、平成 30年 11 月にシンポジウムを開催し、新
たにネブラスカ大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、南開大学が参加
し、研究発表のみならず大学間の研究者・共同研究のマッチング及び学生交
流を含めた連携協力についても協議を行った。とりわけネブラスカ大学リン
カーン校からは、本学とのパートナーシップを築く礎となる有益な会議であ
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ったとの所感が述べられ、令和元年６月には本学農学研究科教員がネブラス
カ大学を訪問し、研究協力を強化することとなった。 
（３）本学ブリュッセルオフィスを活用して、シンポジウムやワークショッ
プを開催するなど、ブリュッセルオフィスネットワーク(UniLion)の連携を
強化するとともに、Horizon2020 への災害分野についての申請を見据えて、
コペンハーゲン大学（デンマーク）を中心としたコンソーシアム（コペンハ
ーゲン大学のほか、パーダーボルン大学（ドイツ）、アムステルダム自由大
学（オランダ）、フィレンチェ大学（イタリア））に参画し、共同研究を開
始した。 
 

■ 国際共同研究の推進 
○ ハンガリー科学技術アカデミーと本学工学研究科との間で「災害時初期対
応技術」をテーマとして共同研究プロジェクトをスタートした（[7-2-1]28 頁
参照）。さらに、東欧４カ国（ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア）
と災害時の文化遺産保存について共同研究を開始し、Visegrad University 
Studies Grants へ申請を行うこととした。  

○ リエージュ大学（ベルギー）との乳癌幹細胞に関する共同研究は、日本学術
振興会の二国間交流事業の継続研究として実施するとともに、新たに、在日フ
ランス大使館「エクスプロラシオン・フランス 2018」プログラムに採択され、
共同研究の相手先国を広げ実施することとした（ [7-2-1]28 頁参照）。 

○ 「国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業」において、巨大地震に対す
る創生型居住環境のレジリエンス研究の国際コミュニティを担う人材育成と
して、若手教員２名（ワシントン大学へ助教１人、カリフォルニア大学サンデ
ィエゴ校へ准教授１名）を派遣するとともに、南カルフォルニア大学及びコネ
チカット大学からそれぞれ教授１名を招へいし、国際共同研究を開始した
（ [11-2-1]31 頁参照）。 

○ 「研究拠点形成事業」において、階層横断的グリア脳科学研究のための国際
コンソーシアム拠点形成を構築するため、モントリオール大学、マウントサイ
ナイ大学、ザールランド大学、コペンハーゲン大学の４つの拠点大学と本学の
間で、グリア脳科学の国際共同研究・情報共有を加速・発展させ、国際感覚に
秀でた次世代若手研究者育成を目的した国際グリア合同セミナーを10月に開
催し、研究内容の口頭発表及びポスター発表を行い、共同研究のマッチングの
時間を設け、厳選なる審査を経て、３組の若手国際共同研究及び３組の国際共
同研究を採択した（ [11-2-1]31 頁参照）。 

○ 平成 30 年９月に、経済学研究科と経済経営研究所は、南洋理工大学におい
て、南洋理工大学と漢陽大学校経済金融大学と合同で、第６回 Hanyang-Kobe-
Nanyang Conference in Economics を開催し、マクロ経済学、実験経済学に関
して報告を行い、議論を深めた。さらに、数理・データサイエンスセンターか
ら南洋理工大学へ若手研究者を派遣し、人工知能・深層学習の研究を推進し
た。 

 
 

《附属病院に関する取組の状況》 
■ 教育・研究面での取組 
○ 平成 29 年度に文部科学省大学教育再生戦略推進費「課題解決型高度医療人
材養成プログラム」において採択された「実践的病院経営マネジメント人材養
成プラン（M×M KOBE）」について、医学部附属病院と経営学研究科が相互連
携し、実践的なプログラムを開発した。大学病院のみならず地域の医療機関で
の勤務経験を持つ社会人、自治体・公的機関における医療行政担当者の実践的
マネジメント能力向上を目的とし、平成 30 年度に「医療の将来を担う病院経
営者養成コース」及び「地域マネジメント養成コース」の２コースを開講し、
11 名及び科目履修生 34 名が受講した。受講生からは、「様々な角度からの課
題のとらえ方や考え方を伺えたことは代えがたい経験となった」「グループデ
ィスカッション等で他病院の様々な職種の人の意見を知ることができたの
は、良い学びの機会でもあり刺激になった」等の意見が寄せられた。 

○ 臨床研修指導医の資質の向上及び臨床研修を行う病院・施設における適切
な指導体制の確保を目的とした指導医講習会を実施した(平成 30 年 11 月、39
名)。また 2020 年以降の初期研修プログラム制度は、医師としてのあらゆる
行動を決定づける基本的価値観 （プロフェッショナリズム）、医師に求めら
れる具体的な資質・能力、研修修了時にほぼ独立して遂行できる基本的診療業
務という到達目標が設定されるため、本院所属及び協力型病院の研修管理委
員をメンバーとしてワーキングを行い、「医師としての人格」のかん養、医師
としての「社会的役割」の認識、全ての医師に共通して求められる幅広い診療
能力である「基本的な診療能力」を着実に身に着けられるような臨床研修プロ
グラムの構築を行った。 

○ 新専門医制度については、民間の説明会(平成 30 年７月、32名)において、
各領域の医師が初期研修医に専門医プログラムについて詳細な説明を行う広
報活動や、ウェブサイトでも各領域の情報を掲載するなど、情報収集・提供を
積極的に行った。さらに、本院及び関連病院の医師を対象とした専門医共通講
習会「感染対策」(平成 31 年１月、50 名)、「医療安全」(平成 31 年２月、28
名)を実施し、専門医資格の維持及び新規専門医資格取得のためのサポートを
行った。 

○ 平成 31 年度からの本格実施に向けて、平成 30 年度入職の新人看護師を対
象に看護技術における実践過程に焦点をあてたポートフォリオを活用した教
育プログラムを試行し、ポートフォリオを完成させた。さらに、大学病院の臨
地講師の臨床教育力向上のために保健学科への人事交流として、２名の臨地
講師が演習に参加し、参加者からは、「大学で学ぶ基礎教育での技術演習内容
について初めて知り、卒後の技術演習に繋げていく必要があると認識した」と
いう報告を得た。 

○ 医師不足が深刻な地域でも高度な多職種協働の医療チームによる初期対応
を可能にするための「神戸大学エキスパートメディカルスタッフ育成プログ
ラム」について、これまでの５コース（「災害・救急医療コース」「感染症医
療コース」「周産期医療コース」「高齢者医療コース」「がん医療コース」：
計 210 名）に加え、新たに「排泄医療コース」を開設し、ストーマケアや下部
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尿路機能障害ケアの研修に看護師や介護士、作業療法士、理学療法士など計
81 名が参加した。 

○ ARO（Academic Research Organization）機関として、臨床研究推進センタ
ーが治験コーディネーター（CRC）業務や臨床研究準備・実施等の支援業務を
行い、受託事業経費の獲得促進を図った結果、前年度より、約 1,000 万円の増
収となり、総額 4,825 万円となった（平成 30 年度支援中研究数 学内：18 件、
学外：16 件）。 

○ 臨床研究法に規定する特定臨床研究等について、平成 30 年度に臨床研究審
査委員会を設置し、学内外の経過措置研究に関する審査意見業務を行うこと
で、臨床研究法の対象となる研究の円滑な法移行が行われた。その結果、平成
30 年度中に法移行した、本院が代表施設である研究の件数は 33 件と全国有数
の実績となった（新規申請研究 １件、経過措置研究：24 件、努力義務研究数：
８件）。 

 
■ 診療面での取組 
○ 平成 30 年度から、国際医療専門部署である International Medical 

Communication Center （ IMCC ） に 新 た に 海 外 患 者 対 応 窓 口 で あ る
International Patient Reception Desk(IPRD)を設置し、コーディネート業
者を通じて海外患者の受付、患者情報の事前取得、通訳、ビザの手配などの一
連の支援が可能となった（問合せ 48 件、患者受入５名）。 

○ 災害時の医療支援車である DMAT カーを救急搬送にも活用し、近隣の産科施
設で出生した新生児の救急搬送受入れを平成 30 年 10 月から開始した。近隣
の産科施設へ周知し、常時搬送要請を受け付ける体制を整え、入院患者の安定
的な確保に寄与し、平成 31 年３月までに 11 件受入れた。 

 
■ 運営面での取組 
○ 外国人患者受入れにあわせ、医療安全管理委員会にインターナショナル・メ
ディカル・コミュニケーションセンター長を新たに加え、外国人患者に対する
安全対策を今後検討し、次回の医療安全管理マニュアルの改訂時に掲載する
こととした。なお、現在の医療安全管理マニュアルを基に同センターにおいて
外国人患者に特化したマニュアルを２月に作成した。 

○ 臨床研究に関する安全管理担当者を医療安全管理委員会へ新たに加え、臨
床研究中核病院に向けた体制を強化した。 

○ 特定臨床研究について、臨床研究推進センター内の複数職種をチーム化し、
法移行を予定している特定臨床研究等の品質を担保するため、臨床研究審査
委員会申請前に全件の研究計画書・同意説明文書等の記載内容について事前
確認を行うなど、研究管理体制の強化を図った。また、臨床研究推進センター
に専任の治験コーディネーター（CRC）、IT 技術者や企業での臨床開発経験者
等、新たに７名の職員を配置した。 

 
 
 

○ 経営基盤の強化のため、以下の取組を行った（これらの取組に関する財政基
盤の強化は、①～④は 44 頁、⑤は 43 頁を参照）。 

取組 概要 

① 適 切 な
病 床 配 置
（ 平 均 在
院 日 数 の
短縮） 

・症例数の多い DPC コード毎に全国の DPC 対象病院の平均在
院日数データ（Ⅱ日日数）を提示（特に改善すべき DPC コー
ドについては、診療区分ごとの出来高換算額単価の比較デー
タを示し、検査・画像等は可能な限り外来で施行するよう促
進）。 
・入院経過日数毎の出来高換算額の推移を全国立大学病院平
均及び同規模の国立大学病院との差が分かるように提示。 
・在院日数が長くなる要因の１つである術前・術後日数の見
直しについて、より明確に課題を各診療科に提示。 
・病床の配分について、DPCⅡ日以内退院率及び病床稼働率を
基にした年３回の病床配置の見直しを行い、DPCⅡ日以内退院
率等の思わしくない診療科に対して個別ヒアリング等を実
施。 
→平均在院日数：15.4 日（前年度比▲0.8 日） 

② 上 位 加
算の取得 

・特定集中治療室管理料の上位加算の取得（専門医の配置に
加え、集中治療に関する適切な研修を修了した看護師を配置
及び多職種による早期離床の取組を行い、より質の高い医療、
看護を提供）。 
・画像診断管理加算の上位加算を取得（特定機能病院として
専門医による診断を常時、提供できる診療体制の構築及び放
射線被ばく管理を行い、最適な線量での画像診断を提供）。 

③PET 検査
の 外 来 予
約枠拡大 

・全国の外来実施率の調査、取り扱い業者からの聞き取り、外
来実施率向上に向けた改善策を実施。 
→PET-CT の外来実施率の増加率＋4.1 ポイント（800 床以上
の病床をもつ 15 大学の中で１位（全 42 大学中３位））。 
→入院外来合せた実施件数：251 件増加 

④ 放 射 線
治 療 の 実
施 体 制 強
化 

・従来の治療（体外照射）より高精度な治療（強度変調放射線
治療（IMRT））の実施体制を強化するため、医学物理士を増
員。 
→実施件数：1,994 件増加 

⑤ 薬 剤 や
診 療 材 料
の 適 正 使
用 

○抗菌薬の適正使用 
・平成 30 年度の診療報酬改定に伴い、抗菌薬適正使用支援チ
ームを発展的に組織化。 
→内閣官房主催の第２回薬剤耐性（AMR）対策普及啓発活動表
彰「薬剤耐性へらそう！」にて応援大使賞を受賞。 
○後発医薬品への切替 
・切替により特に削減額が期待される医薬品の積極的使用に
ついて、書面での通知だけではなく先発品を処方した場合に
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処方画面に薬価とコメントを表示。 
○診療材料や医薬品の損失割合の低減 
・損失材料の発生部署、発生原因等の分析、損失数量が多い診
療材料の順次切替検討。 
・処方変更時に全て廃棄となる錠剤一包化調剤について、原
則廃止を院内周知、院内会議で各部署の破損件数と金額を報
告。 
・10,000 円/件以上の高額事例や注意の必要な破損理由を示
し、注意喚起。 
→診療材料損失割合：0.354％（目標値 0.5％以下）、医薬品
損失割合：0.105％（目標 0.16％以下） 

 
 
《附属学校に関する取組の状況》 
■ 教育課題への対応 
○ 附属幼稚園及び附属小学校における接続連携について、以下のとおり取り
組んだ。 
・ 文部科学省指定の研究開発について、人間発達環境学研究科を中心とす
る大学教員の指導助言を受けて９年一貫教育課程の開発に取り組んだ。全
部で 54 ある「社会的資質・能力」、「固有的資質・能力」、「汎用的資質・
能力」全てに定義づけを行うとともに、定義づけを終えていた「固有的資
質・能力」と「汎用的資質・能力」は必要に応じて見直しを行った。その結
果、各生徒がどの資質・能力を伸ばしているのかを明確に把握できるように
なり、各生徒の強みとなる能力をさらに伸ばすために教師が意識的に関わ
ることができるようになった。また、子どもの発達の過程に応じて教科カリ
キュラムへの移行の時期やその方法等について研究を進めた。 

○ 附属小学校のグローバルチャレンジプログラムの活動として、AUS プログラ
ム（児童 28名オーストラリア・クインズランド州ブリスベン市アイアンサイ
ド校との相互訪問プログラム、７～８月に 10 日間実施）及び HOKU プログラ
ム（児童 14 名、アメリカ・ハワイ州ホノルルル、ハハイオネ小学校への訪問
プログラム 神戸大学ホノルル拠点を活用、10 月に６日間実施）を実施した。
両プログラムは、生徒が英語を実践で活かすとともに現地での体験を通じて、
異文化に対するとらえ方を実践的に考え、構築する場となった。 

○ 附属中等教育学校において、以下のとおり取り組んだ。 
・ 「スーパーグローバルハイスクール（SGH）」事業に伴うグローバル教育
プログラムの一環として、生徒全員が課題研究に取り組み、「SGH 第４年次
報告会」（平成 31 年２月）において、グローバル・アクション・プログラ
ム（国内・海外研修）参加生徒の発表や、批判的に「考える」ことを基盤に、
「見つける→調べる→まとめる→発表する」という研究手法を確実に習得
し、６年間を通じてグローバル＆ローカルな視点から総合的に学ぶことを
目標とする「Kobe ポート・インテリジェンス・プロジェクト」等の公開授
業などを行い、好評を博した（参加者：約 200 名）。 

・ 文部科学省「研究開発学校」について、引き続き地理歴史科の新科目の開
発に取り組み、令和４年度からの全国の高等学校での「地理総合」「歴史総
合」必修化へ向け、研究を進めた。こうした取組の成果として、「覚える」
授業から資料（史料）等の根拠を用いる「考える」授業へと変化したことに
より、生徒が新学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学
び」を体現するようになった。なお、「地理総合」については研究開発学校
として全国で唯一指定されている。 

・ 平成 30 年４月に附属中等教育学校に教諭の指導力向上を目的として指導
教諭を配置し、若手教諭の授業実践への指導助言を行い、また、「授業力向
上委員会」のリーダーとして、授業・学習活動の理論化、授業スキルの向上・
共有化など教科横断的に全校的な授業の質的向上に取り組むとともに、教
育実習生の指導、教職実践演習を担当する本校教諭への指導を積極的に行
った。 

 
■ 大学・学部との連携 
○ 附属小学校において、「ユネスコスクール」加盟を目指して、国際コミュニ

ケーションセンター教員との英語指導の共同研究を行うなど大学と連携しな
がら ESD 教育の体系化・強化や多彩な ESD プログラムの構築を進めた。また、
すでに「ユネスコスクール」に指定されている附属中等教育学校においては、
初等中等高等グローバル教育研究センターを活用し、ESD 教育の実践強化に向
けた大学との連携・協議を開始した。また、国際理解においては教科横断的な
中高一貫カリキュラム編成について、特設科目「ESD」、「国際理解」を設置
する等、国際コミュニケーションセンター教員などの指導の下、生徒の英語の
使用を充実させた。 

○ 平成 30 年４月に大学・附属学校英語教育連携推進会議を開催し、神戸大学
及び附属学校の英語教育に係る現状を確認するとともに、本学の英語教育と
附属小・中等教育学校の英語教育における連携について、小学校の英語教育へ
の大学教員の関与、中等教育学校生による大学の英語講義への参加などによ
り、今後の授業の質的向上及び共同研究の構想等を検討した。 

○ 特別支援学校において、人間発達環境学研究科との間で授業や学校参観、講
演会において連携するとともに、本学の臨床心理学コースの実習、医学部の臨
床実習、神戸常磐大学の養護教諭臨床実習を受け入れ、発達検査協力等を行っ
た。また、本学の障害者雇用の推進を図るため業務指導員と定期的に懇談をも
ち、障害者理解と障害者の労働について研修を行った。 

 
■ 地域との連携 
○ 幼児教育関係者を対象に、子どもの資質・能力の発揮・伸長を支えるための
幼児教育のあり方を考え、保育者としての資質向上を目指すことを目的に、遊
びや生活の中の子どもの学びを語り合う参加型研究会である「幼児教育を考
える研究会・全国幼児教育研究協会兵庫支部研修会」を開催した（平成 30 年
11 月、参加者 169 名）。 

〇 附属小学校においては、神戸市、明石市、姫路市の教育委員会と、夏期教員
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研修講座を共催（参加者 78 名）し、実践事例を持ち寄り議論する実践交流を
行うとともに、「他者と対話的な関係を築き『納得解』を創造する子ども」を
テーマに研究発表会を行った（参加者 332 名）。上記の取組は、いずれも兵庫
県教育委員会において中堅教員の資質向上研修として位置づけられている。 

○ 附属中等教育学校においては、地域をフィールドとする卒業研究「神戸市に
おけるムスリム観光客を増やすために－ハラールフードを通して－」や「江戸
時代における神戸・明石地域の人々の日本人意識醸成過程－江戸時代の行列
や旅文化が日本人意識に果たした役割－」が、第５回生卒業研究優秀者発表会
において発表された。 

○ 特別支援学校において、「たんぽぽ親子教室」を継続して取り組む（参加者：
105 名）とともに、「明石市特別支援学級新担任者研修会」を担当し、また、
明石市立小学校・中学校の特別支援学級担当者会に参加し共同研究を行うな
ど明石市教育委員会との連携を引き続き進めた。 

 
■ 役割・機能の見直し 
○ 国立大学附属学校が果たすべき機能を強化するため、平成 21年度から附属
学校を有する全ての国立大学に先駆けて附属学校を再編（２校の小学校の統
合、２校の中学校を母体として中等教育学校を新たに設立）し、幼稚園・小学
校・中等教育学校・特別支援学校の４校園を設置しているが、平成 30 年度は、
附属学校の存在意義・役割分担・特色について課題を整理し、附属学校部と大
学の各学部・研究科等の連携・接続を推進し、従来個人ベースで実施されてき
た教育研究における連携を、大学の機能強化の観点から組織的に行う体制に
整備することとした。 

 
《教育関係共同利用拠点に関する取組の状況》 
「大学院農学研究科附属食資源教育研究センター（農場）」、「大学院海事科

学研究科附属練習船深江丸（練習船）」及び「内海域環境教育研究センターマリ
ンサイト（臨海・臨湖実験所）」の３施設について、共同利用を推進した実績が
認められ、平成 30 年９月付けで再認定（期間：平成 31 年４月１日～令和６年
３月 31 日）を受けた。 
 
■ 農場と食卓をつなぐフィールド教育拠点（大学院農学研究科附属食資源教

育研究センター） 
○ 本拠点では、高品質農作物（但馬牛、ナシ、コメ等）の生産や実習教育のス
キルを活かし、農作物が農場で作られ食卓に至るまでの過程と食の安全に関
する取組を体験するフィールド演習を他大学の学生に提供することを目的と
している。 

○ 平成 30 年度に実施したプログラムは以下のとおりである。 

プログラム名 概  要 参加者数 

「農場から食
卓まで」 

コアプログラムであり、食卓へ上る食物が作られる
過程を体験し、農作物の生産に付随するリスクと
食の安全に関する取組を学ぶ。 

10 大 学 延
べ 303 名 

「農場と食卓
をつなぐフィ
ールド演習」 

牛への給餌と鼻紋採取、ブドウの収穫と調製、イ
ネの管理作業、キャベツの定植、里山散策、ワー
クショップなど、農作業体験を通して、農薬、トレ
ーサビリティ、農畜産物の鮮度や糖度など、食の
安全や味覚について幅広く学ぶ。 

３大学延べ
38 名 

「食料生産実
習 」 （ 大 阪 府
立大学対象） 

農作物や畜産物の生産現場を見学・体験し、フー
ドシステムの出発点である動植物食料生産の基
本的かつ実践的事柄の概要を学ぶ。 

１大学延べ
42 名 

「実践食料生
産」 

植え付けから収穫、調整までといった一連の農作
業を農家レベルの規模、栽培技術にて経験し、農
業の仕組みや体系を学ぶ。 

１大学延べ
15 名 

 
○ 再認定において、安定した利用者が見込まれるとともに、新たな取組を計
画するなど、さらなる利用者数の増加が期待できる点で評価された。 

○ 平成 31 年度から本格的に取り組む「Agricultural Products in Japan」
（英語による新規の共同利用プログラム）の予行演習を兼ね、本学大学院在
学中の留学生４名を対象とした実習を行った。 

○ 利用者人数は前年度延べ 485 人に対し、今年度は延べ 599 人と大幅に増加
した。 

 
■ グローバル海上輸送に関わる海事技術・海洋環境とヒューマンファクタの

教育のための共同利用拠点（大学院海事科学研究科附属練習船深江丸） 
○ 本拠点では、グローバルな海上輸送のための技術、海洋を中心とした環境問
題とそれらに関わる人間活動の要素（ヒューマンファクタ）を総合的に研究・
教育することを目的とし、船舶運航に関わる当直実習、船舶性能試験と評価に
関わる実験実習、コンピュータ制御機能を用いたリアルタイム制御実験、海洋
環境に関する航海実習及び人間科学、心理学的アプローチによる実験実習等
をテーマとしたプログラムを船舶工学系、人間科学系、心理学系の学生を対象
に提供している。 

○ 平成 30 年度は、11 大学・大学院等が参加し、16 科目において利用があっ
た。航海日数は 23 日、準備等を含めた利用日数は 29 日であり、利用人数は
282 名（延べ 529 名）となった。 

○ 毎年度、夏季及び春季の２回（夏季：平成 30 年８月 24 日～８月 31 日、春
季：平成 31年３月 15 日～３月 22 日）研究航海を実施し、他大学及び企業等
からの研究利用があった。また、舶用工業の企業関係者を集めた船舶研修、小
型船安全協会による海事思想の普及、海上交通安全の啓蒙のための体験乗船
など、主目的以外の利用についても積極的に受け入れた。 

○ 再認定において、本施設の目的及び教育関係共同利用拠点としての実績、利
用計画から見て教育効果が期待でき、他大学の科目としてのプログラムと単
位互換の２形態で実施する内容となっており、多様な受け入れが可能な体制
となっているなど、大学教育の充実へ配慮が認められる点で評価された。 
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■ 都市域沿岸の海洋生物・生態系と環境管理に関わる教育共同利用拠点（内
海域環境教育研究センターマリンサイト） 

○ 本拠点では、活発な経済活動により生物多様性や生態系機能の低下が懸念
される内海域の海洋動植物を対象に、基礎生物学的観点から個体群・生物群
集、生態系動態等の生態学的観点までに至るスケール横断的な高等教育を国
内外の学部学生・大学院生に広く提供し、海洋に関する基礎生物学を習得した
上で、生態系保全、資源の持続的利用について高い問題意識と問題解決能力を
持つ人材の育成に貢献することを目的としている。

○ 平成 30 年度に実施したプログラムは以下のとおりである。

プログラム名 概  要 参加者数 

全国公開臨海
実習Ａコース
（沿岸域の生
物多様性） 

沿岸域生態系の主要な構成要素の１つである海
藻類を対象に、その生物多様性を、分類・生態・
形態・生理・進化・遺伝子などの多様な側面から
学ぶ。また、調査実習船「おのころ」に乗船し、海
洋観測の基礎や測定機器を用いた水質調査を
実施する。 

５大学７名 

全国公開臨海
実習Ｂコース
（ 淡 水 域 — 河
口域の生物群
集と生態） 

生物多様性の維持・創出機構やそれと生態系機
能の関係の理解において、質的に異なる複数の
生態系間の連環を理解することの重要性が認識
されてきている。本実習では、陸域－淡水域－
海域の連環のもとでみられる生物群集を実測し、
それに与える人的影響を評価する手法を身に付
ける。 

２大学２名 

全国公開臨海
実習Ｃコース
（内湾の海水
と海底環境） 

マリンサイトの調査実習船「おのころ」や海事科
学研究科の練習船「深江丸」を使った大阪湾海
上実習を行い、海水の水温・塩分・溶存酸素濃
度・光量・流速等を観測し、海水、プランクトン、
海底堆積物を採取する。また観測データの解
析、海水やプランクトン、堆積物の生化学的、物
理学的分析を行って、海水と海底環境の相関な
どから内湾環境の多様性とその原因を考察す
る。

３大学４名 

奈良女子大学
臨海実習 

藻類の多様性と進化・沿岸環境との関わりにつ
いての講義、船舶を用いた沿岸環境の観察、淡
路島の沿岸における海藻類・海産底生動物の生
態観察・採集、実験室における海藻類・海産底
生動物の同定、標本作製、組織観察などを行う。 

１大学 12 名 

藻場モニタリ
ングワークショ
ップ

環境省の生態系長期モニタリングプロジェクトの
一つである藻場モニタリング 1000 調査に参加し
て、海藻類の多様性、生態について学ぶととも
に、調査に同行し調査方法について実践的に学
ぶ。 

１大学２名 

大型藻類培養
技術ワークシ
ョップ 

ナショナルバイオリソースプロジェクト「藻類」と連
携し、研究材料としての大型藻類の系統保存株
の確立と保存、利用などの基礎について学ぶ。

３大学４名 

○ 再認定において、以下の点で評価された。
（１）主対象とする海藻類・海草類に沿岸生物を加えて、それらの生物学、生

態学、環境学関連の教育プログラムの実施が可能な施設となっていること。 
（２）公募型臨海実習制度を設け、他大学が単位認定を伴う教育課程上の実習

を実践することができること。 
（３）安全確保について、救急体制のための緊急連絡網、一キロメートルの距

離にある救急病院を活用できること。なお、淡路島にあるマリンサイトは交
通機関の利便性にも恵まれている。 

○ 平成 31 年度に開設する全国公開臨海実習Ｄコース（内海域の沿岸環境にお
ける生物多様性及び生態について学び、内海域とそれを取り巻く陸域とのつ
ながりと環境について考えるコース）の実施に向け、本学学生を対象に試行実
習を行った。

２．業務運営・財務内容等の状況  
（１）業務運営の改善及び効率化に関する取組の状況
特記事項（36 頁）を参照

（２）財務内容の改善に関する取組の状況
特記事項（42 頁）を参照

（３）自己点検・評価及び情報提供に関する取組の状況
特記事項（47 頁）を参照

（４）その他の業務運営に関する取組の状況
特記事項（52 頁）を参照
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  戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況                 

 

１．グローバル人材育成に向けた国際通用力の強化 

中期目標【１】 
 地球的諸課題を解決する先導的役割を担う人材を輩出するため、国際都市神戸に立地する大学の特色を活かしつつ、研究者や学
生が世界から集まり、世界へ飛翔する教育研究拠点としてふさわしい質の高い教育成果の達成を目指す。 

  中期計画 
【１－１】 

 グローバルな視点で諸課題の解決に向け主体的に行動する実践型グローバル人材を育成するため、学士課程及び大学院課程教育
におけるディプロマ・ポリシーを点検・見直し、学部・大学院一貫プログラムやダブル・ディグリー・プログラムを 30 コース以
上に増加させるなど、国際通用力を有する質の高い教育を展開する。 

 平成 30 年度計画
【1-1-1】 

 教養教育において、本学の学生が卒業時に身に付けるべき３つの能力を明示した「神戸スタンダード」における「協働して実
践する能力」の修得を目的とする高度教養科目を全学的に開講する。 

ダブル・ディグリー・プログラムではパジャジャラン大学医学部（インドネシア）とのプログラム（博士課程）を新たに開始
する。 

 実施状況 

・ 協働して実践する能力を修得することを目的とした高度教養科目を、平成 30 年度から全学部及び国際教養教育院で本格的に
開講（204 科目）し、延べ 7,277 名が履修し、うち 6,389 名が単位を修得した。本格実施に先立ち開講した平成 29 年度と比較し
て、科目数は 152 科目、履修者は 5,154 名、単位修得者は 4,520 名増加した。授業振り返りアンケートでは一定の達成度（到達
目標の達成度：５点満点換算で全学平均 3.6(注：概算値)）が得られ、「他学部生なので全く関わりのない分野で、専門知識を
必要とする講義の時は苦労したが、時に興味深いものも多く、学部内では触れることのない分野の話を聞けてよかった。」「幅
広い分野に興味がわいた、専門科目とは一味違う内容を扱うことができた」との感想が寄せられた。これらのアンケート結果や
学生との懇談会での意見を踏まえて、学生が神戸大学の教養教育の達成目標である「神戸スタンダード」の達成度を自ら評価し
記録していくための「神戸スタンダード」達成度チェックリストを平成 30 年度に新たに作成し、平成 31 年度から毎年度後期に
実施する「学修の記録」を通して達成度を測っていく。また、平成 31 年度新入生から、「神戸スタンダード」を周知するととも
に、同チェックリストの活用を図るよう、初年次セミナーの共通教材を改訂した。 

・ パジャジャラン大学医学部と平成 30 年 12 月に新規にダブル・ディグリー・プログラムを締結し、平成 30 年度で実施してい
るダブル・ディグリー・プログラムは合計 20 コースである。 
また、ダブル・ディグリー・プログラムとして以下のとおり平成 30 年度に学位が授与された。 

 大学院課程 
国際文化学研究科：ルーヴェン大学（ベルギー）  （１名、修士） 

：ナポリ東洋大学（イタリア）  （２名、修士） 
：パリ･ディドロ大学（フランス） （１名、修士） 

法学研究科   ：ヤゲウォ大学（ポーランド）  （３名、修士） 
：貿易大学（ベトナム）     （１名、修士） 

経済学研究科  ：ルーヴェン大学（ベルギー）  （１名、修士） 
：北京外国語大学（中国）    （３名、修士） 
：武漢大学（中国）       （２名、修士） 

国際協力研究科 ：インドネシア大学(インドネシア)（２名、修士） 
：ガジャマダ大学(インドネシア) （５名、修士） 
：高麗大学校（韓国）      （４名、修士） 
：復旦大学（中国）       （２名、修士） 

 学士課程 
経済学研究科  ：貿易大学（ベトナム）     （３名、学士） 

         ：武漢大学（中国）       （２名、学士） 
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中期目標【２】 
 ディプロマ・ポリシーの見直しを踏まえ、各学部・研究科において国際性及び実践性を更に強化する教育を展開する。 

  中期計画 
【２－１】 

 学士課程及び大学院課程において、カリキュラム・ポリシーに基づいて編成した教育課程にナンバリングを導入し、より体系的
な教育を展開するとともに、平成28年度からのクォーター制の導入及び英語コース・外国語による授業の充実（全授業科目の10％）
等により、国際通用力を強化した教育プログラムを展開する。 

 平成 30 年度計画
【2-1-1】 

（本計画は「学士課程及び大学院課程において、カリキュラム・ポリシーに基づいて編成した教育課程にナンバリングを導入」
する内容であり、平成30年度は平成28年度に導入したものを引き続き着実に実施する段階であるため、特に年度計画を設定しな
かったもの） 
 

 実施状況 

 
－（年度計画を設定しなかったため、実施状況の記載なし） 

 平成 30 年度計画 
【2-1-2】 

 学士課程において外国語による高度教養科目を25科目開講するとともに、大学院課程において新たに理学研究科で英語コース
を開講するなど、外国語による授業を充実させる。 
 

 実施状況 

・ 以下の取組により、全授業科目に占める外国語授業科目の割合は前年度の8.5％から9.3％となった。 
・ 学士課程において、外国語による高度教養科目を24科目（履修者503名、単位修得者383名）開講するとともに、外国語と日

本語による高度教養科目を47科目（履修者497名、単位修得者451名）開講した。（高度教養科目の詳細は［1-1-1］（18頁）を
参照） 

・ 英語コースは平成30年度に理学研究科博士課程前期課程で新たに１コース開講し、全体で８つの研究科で10コース（前年度
比２コース増）となった。また、平成30年度に新たに開講した理学研究科博士課程前期課程での英語授業・英語による研究指
導のみで修了できる「理学英語コース」に３名が合格した。 

  法学研究科  ：前期課程１コース[合格者計６名]  
  経済学研究科 ：前期課程２コース[合格者計５名] 
  経営学研究科 ：前期課程１コース[合格者計17名]、後期課程１コース[合格者計２名] 
  理学研究科  ：前期課程１コース[合格者計３名] 
  医学研究科  ：博士課程１コース[合格者計14名] 
  保健学研究科 ：前期課程、後期課程（共通）１コース ※大学院入学者からの履修申請制 
  農学研究科  ：前期課程１コース[合格者計４名] 
  国際協力研究科：前期課程・後期課程（共通）１コース[合格者計45名] 
・ 「クォーター制のギャップタームを利用した留学促進」については、「神戸グローバルチャレンジプログラム」[2-2-1]（20

頁）参照。 
 

  中期計画 
【２－２】 

 学士課程教育においては、幅広い教養と基本的な専門能力を修得させるため、４年間を通じて教養教育と専門教育が有機的に連
携したカリキュラムへの再編を平成 28 年度から進めるとともに、フィールドワークを重視する新学部の設置を推進力として、ア
クティブラーニングを活用した教育プログラムを全学的に実施する。また、「理工系人材育成戦略」を踏まえ、基礎科目の強化や
国際化を図ったプログラムを実施する。 

 平成 30 年度計画 
【2-2-1】 

 学士課程においては、平成 29 年度に一部先行的に開講した高度教養科目を全学的に展開する。また、平成 28 年度に再編した教
養教育カリキュラム（基礎教養科目・総合教養科目）を点検し、必要に応じて見直す。 
 全学的に学生の能動的・自主的な学修を促進するため、「神戸グローバルチャレンジプログラム」や「神戸大学 ESD コース」等
の実施、オープンイノベーションワークショップの開催など、アクティブラーニングをさらに推進する｡また、国際人間科学部で
は、海外研修とフィールド学修を組み合わせた「グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）」（必修）を本格的に実施する 。 

 実施状況 
・ 高度教養科目を、平成30年度から、全学部及び国際教養教育院で本格的に開講（204科目）し、延べ7,277名が履修し、うち
6,389名が単位を修得した。本格実施に先立ち開講した平成29年度と比較して、科目数は152科目、履修者は5,154名、単位修得
者は4,520名増加した。（［1-1-1］（18頁）を参照）。 
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・ クォーター制のギャップタームを活用して国際的なフィールドでの学修活動を行う「神戸グローバルチャレンジプログラム
（GCP）」について、平成30年度は15コースを実施し、前年度の96名から19名増加して115名の学生が参加した。参加後アンケ
ートにおいて、「自分からコミュニケーションを積極的にとり、異文化を受容できた」や「海外の方々から刺激をうけ、自分
のモチベーションとすることができた」など、約９割の学生が目標どおりの成果を達成した。また渡航前後のルーブリック指
標による自己評価を比較すると、「自分の役割を担う」「得意分野を伸ばし苦手分野を克服」の項目において学生の約20%が伸
びを示した。 
また、主として新入生など、これから海外で学修活動を行おうとする学生へのきっかけづくりの取組として、４月と10月に

GCP参加学生による報告会を神戸GCPフェアとして実施した。また、11月には「神戸グローバルチャレンジプログラムシンポジ
ウム」を開催した。教育関係者をはじめ企業関係者や学生など約100名が参加し、本プログラムの様々な取組や成果、具体的な
キャリア選択に活かされた事例などをもとに、本プログラムに参加した学生が何を学び、その学びをどのように発展させて、
国際的なフィールドでのさらなる挑戦に繋げているのかを社会へ発信した。 

・ 平成29年度に全学的に展開した「神戸大学ESDコース」において、ESD基礎科目８科目を開講し、585名が履修した。 アクシ
ョンリサーチ体験として「持続可能な社会づくりプロジェクト」「篠山農業体験プログラム」への参加を実施するなど、アク
ティブラーニングを推進した。 

・ オープンイノベーションワークショップにおけるアクティブラーニングの実施については、[2-2-2（20頁）]を参照。 
・ 国際人間科学部の「グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）」を本格的に実施し、海外派遣数は実践型GSコース152

名、研修型GSコース144名、留学型GSコース31名の計327名となり、前年度の51名から大幅に増加した。参加学生に対するアン
ケート調査によるとグローバル・イシューに係る知識修得度は、研修型GSコースでは30％から71％に、実践型GSコースでは
40％から88％に上昇しており、グローバル・イシューに係る知識が一般的なレベルから、体験から得られた知識へと深化して
いる。また、プログラム参加の満足度は、研修型GSコースでは92％、実践型GSコースでは99％であった。 

・ 平成 28 年度に再編した教養教育カリキュラム（基礎教養科目・総合教養科目）を点検し、数理・データサイエンス標準カリキ
ュラムコース科目である「数学Ｄ」を基礎教養科目として、「データサイエンス入門Ａ、Ｂ」「データサイエンス概論Ａ、Ｂ」を
総合教養科目として平成 30 年４月から開設した。（詳細は[2-2-2]（20 頁参照）） 

 

 平成 30 年度計画 
【2-2-2】 

 「理工系人材育成教育プログラム」では、企業で活躍した卒業生による「志」講義、企業や自治体と連携して構築する講義、PBL
によるオープンイノベーションワークショップなど、イノベーション教育を導入する。また、平成 29 年度に試行的に導入したデ
ータサイエンス科目を基礎として、平成 30 年度の入学生から、社会科学系を含む７学部で「数理・データサイエンス標準カリキ
ュラムコース」を学士課程教育に導入する。 
 

 実施状況 

・ 「神戸大学理工系人材育成教育プログラム」として以下の２つの取組を行った。 
 社会や研究の第一線で活躍する本学の卒業生を講師として「夢・ビジョン・志」について意見交換する「志」講義について、

平成 30 年度は工学部で開講（平成 29 年度は理学部）するとともに（履修者：90 名）、平成 31 年度から全学共通授業科目
の「総合科目Ⅱ（神戸大学「志」講義）」として開講することとした。 

 企業や自治体と連携して構築する PBL によるオープンイノベーションワークショップ科目を経済学部、理学部、工学部、農
学部で計８科目開講し、延べ 139 名が履修した。平成 30 年度に新たに開講した「日本総研×神戸大学 オープンイノベーシ
ョンワークショップ「金融ビジネスと情報システム工学」」においては、PBL を通しアルゴリズムを設計するグループワー
クや人工知能を活用した新しいサービスを考えるグループワークを行い、そこで生まれたアイデアの発表を行った。授業に
は、学部３年次生から博士課程３年次生まで、様々な学部・研究科に所属する 16 名の学生が参加し、８割以上の学生が「満
足している」と高い満足度が得られた。 

・ ７学部（国際人間科学部、経済学部、経営学部、理学部、工学部、農学部、海事科学部）において、数理・データサイエンス
の基礎を身につけることができる数理・データサイエンス標準カリキュラムコースを平成 30 年４月より開設した。平成 29 年度
に試行的に導入したデータサイエンス科目を基礎として、コースのコアとなるデータサイエンス科目「データサイエンス入門
Ａ」及び「データサイエンス入門Ｂ」を第３及び第４クォーターに開講し、それぞれ 193 名、195 名が履修した。「データサイ
エンス入門Ａ」の履修者からは、「人工知能の分野の最先端をゆく人々の最先端の目線でのトークに色々考えさせられることが
あった。」「様々な分野におけるデータの活用を知ることが出来て良かった。」との感想が寄せられた。また、平成 31 年度か
らの「データサイエンス概論Ａ、Ｂ」の導入に向け、第１及び第２クォーターに「総合科目Ⅱ（データサイエンス概論１、２）」
を試行的に開講し、延べ 22 名が単位を修得した。 
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・ 数理・データサイエンスセンターの一周年を記念して、12 月にシンポジウム「データサイエンスが創る未来」を開催し、企
業・研究所関係者、教育関係者、学生など、約 240 名が参加した。シンポジウムでは、ブルームバーグ・エル・ピー社、ヤフー
株式会社、統計数理研究所が AI やデータサイエンスについて講演するとともに、本センターの教員が研究紹介やデータサイエ
ンスとイノベーション、人材育成、産業・地域連携をテーマとしたパネルディスカッションを行い、データサイエンスの現状と
未来についての知見や情報を提供した。 

・ 文部科学省「大学における数理・データサイエンス教育の全国展開」の新たな協力校（20 校）に、「大学連携と産学地域連携
を活かした数理・データサイエンス標準カリキュラムの開発と地域への普及」の事業が選定された。本学は拠点校と近畿地区の
「数理・データサイエンス標準カリキュラムコース」の普及・開発を行うとともに、神戸市や兵庫県と共同でデータ解析を課題
解決につなげる学部レベルの演習講義などを開発し、eラーニングコンテンツを整備するとともに、神戸市、兵庫県内の国公私
立大学への普及に向け、兵庫県の他大学との連携について協議を行った。 

 

中期目標【１２】 
 海外の大学との教育連携を更に強化し、質保証を伴った国際通用力のある教育プログラムを展開するとともに、留学生の派遣・
受入を増加させ、「グローバル・ハブ・キャンパス」の機能を高めることにより、国際社会で活躍する実践型グローバル人材を育
成する。 

  中期計画 
【１２－１】 

 先駆的に取り組んできた EU エキスパート人材や東アジアにおけるリスクマネジメント専門家を養成するプログラムのノウハウ
を活用して、新たなダブル・ディグリー・プログラムを開発する。さらに、神戸オックスフォード日本学プログラムを発展させ、
海外大学の日本研究科等とのネットワークに基づく「現代日本プログラム」において、教員と学生が一体となった「ユニット交流
システム」を活用した教育を実施するなど、国際通用力を強化した教育プログラムを展開する。 

 平成 30 年度計画 
【12-1-1】 

 パジャジャラン大学等とのダブル・ディグリー・プログラムを開始するとともに、５大学程度と新たなダブル・ディグリー・プ
ログラムの協定締結や既存の協定大学との対象部局拡大の協議を行う。 

また、ユニット交流の拡大に向けて、学術交流協定校との調整を行うなど、新たなユニット派遣プログラムを立案する。 

 実施状況 

・ 新たなダブル・ディグリー・プログラム協定締結を次のとおり取り組んだ。 
 平成 30 年９月、保健学研究科とガジャマダ大学医・公衆衛生・看護学部（インドネシア）：締結 
 平成 30 年 12 月、医学研究科とパジャジャラン大学医学部（インドネシア）：締結 
 平成 31 年３月、工学研究科とシアクアラ大学大学院（インドネシア）：締結 
 平成 30 年７月、法学研究科とヤゲウォ大学ヨーロッパ研究センター（ポーランド）：更新締結 
 平成 30 年９月、国際協力研究科とイーストアングリア大学国際開発学部（英国）：更新締結 
 平成 31 年３月、経済学部と貿易大学日本語学部（ベトナム）：更新締結 

 
・ 「ユニット交流事業」について、以下の教育に重点を置いた交流を行った。（研究に重点を置いた交流については、［11-1-1］

（29 頁）を参照。） 
①ヤゲウォ大学（ポーランド） 

ヤゲウォ大学にて法学分野の Lecture Series(２Course)を実施し、本学から教員が参加した（８名）（派遣期間：平成 30
年４月 24 日～４月 27 日及び平成 30 年５月 21 日～５月 25 日）。また、現代日本にかかわる Lecture Series(１Course)を開
催し、教員５名と PhD 学生４名を派遣した（派遣期間：平成 30年 11 月６日～12 月 21 日）。 

②北京外国語大学（中国） 
本学から北京外国語大学へユニットを派遣し、シンポジウムを開催し、本学から発表者として教員と学生が参加した（教員

５名、学生３名）（派遣期間：平成 30 年７月６日～７月８日)。 
③高麗大学（韓国） 

キャンパスアジア・プログラム年次シンポジウムを高麗大学において開催し、国際協力研究科の教職員（教員５名、職員１
名）と学生（５名）のユニットを派遣した。教員による東アジアにおけるリスク・マネジメントに対する課題についてのディ
スカッションとともに、本学の学生３名とプログラム参加学生２名が研究成果を報告した。学生の研究報告では、３大学の教
員からコメント及びアドバイスを受けた（派遣期間：平成 30 年 11 月８日～11月 10 日）。 

④オックスフォード大学（英国） 
「神戸オックスフォード日本学プログラム」については、６期生９名（オックスフォード大学東洋学部日本学科２年生）が

平成 30 年８月に修了した。修了式では、一年の学習の集大成として発表会を開催し、「集団主義と個人主義の違い：和の効
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果」、「『千と千尋の神隠し』に見られる現代日本における美意識」、「日本の銃規制についての西洋人の意見と理解」など
の日本の歴史、文化、社会、思想などの多岐にわたる研究テーマが発表された。また 10 月からは７期生 10 名を受け入れた。
なお、プログラム実施に際しては、受入側の本学がオックスフォード生のために JASSO 奨学金（海外留学支援制度（協定受
入）、月額８万円、計 720 万円）を獲得している。 
また、ユニット交流の拡大に向けて、上海交通大学と、平成 31 年度のユニット交流開始に向けて協議を行った。 

 
・ 現代日本プログラムについては平成 30 年度前期に 26 科目、後期に 41 科目を開講した。登録学生は前期９名（学部８名、大

学院１名）、後期 34 名（学部 23 名、大学院 11 名）で、修了証取得者は前期２名（学部２名）、後期２名（学部１名、大学院
１名）であった。平成 30 年度後期においては、人文学研究科と農学研究科による文理融合科目を開講したほか、招へい教員に
よる特別講義３科目を英語で開講した。また、招へい教員のうちの１名の講義はヤゲウォ大学との間で実施している教員のユニ
ット交流システムに基づく Lecuture Series として実施した。 

・ 複合的な地球的諸課題を解決する学際的な視野、新たな価値を生み出す創造力を併せ持ったグローバルリーダーを育成するこ
とを目的に、令和元年度から、本学の英知を結集させた学問領域横断型の博士課程プログラム「グローバル・インターディシプ
リナリー・プログラム（GIP）（仮称）」を実施することを決定し、初年度に開始する「グローバル・インターディシプリナリ
ー・プログラム（エコノリーガル大学院プログラム）（仮称）」の検討を行うとともに、運営組織である「グローバル・インタ
ーディシプリナリー・プログラムセンター（GIPC）（仮称）」の設置に向けての準備を行った。 

・ 平成 31 年度「大学の世界展開力強化事業（日-EU 戦略的高等教育連携支援）」への申請に向けて、EU 域内協定校との調整を
行った。 

 

  中期計画 
【１２－２】 

 「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援事業」や「神戸グローバルチャレンジプログラム」など、国際化を図った
プログラムを全学的に展開し、外国語による授業科目の増加（全授業科目の 10％）、海外フィールドワークやインターンシップの
実施、留学生支援の充実により、学生交流を促進し、留学生の受入を 2,000 人、派遣を 1,200 人に増加させる。 

 平成 30 年度計画 
【12-2-1】 

 新入生を対象にした「神戸グローバルチャレンジプログラム」参加学生による報告会を実施し、国際的なフィールドにおける学
修活動への参加を促進するとともに、平成 29 年度に策定した「神戸大学における海外インターンシップの単位認定に関する申合
せ」を踏まえ、新たな派遣先を開拓する。特に、平成 29 年度に新設された国際人間科学部の学生の海外派遣を本格的に実施する。 

協定校と本学における学修のスムーズな接続が可能となるよう、交換留学生のニーズに特化した日本語教育プログラムを開発
するとともに、受入留学生の増加に対応するため、既存学生寮の一部を留学生専用の学生寮に転用し、受入体制を充実させる。 
 

 実施状況 

・ ４月と 10 月に「神戸グローバルチャレンジプログラム（GCP）」参加学生による報告会を神戸 GCP フェアとして実施した。神
戸 GCP での海外渡航者は前年度の 96 名から 19 名増加して 115 名となった（GCP の詳細は[2-2-1]（20 頁参照））。 

・ 海外留学を支援する「グローバル教育管理システム（GEMs）」（海外留学プログラム募集、学生からのオンライン申請、学内
選考、合否通知、留学準備・手続き進捗確認、海外渡航届提出等を行うシステム）を、平成 30 年４月に導入した。これにより、
全学の海外留学プログラム情報（450 件以上の登録）の共有と、学生の派遣先の一元的管理・把握が可能となった。 

・ 新たにアルメニアを海外インターンシップの派遣先として開拓(９月実施、参加者３名)するなど、３ヵ国計５名（西オースト
ラリア州・兵庫文化交流センター（オーストラリア）２名、国際交流基金ブダペスト日本文化センター（ハンガリー）２名、ニ
コラウス・コペルニクス大学言語学部日本学科（ポーランド）１名）の海外インターンシッププログラムを実施した。 

・ 国際人間科学部では「グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）」を本格的に実施し、海外派遣数は 327 名となり、前
年度の 51 名から大幅に増加した（GSP の詳細は[2-2-1]（20 頁参照））。 

・ 新たな「神戸日本語プログラム」の一部を構成する短期日本語研修プログラムの平成 31 年度実施に向けてオーストラリアの
一部協定校に限定した短期日本語研修のプログラムを開発した。また、交換留学生を対象とした日本語学習を中心とした受入プ
ログラムの開発を行った。 

・ ジョージア工科大学との連携プログラム（JSPSD）について、平成 30 年度に交流協定（MOU）を締結した。本プログラムは、
ジョージア工科大学が持続可能な発展と大都市や地方の直面する課題の探求を目的として開講する正規の夏季プログラムであ
り、ジョージア工科大学学生と本学学生とが同じジョージア工科大学教員の英語による講義を受講するとともに、キャンパスツ
アー等、学生交流も目的としている（12 頁参照）。 

・ 既存学生寮の一部を留学生専用の学生寮に転用するため、４月から９月にかけて居室の改修工事を行い、10 月から留学生専
用の学生寮としての運用を開始し、国費留学生 34 名を受け入れた。 
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・ 平成 30 年度における留学生の受入実績は 1,658 名（前年度比 115 名増）、派遣実績は 1,154 名（前年度比 194 名増）であっ
た。

中期目標【２０】 
社会変革をリードする新たな価値の創出に挑戦し続けるため、教育研究組織を不断に見直す。 

 中期計画 
【２０－２】 

 持続可能なグローバル共生社会の実現を目指し、グローバル・イシューを解決できる人材を養成するため、平成 29 年度に既存
の学部を再編統合した新たな学部を設置する。 

平成 30 年度計画 
【20-2-1】 

（本計画は「「国際人間学部」を設置」する内容であり、「協働型グローバル人材」養成を引き続き着実に実施する段階である
ため、特に年度計画を設定しなかったもの） 

実施状況 

・ 平成 29 年４月に設置した「国際人間科学部」において、平成 30 年度は入学定員 370 名に対して、1,598 名から出願があり、
うち 384 名が第２期生として入学した。

・ 海外研修とフィールド学修から成る「グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）」を本格的に実施し、海外派遣数は 327
名となり、前年度の 51 名から大幅に増加した（GSP の詳細は[2-2-1]（20 頁参照）。

２．イノベーション創出に向けた研究の拡充 

中期目標【２】 
ディプロマ・ポリシーの見直しを踏まえ、各学部・研究科において国際性及び実践性を更に強化する教育を展開する。 

 中期計画 
【２－３】 

 大学院課程教育においては、各専門分野に関する深い知識と柔軟な思考力を持ち、創造的に問題を解決し、社会をリードできる
高度な人材を養成するための先端的カリキュラム・分野融合カリキュラムを編成するなど、教育内容を充実する。特に、平成 28 年
度に新設する「科学技術イノベーション研究科」については、自然科学分野と社会科学分野の学問領域の枠を越えた新たな教育プ
ログラムを産学協同により実施するとともに、平成 30 年度の同研究科博士課程の設置を目指して教育プログラムを開発する。

平成 30 年度計画
【2-3-1】 

 法学研究科では、理論法学専攻と政治学専攻を統合して新たに設置する法学政治学専攻において、法政策融合型の高度社会人
を養成する教育を行い、保健学研究科では、総合保健医療が実践できる人材を養成するパブリックヘルス領域への再編を行うな
ど、先端的カリキュラム、分野融合カリキュラムを実施する。 
 科学技術イノベーション研究科博士課程を設置し、学際領域における先端科学技術の研究開発能力に加えて、知財化、生産技
術開発、市場開拓までの学術的研究成果の事業化プロセスをデザインできるアントレプレナーシップを兼ね備えた理系人材を養
成する教育を行う。 

実施状況 

・ 大学院課程における先端的カリキュラム・分野融合カリキュラムとして、法学研究科では、伝統的な研究者養成に加えて、「社
会人としての高度な専門的知識を身につけたい」、「学部卒業後、より高いレベルの教育課程を経て社会で活躍したい」などの
多様な社会的ニーズに対応すべく、平成 30 年度から「理論法学専攻」と「政治学専攻」を一本化して「法学政治学専攻」を設
置し、博士課程前期課程、博士課程後期課程それぞれで複数のプログラムを実施した（平成 30 年度入学者：前期課程 31 名、後
期課程 20 名）。博士課程前期課程においては、平成 29 年度までの５コースを整理し、研究者養成プログラム、高度社会人養成
プログラム、グローバルマスタープログラム(GMAP)、法曹リカレントプログラムを実施するとともに、 博士課程後期課程にお
いては、平成 29 年度までの３コースを整理し、研究者養成プログラム、高度社会人養成プログラムを実施した。

・ 保健学研究科では、地域保健学領域と国際保健学領域を統合してパブリックヘルス領域を平成 30 年度に新設した。この領域
は、地球規模で活躍できる高度な保健学専門職とグローバルリーダーの育成を目指すものであり、既存の３領域を合わせた４領
域での平成 30 年度入学定員 89 名に対して、パブリックへルス領域に 61 名が志願し、42 名が入学した（４領域での志願者数は
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139 名、入学者は 100 名）。特に、同領域内の保健師コースの志願者も多く、定員若干名に対して 12 名が志願し、５名が入学し
た。さらに、研究科全体としては海外からの入学生３名や研究生５名及び特別聴講学生１名等も受け入れ、国内外のさまざまな
人材の交流による次世代の保健学専門職とグローバルリーダー育成の強化を行い、保健師コースでは国際協力機構(JICA)へ就職
した修了生も出た。 

・ 科学技術イノベーション研究科では、平成 30 年４月に博士課程後期課程を設置し、入学定員 10 名に対して 14 名が志願し、
14 名が入学した。（教育の成果の詳細については[20-3-1]（27 頁）参照）

中期目標【７】 
 新たな価値の創造に挑戦し続ける世界的教育研究拠点として、国際水準の学術研究成果、社会の評価を得るイノベーション及び
諸課題の解決につながる先端研究・文理融合研究の成果を、他大学・機関とも連携しつつ、持続的に創出する。 

 中期計画 
【７－１】 

 新たな価値の創造や将来的な社会実装までを見据えて、新領域・分野横断研究の萌芽や独創性のある研究を育成する仕組みを構
築し実践する。また、イノベーション創出に向けて科学技術のみならず社会システムも対象とし、神戸大学独自の先端融合研究組
織を基盤としたプロジェクト等を重点的に支援することにより、先端研究・文理融合研究を充実・発展させ、イノベーションの創
出に資する成果や新しい文理融合型プロジェクトの成果を累計 20 件創出する。 

平成 30 年度計画
【7-1-1】 

 若手研究者がより高い目標に挑戦する動機付けの一助とするために、顕著な業績を上げた優れた若手研究者を「優秀若手研究
賞」として表彰するとともに、受賞者の研究動向を調査・分析し、有効性を検証する。 

次世代のフラッグシップ国際研究拠点を育成するシステムの強化を目的に、先端融合研究環「極み研究ユニット」に２拠点程
度を選び、重点的に研究を進める。また、将来の先端研究の萌芽となる研究プロジェクト育成のため、「開拓研究ユニット」の
プロジェクトを選定する。 

実施状況 

・ 引き続き、顕著な業績をあげた若手研究者に対する表彰制度「優秀若手研究者賞」を公募・選考し、５名の受賞者を選出し、
執行部等に対して研究内容の発表を行う機会を設けた。受賞者の一部は、文部科学大臣表彰科学技術賞の受賞や科研費若手研究
（Ｂ）の採択などのさらなる成果を挙げた。また、本学赴任後の業績を重視する等内容の一部を改善した。

・ 世界を牽引する国際研究拠点群の形成に向けて、先端融合研究環「極みプロジェクト」について、学内公募を開始し、７件の
応募に対して、工学・情報科学・医学・理学の異分野融合研究を推し進めている極みプロジェクト「ホログラフィック技術によ
る生命現象の４次元計測・操作の実現とその臨床利用」を決定した。本プロジェクトは、光学、神経生理学、情報学をベースと
した本学の研究者が一体となって生命科学に革新をもたらす光学顕微鏡として“ホログラフィック顕微鏡”を研究開発するとと
もに、関連する国内外の研究者及び技術者が融合する国際拠点の形成を目指すものである。また、キックオフシンポジウムを開
催し、研究に対する期待や異分野融合研究に期待することへの意見が寄せられた（参加者数は約110人）。
また、「開拓プロジェクト」について、自然科学系を中心にプロジェクト候補の募集を開始し、14件の応募から、今後本学の

特色を生かした次世代先端研究・文理融合研究、産学連携のシーズとなることが期待できる９件のプロジェクトを採択した。 
・ X2プロジェクトは、自然科学系学術系列において学際的・国際的な大型プロジェクト研究及び大学院教育を推進するべく、自

然科学系先端融合研究環・重点研究部のプロジェクトとして平成26年度に開始された。平成26～30年度の５年の期間中に、プロ
ジェクト研究の発展を進め、大型科研費の獲得、大学院授業科目「先端融合研究科学特論」の実施（42科目、履修者1,611人）、
及び大学院生、若手研究者の育成に大きな成果をあげた（大型科研への申請数60件、採択件数は20件）。

・ 異なる分野の研究者等の連携を強化するため、先端融合研究環の各研究領域（自然科学・生命医学系融合研究領域（自生領
域）、人文・社会科学系融合研究領域（人社領域）、統合研究領域）ごとに決定した研究プロジェクトへワークショップ開
催経費を配分した（自生領域：７プロジェクト、人社領域：３プロジェクト、統合研究領域：２プロジェクト）。ワークシ
ョップの開催により、幅広い分野からの参加者（自生領域は計約350人、人社領域は計約60人、統合研究領域は計約110人）
による活発な意見交換・交流が行われ、国内外の新しいニーズと研究シーズを知る上で貴重な機会を得ることができた。

・ 以上の取り組みの結果、イノベーションの創出に資する成果や文理融合型プロジェクトの成果は累計18件となった。

中期目標【８】 
 研究戦略・計画の企画立案機能を強化するとともに、先端研究・文理融合研究の実施、育成及び支援の体制を充実させ、優秀な
研究人材が集積する教育研究拠点としての地位を確立する。 
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 中期計画 

【８－１】 

 戦略企画本部、リサーチ・アドミニストレーター組織及び連携創造本部の密な連携を図り、研究の分析・評価に基づく戦略・計
画の企画立案体制を強化する。また、平成 28 年度に設置する神戸大学独自の先端融合研究組織を中心に「社会システムイノベー
ション」、「未来都市」等のプロジェクトを立ち上げるとともに、機能強化のため設置した「海洋底探査センター」を拡充するな
ど、戦略を柔軟に実行できる研究実施体制の見直しを行う。 

 平成 30 年度計画 
【8-1-1】 

 世界を牽引する国際研究拠点群の形成に向けて、次世代のフラッグシップ国際研究拠点となるプロジェクトを育成する先端融
合研究環「極み研究ユニット」の要件と期待するアウトカムを明確にして選考を行い、研究実施のための予算を支援するなど体
制を強化する。 
 

 実施状況 

・ 先端融合研究環の重要なプロジェクトに対して以下のような重点的な支援や取組を行った。 
 先端融合研究環「極みプロジェクト」について、平成 30 年度から新たに学内公募を行い、１件の極みプロジェクト「ホロ

グラフィック技術による生命現象の４次元計測・操作の実現とその臨床利用」を決定した。（［7-1-1］（24 頁）参照）。 
 先端融合研究環の研究プロジェクトへのワークショップ開催経費の配分による継続的な支援を行った（［7-1-1］（24 頁）参

照）。 
・ 文理医融合の未来世紀都市学の構築を目指し、地域の行政、研究機関及び企業やマスコミとの連携を推進し、成果の還元と社
会実装を推進する「未来世紀都市学研究ユニット」において、以下のとおり分野横断的取組を実施し、未来世紀都市学の基盤研
究と社会実装を推進した。 
 数理データサイエンスセンター、計算社会科学研究センター、海洋底探査センターなどの学内センターへの教員・研究者の

配置などにより連携を強化するとともに、米国・カリフォルニア大学バークレイの PEER（Pacific Earthquake Research 
Center）との連携協議を行い、神戸大学「未来世紀都市学」の海外拠点の設置を行い、都市レジリエンスの向上に関する国
際共同研究体制を整え、外生的リスクに対処できる未来世紀都市学の基盤研究と社会実装を推進した。 

 阪神高速道路会社、理化学研究所計算科学研究センター（以下、R-CCS）と「大規模計算機による道路高架橋の地震時応答
解析の高度化に関する共同研究」契約を締結し、特命准教授を雇用し、阪神高速道路ネットワークのレジリエンス向上に向
けた研究を推進するとともに、 R-CCS、海洋研究開発機構、東京大学と連携・協力し、国土交通大臣認定の法人「都市丸ご
とシミュレーション」技術研究組合の設立を進め、平成 31 年４月に設立申請を行った。これにより、 R-CCS、海洋研究開
発機構、東京大学と共同で進めている IES（Integrated Engineering Systsem）技術開発を加速させ、同時に民間セクター
への社会実装を進めようとしている。社会実装により、防災・減災への施策を公による受身ではなく、民間による投資によ
って実現できるパラダイムシフト（市場創生）を目指している。 

 
・ 先端的な実証研究によって問題を分析し、社会問題の解決を目指す「社会システムイノベーションセンター」において、 51

のプロジェクトに学内 143 名の研究者及び学外 114 の研究機関等（国内 70、海外 44）の研究者が参加して研究を行い、リスク
マネジメント・イノベーションやエネルギーと水素社会に関する研究プロジェクトなど、新たな研究テーマを拡充した。平成 30
年度は、38 件の WoS 収録論文、32 件の国際共著論文･著書を刊行するとともに、Springer 社より６冊のブリーフ･シリーズに加
え、新たにより大部な専門書となるモノグラフ･シリーズを２冊刊行した（うち、７冊が国際共著）。 

  また、産学連携・地域連携の実現に向けて、防災科学技術研究所との共同研究契約を締結した。本研究は、防災科学技術研究
所が全国に地震計を配置して計測する震度情報と経済被害額推定モデルを結合して、地震発生直後に被害額をリアルタイム推計
する手法を確立するものであり、1980 年～2016 年（熊本地震以前）のデータによる被害額推定モデルの暫定的な結果を関連学
会等で報告した。センターのこれらの活動により、社会実装数が前年度の３件から５件へ増加するとともに、37 件の成果報告の
シンポジウム等を開催し、34 件の政策提言を行った。 

 

中期目標【９】 
 世界や地域に位置する研究機関や企業と連携し、大学と社会の知の循環を生み出す「イノベーション・ハブ・キャンパス」を実
現する。 

  中期計画 
【９－１】 

 「合成バイオ」技術の開拓・社会実装や「シグナル伝達」研究の診断・治療応用における神戸医療産業都市の企業等との連携、
環境・エネルギーに関わる機能性「膜」技術の統合的研究における 50 社以上の企業との連携をはじめとして、イノベーションの
芽を創出する研究段階から科学技術を実用化・社会実装する段階までを見通した共同研究や技術指導、連携教育の取組を実施す
る。 
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 平成 30 年度計画 
【9-1-1】 

 次世代バイオ医薬品製造研究組合の取組や「健康“生き活き”リサーチコンプレックス」プロジェクトを発展・深化させるこ
とに加え、革新的医療機器・材料の統合型研究開発・創出拠点を稼働させ、オールジャパンの手術用ロボットの開発を行うとと
もに、医工連携による医療器具の開発を進める。 

フラッグシップ研究の更なる産学連携拡大に加えて、自動車等をキーワードとした学内研究のグループ化とそれらの特許出
願、学術論文ランキング情報をまとめ、展示会等を通じて関連企業にアピールするなど、新たな大型産学連携研究を推進する。
また、製薬企業３社と包括連携協定を締結し、共同研究・人材育成について検討を開始する。 
 

 実施状況 

・ 次世代バイオ医薬品製造技術研究組合（MAB）では、平成 30 年度から事業が始まった「バイオ医薬品の高度製造技術の開発」
と「遺伝子・細胞治療用ベクターのプラットフォーム製造技術開発」に参画して、「ウイルス非感受性細胞構築技術の開発」、
「次世代ワクチンの開発・製造に向けた技術基盤の確立」、「連続ウイルス不活性化技術の開発」などについて AMED から資金
提供を受けて研究を進めた。 

・ 組織対組織の共同研究を推進するため、平成 30 年４月に「組織的産学連携取扱規程」を新規制定し、「戦略的共同研究」と
「連携共同研究」の制度を整備した。大型のプロジェクトを対象とする「戦略的共同研究」については、国際がん医療・研究セ
ンターとシスメックス株式会社との共同研究（４件）をモデルケースとして、ステアリング会議による進捗管理などを行う組織
的な共同研究を開始した。また、企業との連携協定に基づく「連携共同研究」については、株式会社カネカ、バンドー化学株式
会社との包括連携協定に基づき、平成 30 年度は７部局 19 件のテーマを対象として連携協議会による進捗管理を行う組織的な共
同研究を実施した。 

・ AMED と本学が支援して設立したバイオ医薬品の開発・製造にかかわる人材育成を行う一般社団法人バイオロジクス研究・ト
レーニングセンター（BCRET）が、主に製薬企業、部材メーカーや分析機器会社の社員を対象に座学及び実習教育プログラムを
開始し（受講者：延べ 200 名）、実際のバイオ医薬品の開発製造の現場で役立つ知識・経験を提供した。 

・ 世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラムでは、理化学研究所、本学、兵庫県立大学
が一体となり行っている人材育成事業において、本学はアントレプレナー人材育成を担当し、平成 30 年度の評価で優れている
と評価された。 

・ 内閣府の競争的資金である戦略的イノベーション創造プログラム（SIP プロジェクト）では、兵庫県立工業技術センター内に
価値共創プラットフォームを設け、見学会を開催するとともに、開発技術に関し 10 数社と個別打合せを実施し、６社に試作対
応を実施した。 

・ 先端膜工学研究センターにおいて、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の研究開発委託事業、平
成 30 年度「エネルギー・環境新技術先導プログラム」（テーマ：有機溶剤の超ろ過膜法開発による化学品製造プロセス革新、
申請金額：１億円／年）に採択されたことが、企業等との共同研究協議の増加、 NEDO 事業を共同で実施する丸善石油化学株式
会社と共同研究契約の締結、ユニチカ株式会社・株式会社 J-オイルミルズとの協議につながった。また、丸善石油化学株式会社
との共同研究成果である水処理フィルターの改良に関する技術について、平成 30 年 12 月に特許出願を行った。 

・ 認知症予防プロジェクトを推進するため、平成 30 年４月から外資系製薬企業で認知症関連の研究実績を有する特命政策研究
職員を雇用し、研究成果の実証フィールドである「認知症予防プログラム」の計画立案を行い、本学 OB を対象にした学内での
「キャンパスシニアジム」と神戸新聞社と連携した「コグニケアプログラム」を開始した（コグニケアプログラムの詳細は、９
頁）。また、精密機械メーカーとの定例協議会を開催するとともに、同社と家庭用装置を使った認知機能の早期検出に係る指標
開発について共同研究契約を締結した。 

・ 自動車関連技術をキーワードとした学内研究をグループ化した技術マップをウェブサイトで公開するとともに、展示会等を通
じてアピールした結果、関連企業から十数件の問い合わせがあった。また、エネルギー関連技術マップについても、平成 31 年
度公開・活用に向け作成した。 

・ 平成 29 年度に製薬企業３社と締結した包括連携協定に基づき、それぞれの企業と個別に共同研究に向けた協議を行った。企
業側から希望する研究テーマの提示を受け、学術・産業イノベーション創造本部のコーディネーターが、企業の希望に適合する
学内教員をピックアップして、企業と教員が面談のうえ、企業ニーズと教員の研究内容紹介を行い、共同研究の実施に向けた議
論を重ねている。 

 

中期目標【２０】 
 社会変革をリードする新たな価値の創出に挑戦し続けるため、教育研究組織を不断に見直す。 
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  中期計画 
【２０－３】 

 平成 28 年度に新設する大学院「科学技術イノベーション研究科」において行う先端科学技術研究（バイオプロダクション、先
端膜、先端 IT、先端医療）とアントレプレナーシップ研究を深化・発展させ、科学技術イノベーションにつながる質の高い研究シ
ーズを作り上げるとともに、優れたビジネスモデルを構築することで、ベンチャー企業の起業等につなげるため、平成 30 年度に
同研究科博士課程を設置する。 
 

 平成 30 年度計画 
【20-3-1】 

 大型研究プロジェクトや企業等の共同研究により先端科学技術研究を進展させ、文理融合により「ゲノム編集技術」などの質の
高い研究シーズを創出するとともに、科学技術アントレプレナーを輩出するため、科学技術イノベーション研究科博士課程を設置
し、学生個々人の希望（研究シーズ）に沿った特色あるカリキュラムを開始する。 
 

 実施状況 

・ 科学技術イノベーション研究科では、平成 30 年４月に博士課程後期課程を設置し、入学定員 10 名に対して 14 名が志願し、
14 名が入学した。学生個々人のニーズにあわせて科学技術上のブレークスルーを達成しイノベーションに結び付けるために、
以下のような特色あるカリキュラムを開始した。 
 先端科学技術特定研究：ブレークスルーを実現するための研究開発を行う。 
 科学技術イノベーション研究１：科学技術ブレークスルーを活かすことができ、かつ、経済的・社会的価値を生む製品やサ

ービスにつながるイノベーション・アイデアをまとめる能力を養成する。 
 科学技術アントレプレナーシップ演習：イノベーション・アイデアを具体的なイノベーションとして実現するために必要と

される知財戦略、事業戦略、財務戦略の上位レベルの教育を行う。 
 科学技術イノベーション戦略プロジェクト研究：イノベーション・アイデアを実現する技術を確立するための研究開発を推

進しつつ、さらに具体化に不可欠な各種戦略（イノベーション・ストラテジー）の構築に関して、高度な知識を修得し、最
終的には包括的なイノベーション・ストラテジー研究成果書（イノベーションの実現に向けた研究成果と戦略を包括的に取
りまとめたもの）を作成する。 

  同研究科と産業界等の橋渡しによる具体的な事業化のプロデュースや学生の就職支援及び実務家の観点から事業化支援等を
行うことを目的として、部局内センターとして、平成 30 年６月に科学技術イノベーション推進室を設置した。また、同推進室
内にベンチャー企業の代表や弁理士、弁護士、公認会計士等により構成されるアドバイザリーボードを設置し、当該各分野の専
門知識及び実務経験を教育に活用できる体制を整備した。定期的に学生個々人のニーズにあわせて、アドバイザリーボードメン
バー各人が持つ専門分野における個別アドバイスを行うとともに、平成 31 年１月にアドバイザリーボードに学生各人が研究テ
ーマを発表し、質疑等の時間を設けたりするなどきめ細かい指導を行い、学生からは「重要な意見や新しいアイデアが得られ、
役に立った」といった意見が寄せられた。 

  また、博士課程後期課程の学生の研究テーマの事業化支援についても、同推進室が、アドバイザリーボードメンバーや教員、
神戸大学発ベンチャーを支援する株式会社科学技術アントレプレナーシップ（以下、STE 社）と連携し、STE 社が創業支援と投
資育成を行うことで平成 31 年３月には博士課程後期課程の学生が合成バイオ・合成化学関連ベンチャー（株式会社シンアート）
を起業し、平成 31 年４月には、本学との間で共同研究契約を締結するとともに、帝人株式会社とも共同研究契約を締結し、そ
れぞれ共同研究を開始した。さらに令和元年５月には、本学から「発明の名称：ニコチンアミド誘導体を製造するための組換え
微生物及び方法、並びにそれに用いられるベクター」に関する特許を受ける権利の一部を譲り受けるなど、本学で生まれた研究
成果の社会実装（本格的な事業展開）に向けた知財ポートフォリオの強化等を進めるなど、具体的成果につなげた。 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、株式会社島津製作所と共同で「高精度メタボローム解析シ

ステム」の開発によるハイスループット化の達成、JST 戦略的創造研究推進事業において世界最高値でのバイオコハク酸生産に
成功する等、質の高い研究シーズを創出している。 

   

３．国際的水準の研究の促進 

中期目標【７】 
新たな価値の創造に挑戦し続ける世界的教育研究拠点として、国際水準の学術研究成果、社会の評価を得るイノベーション及び

諸課題の解決につながる先端研究・文理融合研究の成果を、他大学・機関とも連携しつつ、持続的に創出する。 
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  中期計画 
【７－２】 

 神戸大学が強みを有する EU 域内の大学等との連携をはじめとしたネットワークの活用による交流の促進、「神戸大学若手教員
長期海外派遣制度」の継続・フォローアップにより、国際共同研究を推進するとともに、地域に位置するスーパーコンピュータ
「京」、大型放射光施設「SPring-8」等の世界有数の科学技術インフラを活用した研究を強化し、影響力のある学術研究成果（引
用度トップ１％論文）を 150 報創出する。 

 平成 30 年度計画
【7-2-1】 

 リエージュ大学（ベルギー）との遺伝子技術関連研究、ハンガリー科学技術アカデミーやヤゲウォ大学（ポーランド）との
「超スマートコミュニティ」の実践研究など、国際共同研究を強化する。また、欧州URA会議でアムステルダム大学等と合同セ
ッションを行うなど、日欧大学の学術交流強化に向けた研究マネジメントに取り組む。 

理化学研究所計算科学研究機構との乱流の大規模直接数値シミュレーション研究など、スーパーコンピュータ「京」を活用し
た研究を引き続き強化する。 
 

 実施状況 

・EU 域内の大学等との国際共同研究の強化のため、以下の取組を行った。 
  リエージュ大学との乳癌幹細胞に関する共同研究は、日本学術振興会の二国間交流事業の継続研究として実施していたが、
新たに、在日フランス大使館「エクスプロラシオン・フランス 2018」プログラムに採択された。また、前年度米国がん学会で
発表した内容（ヒト乳癌幹細胞を活性化させる mRNA 因子）の追加実験の状況を継続フォローした。 

  EARMA2018（欧州 URA 会議）（平成 30 年４月開催）において、欧州研究機関と超スマートコミュニティのテーマで情報交換
し、工学研究科とハンガリー科学技術アカデミーとの間で共同研究プロジェクトを立ち上げた。テーマを「災害時初期対応技
術」に設定するとともに、Horizon2020 の日欧マッチングファンドをターゲットに検討した。また、10 月には本学ブリュッセ
ルオフィスで第９回シンポジウムを開催し、スマートシティ等に関するセッションやワークショップを行った。本シンポジウ
ムを契機として欧州委員会研究イノベーション総局副局長一行が、神戸市地下街を対象に行っている「人流・気流センサを用
いた屋外への開放部を持つ空間の空調制御手法の開発・実証」に関するプロジェクト（詳細 10 頁参照）の研究施設を訪問し、
国際共同研究強化に向け交流を行った。さらに、これまでスペイン・バルセロナとの間でのスマートシティに関する継続的な
交流において、平成 30 年度はバルセロナ・神戸市姉妹都市提携 25 周年にあたり、その記念事業としてバルセロナ(11 月)と
神戸市(２月)で相互に行政オープンデータの利活用を目的にしたピッチコンテスト形式のプレゼンテーションを行うワーク
ショップの実施を支援した。 

・ 理化学研究所計算科学研究センター(旧計算科学研究機構)と岡山大学、愛知工業大学と大規模乱流直接シミュレーションコー
ドの高性能化及びその評価についてスーパーコンピュータ「京」を活用した共同研究契約を締結し、計算格子数 40963、81923、
122883の乱流基礎データの拡充を図るとともに、新しい並列化手法を実装し、その有効性を示した。また、スーパーコンピュー
タ「京」を用いて、FLAGSHIP2020 ポスト「京」重点課題⑤の高効率光エネルギー変換に関するサブ課題研究を実施し、ポスト PHF
法において律速段階となる二電子積分の縮約を、高いロードバランスで分散並列させた。同手法の大規模非線形方程式に現れる
零空間を反復的に取り除く新規手法を開発した。また、モデル空間量子モンテカルロ法を省メモリで高速に実行できるように高
度化並列実装し、さらに、新規の強相関ソルバーとして、完全結合クラスター還元法(FCCR)を開発した。 
また、大型放射光施設「SPring-8」及び国家基幹技術 X 線自由電子レーザーXFEL「SACLA」を用いた、発がん関連タンパク質

ならびに抗がん剤開発候補物質との複合体の立体構造解析を JASRI 及び理化学研究所との共同研究下で実施する等、科学技術イ
ンフラを活用した研究を強化した。 

・ 影響力のある学術研究成果として、Web of Science に収録されている論文における被引用トップ１％論文は、2013～2018 年
出版分で 147 報に上った。 

 

中期目標【８】 
 研究戦略・計画の企画立案機能を強化するとともに、先端研究・文理融合研究の実施、育成及び支援の体制を充実させ、優秀な
研究人材が集積する教育研究拠点としての地位を確立する。 

  中期計画 
【８－２】 

 研究人材の多様性を確保するため、優れた若手研究者、外国人研究者及び女性研究者の採用を促進する支援プログラムを実施す
るとともに、独立研究スペースの確保、支援人材の配置、外国人用の住環境整備、子育て両立支援制度等により研究環境を整備す
る。あわせて、能力向上の研修会等の育成手段を整備し、国内外大学等との人材交流の活性化・国際ネットワーク形成に資する人
事制度の拡充を行う。 

 平成 30 年度計画
【8-2-1】 

 テニュアトラック制度を引き続き実施し、該当教員の中間評価の結果等を踏まえて、研究環境と若手育成手段の整備状況につい
て点検評価し、必要に応じて改善を行う。また、優秀な成果を上げた若手研究者等の表彰･顕彰制度や学長プレゼンなどを継続し
て企画･実施する｡ 
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女性研究者による優れた研究成果を継続的に生み出すために、競争的資金獲得や表彰制度への推薦など必要な支援を行うととも
に、更に研究力を強化するために必要な支援の在り方について調査を行う。 

クロスアポイントメント制度の活用等により、国内外の大学･研究機関との人材交流･相互派遣を進める。

実施状況 

・ テニュアトラック制度について、以下の取組を実施した。
 神戸大学テニュアトラック制度について、制度の運用状況を調査し、更なる制度の活用を促進するため整備を進めるととも

に、平成30年度は若手教員を３名採用し、平成30年末時点で総勢25名となった（前年度末時点比３名増）。
 テニュアトラック教員１名に対して、科研費「研究活動スタート支援」の研究計画調書作成の支援を行い、当該教員が科研
費採択に至った。

・ 優秀な成果を上げた若手研究者等の表彰・顕彰制度については[7-1-1]（24頁）、優秀な若手教員の雇用拡大に係る制度につ
いては［19-4-1］（31頁）を参照。

・ 女性研究者への支援として、平成30年度にコメント等の支援を行い、３件の科研費（基盤研究（Ｂ）：１件、若手研究：２件）
の採択につながった。また、女性研究者の平成31年度科研費獲得の支援計画を検討するために、平成30年度の科研費採択状況（採
択数、種目等）の分析を行い、対象者に科研費の審査項目についての留意点等これまで以上にきめ細やかに必要な情報を提供す
るとともに、研究計画調書へコメントを付すなどの支援を実施することとした。

・ クロスアポイントメント制度の適用によって国内外の大学･研究機関との人材交流･相互派遣等を推進しており、平成30年度の
クロスアポイント適用数は、受入19名、派遣４名となった（平成29年度：受入16名、派遣６名、平成28年度：受入13名、派遣４
名）。

中期目標【１１】 
 神戸大学が重点的に取り組んできた EU、東・東南アジアとのネットワークをより強固にするとともに、北米の大学との組織的な
連携を増加させ、世界トップレベルの研究機関との戦略的な国際共同研究を促進する。 

 中期計画 
【１１－１】 

 教員と学生が一体となった「ユニット交流システム」を活用して世界トップレベルの研究チームを誘致するとともに、外国人研
究者の増加に対応するようにワンストップ・サービス化など研究環境を整備する。また、これまで評価を得てきた「神戸大学若手
教員長期海外派遣制度」を更に充実させ、これらの施策により、国際共同研究を促進し、国際共著論文を倍増させる。 

平成 30 年度計画 
【11-1-1】 

 世界トップレベルの研究チームとのユニット単位での継続的交流を促進するため、EU 域及びアジアの大学へ研究ユニットを派
遣する。 
 「神戸大学若手教員長期海外派遣制度」により、国際共同研究成果の創出に向けて、10 人程度の派遣を継続的に実施するととも
に、帰国した教員による成果報告会を行う。 

受入外国人研究者の増加に対応するため、受入環境の拡充（宿舎の増築等）に向けて検討を進める。 

実施状況 

・ 「ユニット交流事業」について、以下の研究に重点を置いた交流を行った。（教育に重点を置いた交流については、［12-1-
1］（21 頁）を参照。）
①ヤゲウォ大学（ポーランド）

ヤゲウォ大学にて法学分野の Lecture Series(２Course)を実施し、本学から８名の教員が参加した（派遣期間：平成 30 年
４月 24 日～４月 27 日及び平成 30 年５月 21 日～５月 25 日）。また、現代日本にかかわる Lecture Series(１Course)を開催
し、教員５名、PhD 学生４名を派遣し（派遣期間：平成 30 年 11 月６日～12 月 21 日）、教員１名は Erasmus+の奨学金を獲得
した。また、共同研究開始可能性について協議を行った。 

②キール大学（ドイツ）
本学において、キール大学と共同ワークショップを開催した。キール大学からは、工学(Nano Matetirals)・経営学・国際/

法学分野の研究者 11 名(内ポスドク研究者２名)、本学からは、工学・経営学・国際/法学分野の研究者 11 名と学生 14 名が参
加した（招へい期間：平成 30 年９月 24 日～９月 28 日）。今後それぞれの分野における共同研究を進めることを合意し、平
成 30 年 12 月には、国際文化学研究科准教授をキール大学に派遣し、戦後日独の安全保障政策の比較についての共同研究を進
めていくこととした（派遣期間：平成 30 年 12 月３日～12 月５日）。

③北京外国語大学（中国）
本学から北京外国語大学へユニットを派遣し、シンポジウムを開催した（派遣期間：平成 30年７月６日～７月８日)。本学

から発表者として教員５名、学生３名が参加し、学生にとっては、海外での発表の実績となり、また研究者間で日本学をはじ
めとして幅広い分野の更なる研究の発展に向けて合意した。また、北京外国語大学から３名を招へいし、ワークショップ「日
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本文学と日本語・日本語教育」を実施した（招へい期間：平成 31 年３月 15 日～３月 18 日）。 
④高麗大学（韓国）

キャンパスアジア・プログラム年次シンポジウムを高麗大学において開催し、国際協力研究科の教職員（教員５名、職員１
名）と学生（５名）のユニットを派遣した。本シンポジウムにおいて、中国の復旦大学を含む３大学の教員、国際機関の専門
家及び研究者による東アジアにおけるリスク・マネジメントについての課題及び今後の展望を協議したことは、博士課程前期
及び後期課程の学生の参加も含めた貴重な研究交流を促進する機会となった（派遣期間：平成 30 年 11 月８日～11 月 10 日）。 

・ 国際文化学研究科、人文学研究科、人間発達環境学研究科、法学研究科、経済学研究科、国際連携推進機構が連携し、平成 30
年９月に研究拠点形成事業「日欧亜におけるコミュニティの再生を目指す移住・多文化・福祉政策の研究拠点形成」/フランス
教育学会共催シンポジウムを開催し、国際関係論、文化人類学、教育社会学の視点を交えた学際的な学術成果について様々なフ
ィールドの参加者による国際的な視点で発表・議論を行った。

・ 「神戸大学若手教員長期海外派遣制度」による若手研究者の派遣を引き続き実施し、平成 30 年度は 12 名を新規に派遣した。
また、本制度で派遣した若手教員による成果報告会を平成 31 年１月に開催した。

・ 国際共同研究や国際交流を目的とした助成事業「国際交流促進事業助成」を引き続き公募し、平成 30 年度は６件助成し、学
会発表や共同研究へ発展した。

・ 外国人研究員制度について、財源を有効に活用するため、全学を対象とする制度に改めた（平成 31 年４月１日施行）。また、
受入外国人研究者の増加に対応するため、受入環境の拡充（宿舎の新営等）に向けて WG 等で検討を進めた。

・ 以上の取り組みの結果、国際共著論文数については、Web of Science に収録されている論文のうち国際共著によるものが、
2013～2018 年出版分で 2,998 報に上った。

中期計画 
【１１－２】 

海外オフィス等の拡充や海外大学との連携強化により、国際シンポジウム・セミナーの開催、国際産学共同研究の実施を活発化
する。特に、EU 域では研究開発・イノベーション政策 Horizon2020 の日本プロモーション・プロジェクトの幹事大学として積極的
に共同プロジェクトを企画する。東・東南アジアでは 160 を超える学術交流協定大学のネットワークを活用し、北米では中核大学
と学術交流協定を締結することにより、新たなプロジェクトやシンポジウムを実施する。 

平成 30 年度計画 
【11-2-1】 

 EU 地域（中・東欧）においては、ヤゲウォ大学等との国際共同研究（プロジェクト）を促進する。特に、Horizon2020 におい
ては、日欧共同公募への参画を目指す。東・東南アジア地域においては、本学北京事務所を設置している北京外国語大学等との国
際共同研究（プロジェクト）を促進するとともに、国際共同研究拠点シンポジウムを開催する。米州地域においては、平成 29 年
度に採択されたカリフォルニア大学サンディエゴ校等との「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム事
業」やモントリオール大学等との「研究拠点形成事業」などの国際共同研究を開始する。また、ホノルル拠点において、The Third 
HOKU (Honolulu Office of Kobe University) Symposium を開催する。 

実施状況 

○EU 域
・ 平成 30 年５月に、バベシュ・ボヨイ大学（ルーマニア）に神戸大学/バベシュ・ボヨイ大学国際協力センターを中東欧地域、
ヨーロッパにおける今後の共同研究の拠点の一つとして開所した。９月には、本学教員が学生とともに神戸大学/バベシュ・ボ
ヨイ大学国際協力センターを訪問し、教育・研究での今後の交流強化に向けて、GSP での新たな研修プログラムの開発、人の国
際移動と多民族共生に関する共同研究などの可能性について意見交換を行った。

・ 中東欧諸国との交流については、エトヴェシュ・ロラーンド大学（ハンガリー）と共催でワークショップを開催し、文化財に
関する国際共同研究プロジェクト立ち上げを検討した。また、前年度からヤゲウォ大学（ポーランド）とは「研究拠点形成事業」
などで共同研究を実施し、lecture series programme を通じて教員を派遣し、共同研究開始可能性について協議を行った。

・ 本学ブリュッセルオフィスを活用して、シンポジウムやワークショップを開催するなど、ブリュッセルオフィスネットワーク
(UniLion)の連携を強化するとともに、Horizon2020 への災害分野についての申請を見据えて、コペンハーゲン大学（デンマー
ク）を中心としたコンソーシアム（コペンハーゲン大学のほか、パーダーボルン大学（ドイツ）、アムステルダム自由大学（オ
ランダ）、フィレンチェ大学（イタリア））に参画し、共同研究を開始した。

○アジア
・ 平成 30 年６月に上海交通大学（中国）に神戸大学・上海交通大学文理融合国際共同研究拠点を中国及びアジアにおける今後
の共同研究の拠点の一つとして開所した。また、平成 31 年度に共同でシンポジウムを行うことを決定した。

・ 平成 30 年７月、北京外国語大学にて、第３回北京外国語大学・神戸大学国際共同研究拠点シンポジウムを開催した。参加者
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は 35 名であり、シンポジウムに先立つ実務者会議においては、大学間学術交流協定の更新や、今後の共同研究内容についても
懇談を行った。参加者からは、今後の研究発展に役立つシンポジウムであった旨発言があった。平成 31 年３月には、北京外国
語大学から３名を招へいし、ワークショップ「日本文学と日本語・日本語教育」を実施するなど共同研究を実施した。 

 
○米州地域 
・ 平成 30 年 11 月に、ホノルル拠点において、The Third HOKU (Honolulu Office of Kobe University) Symposium を開催（非
公開）し、参加者は 23 名であった。研究発表のみならず大学間の研究者・共同研究のマッチング及び学生交流を含めた連携協
力についても協議を行った。とりわけネブラスカ大学リンカーン校からは、本学とのパートナーシップを築く礎となる有益な会
議であったとの所感が述べられ、令和元年度中のネブラスカ大学と農学研究科間での相互訪問や、具体的な協力関係の強化に向
けて協議することを確認した。また、ホノルル拠点を活用したワークショップを３件（平成 30 年 11 月 15 日、30 日及び平成 31
年３月８日）実施し、研究者間のネットワークが強化され、国際共同研究に発展した。 

・ 「国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業」において、巨大地震に対する創生型居住環境のレジリエンス研究の国際コミ
ュニティを担う人材育成として、若手教員３名をワシントン大学（助教２名）やカリフォルニア大学サンディエゴ校（准教授１
名）へ派遣するとともに、南カルフォルニア大学及びコネチカット大学からそれぞれ教授１名を招へいし、溶接継手の耐力評価
法に関する国際共同研究を開始し、国際共著論文を３編執筆した。 

・ 「研究拠点形成事業」において、階層横断的グリア脳科学研究のための国際コンソーシアム拠点形成を構築するため、モント
リオール大学（カナダ）、マウントサイナイ大学（米国）、ザールランド大学（ドイツ）、コペンハーゲン大学（デンマーク）
の４つの拠点大学と本学の間で、グリア脳科学の国際共同研究・情報共有を加速・発展させ、国際感覚に秀でた次世代若手研究
者育成を目的とした国際グリア合同セミナーを 10 月に実施し、３組の若手国際共同研究及び３組の国際共同研究を採択した。 

 

中期目標【１９】 
 全構成員の力を結集し、戦略的かつ柔軟な大学経営を実現するための効果的な人的資源管理を行う。 

  中期計画 
【１９－４】 

 40 歳未満の優秀な若手教員が活躍できる場を全学的に拡大し、教育研究を活性化するため、若手教員の雇用に関する計画に基
づき、退職金に係る運営費交付金の積算対象となる教員における若手教員の比率が 22％以上となるよう、雇用拡大に向けた取組
を促進する。 

 平成 30 年度計画
【19-4-1】 

 本学独自の「神戸大学テニュアトラック制度」並びに「卓越研究員事業」、「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」
及び「機能強化経費（共通政策課題分）における若手人材支援経費（旧国立大学若手人材支援事業）」を活用して、将来優秀な PI
（主任研究者）となり得る若手教員を確保し、テニュアポストへの切り替えを進める。  
 

 実施状況 

・ 優秀な若手教員の雇用拡大に係る各制度による平成30年度の新規採用は４名、総数は43名となっている（平成30年度末時
点）。また、各制度の内訳は次のとおり（複数の制度適用者がいるため、上記総数と下記の制度ごとの計は一致しない）。 
♢卓越研究員事業：３名 
♢若手人材支援経費（旧国立大学若手人材支援事業）：14名 
♢科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業：４名（内新規採用数１名） 
♢神戸大学テニュアトラック制度：25名（内新規採用数３名） 

・ 平成30年度は、若手人材支援経費（旧国立大学若手人材支援事業）で雇用した若手教員のうち13名を定員内教員に切替え
た。 

・ 平成30年度末承継内40歳未満教員比率 15.17％ 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(１) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ① 組織運営の改善に関する目標 

 

中
期
目
標  

【18】世界的教育研究拠点に向けた改革を実現するため、学長のリーダーシップによる戦略推進を支える体制・環境を強化する。 
【19】全構成員の力を結集し、戦略的かつ柔軟な大学経営を実現するための効果的な人的資源管理を行う。 
 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【18-1】 
 学長のリーダーシップによる大学の機能強化を図るため、教育
研究組織と教員組織の分離、予算配分方針の見直しを実施するな
ど、重点分野に学内資源を戦略的に再配分する仕組みを強化す
る。 
 

【18-1-1】 
 平成 29 年度に導入した、職位により教員定員をポイント換算し管理する「ポイン
ト制」について、運用状況等に関する調査を実施する。また、マルチリソース・ポイ
ントシステムを活用した学長裁量ポイントの活用や柔軟な予算編成により、本学の機
能強化に資する分野への重点的かつ戦略的な学内資源配分を実施する。 

Ⅲ 

【18-2】 
 学内外の最新の動向やデータ等に基づいた効率的かつ迅速な
意思決定を行うため、企画評価室を改組し IR（インスティテュ
ーショナル・リサーチ）室の設置、戦略企画本部の拡充を行うな
ど、学長の補佐体制を見直す。 
 

【18-2-1】 
 戦略企画本部において、案件に応じた WG の設置及び戦略の立案を推進し、学長の
補佐体制を強化する。また、IR 機能を担う戦略情報室において、「ビジョン実現に向
けた教育研究力向上のための重要指標」を基に、部局ごとの目標設定に対する進捗状
況を確認し、教育研究活動の状況やそれを取り巻く環境に関する情報分析を推進す
る。 

Ⅲ 

【18-3】 
 「神戸大学長期ビジョン」が教職員に浸透し、中期目標・中期
計画が有効に遂行できるよう、これまで築いてきた内部統制環境
を堅持し、情報の収集と共有を円滑に行うとともに、各種活動の
効率的かつ確実な実施とリスクへの適切な対応を促す仕組みを
点検・改善する。 
 

【18-3-1】 
 監査室による「学内監査結果」と部局管理責任者等からの「内部統制システム実施
状況報告書」を一体化してモニタリングし、内部統制が適正に行われているか検証を
行う。また、内部統制に関する研修を新たに eラーニングにより実施する。 Ⅲ 

【18-4】 
 学長、総括副学長、監事の３者による意見交換会を定期的に開
催し、大学の意思決定過程に係る確認、監事意見の適切な反映を
行うとともに、監事へのサポート体制を点検・改善する。また、
経営協議会に加えて、企業人事担当者や海外大学教員等の学外有
識者により構成するアドバイザリーボード等を活用し、産業界の
意見や国際水準に基づく意見を教育研究に反映させる。 
 

【18-4-1】 
 学長、総括副学長、監事の３者による意見交換会を定期的に実施し、前年度までの
監事意見のフォローアップを行うとともに、新たな課題の把握と実行可能な取組を検
討する。また、意見交換会を踏まえて、監事監査に関するサポート体制について点検
し、監事機能の強化に資するようサポート体制を改善する。 
 

Ⅲ 

【18-4-2】 
 本学が直面する課題に知見を有する委員によるアドバイザリーボードを国内外で
開催するとともに、卒業生との意見交換の場を設けるなど、学外からの意見を求める。 

Ⅲ 

○ 項目別の状況 
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【19-1】 
 採用・養成・職能開発（SD）及び適切な人事評価に基づく処遇
等の人的資源管理を通じて効果的に事務職員の資質を高める。ま
た、高度化・複雑化する教育研究活動を支え、戦略的大学経営を
推進するため、リサーチ・アドミニストレーターをはじめとした
高度な専門性を有する職員を配置・育成する。 

【19-1-1】 
 「事務職員の人事異動等に関する方針」に基づき適切な採用、配置を行うとともに、
「事務職員等研修の基本方針」に基づき、本学の教育研究活動等の適切かつ効果的な
運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得し、資質を向上させるために
必要な研修を実施する。また、人事評価制度、給与制度、昇任・降任制度の連携を強
化するよう制度の見直しを行う。 
 経営職能・管理職能を担う人材の資質向上を図るため、役員等の職能開発（SD）を
引き続き実施する。また、専門職能については、高度専門職として整備した政策研究
職員の採用・配置を行い、教育研究の円滑な実施を支援するために必要な政策的、専
門的業務に従事させる。 
 

Ⅲ 

【19-2】 
 優秀な外国人研究者や実務家教員をはじめ多様な人材を確保
するため、雇用形態も含め、人事・給与システムの弾力化及びそ
の活用を推進するとともに、適切な業績評価の取組を更に進め
る。特に、教員の流動性を高めるため、計画に基づき年俸制適用
教員数を 230 人以上にするとともに、他大学・機関とのクロスア
ポイントメントの活用を図る。 

【19-2-1】 
 教員の流動性を高めるため、引き続き年俸制への切り替えを推進するとともに、新
規採用者については、昨年度に引き続き任期を付して採用される者について、希望す
る場合は年俸制を適用する。 
 教員の業績評価において、教育研究活動のうち、特にビジョン実現に資する評価項
目をより重視するよう見直しを進め、制度設計を行う。 
他機関等とのクロスアポイントメント制について、引き続き推進する。 
「外国人研究員」について、定員ベースから人件費ベースに改めるとともに対象部

局を拡大し、より柔軟な招へいを行うことができるよう制度を改める。 
 

Ⅲ 

【19-3】 
 女性研究者の上位職位への登用支援、女性研究者在職比率の増
加など、男女共同参画の取組を進めるとともに、女性の管理職等
への登用推進を図り、管理職等における女性の割合を 15％程度
にする。また、年齢、国籍、障害の有無にとらわれないダイバー
シティ（多様性）や、ワーク・ライフ・バランスに配慮した人的
資源管理を行う。 
 

【19-3-1】 
 女性教職員の在籍比率増加のために、女性限定公募制度、それに伴うインセンティ
ブ措置制度等を通じて積極的に女性教員の採用を進めるとともに、女性の上位職登用
に資するよう、教育研究力やマネジメント力のスキルアップのためのセミナーを実施
する。 
 ユネスコチェアプロジェクトとして、アジアに位置する大学やその他機関と連携
し、ジェンダーや災害弱者の観点から自然災害を捉える文理融合型事業を実施する。 
 

Ⅲ 

【19-3-2】 
外国人研究者が学内就業支援制度をより利用しやすいように、学内英語版ウェブサ

イトの整備を進める。 
 障害者雇用について、法定雇用率 2.5％以上を達成する。 
 

Ⅲ 

【19-3-3】 
 ワーク・ライフ・バランスを良好に維持・改善するため、子育てや介護と仕事の両
立支援制度（常勤パート研究職制度、育児休業代替職員制度等）を引き続き周知徹底
する。 
労働時間の適正な把握のために、タイムカード・IC カード等の客観的な記録を基礎

として確認し、記録する勤怠管理システムの導入に向けて検討する。 
 

Ⅲ 

【19-4】 
 40 歳未満の優秀な若手教員が活躍できる場を全学的に拡大
し、教育研究を活性化するため、若手教員の雇用に関する計画に
基づき、退職金に係る運営費交付金の積算対象となる教員におけ
る若手教員の比率が 22％以上となるよう、雇用拡大に向けた取
組を促進する。 

【19-4-1】 
 本学独自の「神戸大学テニュアトラック制度」並びに「卓越研究員事業」、「科学
技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」及び「機能強化経費（共通政策課題分）
における若手人材支援経費（旧国立大学若手人材支援事業）」を活用して、将来優秀
な PI（主任研究者）となり得る若手教員を確保し、テニュアポストへの切り替えを進
める。 

Ⅲ 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(１) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ② 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中
期
目
標  

【20】社会変革をリードする新たな価値の創出に挑戦し続けるため、教育研究組織を不断に見直す。 
 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【20-1】 
 学長のリーダーシップにより、分野の枠を越えた新たな先端融
合研究組織を立ち上げるなど、教育研究の進展や社会的ニーズに
柔軟に対応した組織の改編を、入学定員の適正化を含め、全学的
な視点から実施する。 

【20-1-1】 
 経済経営研究所の部局内センターであった「計算社会科学研究センター」を全学的
な基幹研究推進組織として改組し、法学・経済学・経営学の社会科学系部局やシステ
ム情報学研究科等の教員を配置することにより文理融合分野である計算社会科学に
おける研究を推進する。 

Ⅲ 

【20-2】 
持続可能なグローバル共生社会の実現を目指し、グローバル・

イシューを解決できる人材を養成するため、平成 29 年度に既存
の学部を再編統合した新たな学部を設置する。 

【20-2-1】 
（本計画は「「国際人間学部」を設置」する内容であり、「協働型グローバル人材」

養成を引き続き着実に実施する段階であるため、特に年度計画を設定しなかったも
の） 

Ⅲ 

【20-3】 
 平成 28 年度に新設する大学院「科学技術イノベーション研究
科」において行う先端科学技術研究（バイオプロダクション、先
端膜、先端 IT、先端医療）とアントレプレナーシップ研究を深
化・発展させ、科学技術イノベーションにつながる質の高い研究
シーズを作り上げるとともに、優れたビジネスモデルを構築する
ことで、ベンチャー企業の起業等につなげるため、平成 30 年度
に同研究科博士課程を設置する。 
 

【20-3-1】 
 大型研究プロジェクトや企業等の共同研究により先端科学技術研究を進展させ、文
理融合により「ゲノム編集技術」などの質の高い研究シーズを創出するとともに、科
学技術アントレプレナーを輩出するため、科学技術イノベーション研究科博士課程を
設置し、学生個々人の希望（研究シーズ）に沿った特色あるカリキュラムを開始する。 Ⅲ 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(１) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ③ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中
期
目
標  

【21】第３期中期目標期間に実施する新たな取組に対応するため、既存業務の改善を推進する。 
 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【21-1】 
 定常的に事務業務を点検・評価し、グループウェアを活用した
業務改善や事務組織の見直しを行う。また、本学のグローバル化
を着実に推進するため、ワンストップ・サービス化を進めるとと
もに、事務職員に対する国際業務研修を継続的に実施する。 
 

【21-1-1】 
 業務系列ごとに組織したワーキンググループ等から提案のあった業務改善を実施
するとともに、申請・承認業務を電子的に決裁することができるワークフロー機能な
どグループウェアが持つ機能の利活用を計画的に拡充する。また、事務組織の連携体
制を強化し、合理化を図るため、課の統合などの再編を進める。 
 日常業務の様々なグローバル化に対応した改善に資するよう、事務職員を対象にし
た国際業務研修を引き続き実施するとともに、学生の海外派遣に係る業務支援、危機
管理強化のための情報の一元化等を行うグローバル教育管理システムを運用する。 

Ⅲ 
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（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

■ ガバナンスの強化に関する取組
①学長のリーダーシップの確立【18-2-1、19-1-1】
○ 本学の喫緊の課題をマネジメントの観点から検討していくため、学長補佐

３名（キャリア支援担当、ダイバーシティ担当、入試改革担当）を増員すると
ともに、本学の中長期的なプランについて調査・企画し学長の補佐体制を強化
する学長直下の室「未来構想室」を平成 31 年４月に設置することを決定し、
若手・中堅の教職員から室員を選抜した。

○ 戦略情報室において、平成 29 年度に定めた「ビジョン実現に向けた教育研
究力向上のための重要指標」の進捗状況を分析し、戦略企画本部で必要な改善
策や対応策を講じた。さらに、女性研究者の増加シミュレーションを通じた
「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先端型）」の採択、プロジェ
クト単位の研究力分析による先端融合研究環の極みプロジェクトの選定な
ど、エビデンス・ベースド・マネジメントの実現に向けた取組を行った。

○ 戦略企画本部下に教育戦略企画室、研究戦略企画室を設置しており、案件に
応じた戦略を迅速に策定できる体制をとっている。さらに、平成 30 年 10 月
から、財源の多様化等による自立的な財源基盤の強化、コスト意識と戦略的な
資源配分を前提とした経営力の強化に対応するため、財務戦略企画室を設置
し、財務諸表データに基づく財務状況に関する他大学との分析比較、外部資金
や自己収入の獲得強化に向けた検討等を行った。

○ IR 人材やリサーチアドミニストレーター（URA）など教育研究の円滑な実施
を支援するための高度専門職のキャリアパスを確立させるため、平成 29 年度
から本学独自に整備している「政策研究職員」について、平成 30 年度には、
学術・産業イノベーション創造本部、男女共同参画推進室、戦略情報室、キャ
リアセンターに各１名を配置した。これらの部署においては、政策研究職員が
中心となって各部署のミッションの達成に取り組み、学術・産業イノベーショ
ン創造本部では、兵庫県丹波市の新設県立病院での予防教室実施に向けて、兵
庫県と丹波市と協議し、令和元年５月に３者での共同事業開始、協定締結につ
なげる等の成果を上げた。

②学長のリーダーシップによる戦略的な資源配分･人事･給与システムの弾力化
【18-1-1、19-2-1】

○ 人材を学長のリーダーシップにより重点的に措置する「学長戦略ポイント」
について、従来の人件費、物件費等の枠組みを超えて資源を柔軟に采配できる
マルチリソース・ポイントシステムを導入し、執行可能となるポイントを確保
して、優秀な教員の昇任等に措置するとともに、本学の機能強化を推進するた
めにグローバル教育の推進や海洋底探査センターの体制強化等への平成 31 年
度からの措置を決定した。
 また、これまでに学長戦略ポイントにより重点支援してきた国際人間科学
部（平成 29 年度設置）においては、海外研修とフィールド学修を組み合わせ
た「グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）」を本格的に実施し海外派
遣数を大幅に増加させている（詳細は[2-2-1]20 頁参照）。さらに同様に重点
支援してきた科学技術イノベーション研究科（平成 28 年度設置）においては、
平成 30 年度に博士課程後期課程を設置し、学生が実際に起業する（詳細は[20-
3-1]27 頁参照）など成果につながっているとともに、先端融合領域イノベーシ
ョン創出拠点形成プログラム「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」は、

事後評価で「所期計画を超える取組が行われている」というＳ評価を得た。（詳
細は 10 頁参照）。 

○ 現行の助手の在り方について、ポイント制を活用したより柔軟な教員の雇
用が可能となるよう、給与等も含めた見直しを行うことを検討し、新たな助手
制度を平成 31 年４月から開始することとした上で、平成 30 年度中に採用に向
けた選考を行い、平成 31 年４月１日付けで、新たな助手制度に基づく助手を
３名採用した。

○ 本学の機能強化に資するため、国立大学法人機能強化促進費（補助金）や教
育研究活性化支援経費（間接経費）を一体化した当初予算を編成するとともに、
計画的に目的積立金を取り崩すなど、多様な財源を活用した柔軟な予算配分を
実施した。目的積立金の取り崩しによる資金を活用して、平成 31 年度からの
パソコン必携化に先立ち、無線 LAN のアクセスポイントの増設とアクティブ・
ラーニング教室等の整備を行い、ICT を活用した教育の多様化を促進した。ま
た生体情報モニタリングシステムの一部を更新し、老朽化していた設備の機能
水準が回復し、安全性の高い医療を効率的に提供することができた。

○ 「外国人研究員」について、定員ベースから人件費ベースにし、また対象部
局を５部局から全部局へ拡大する制度改正（平成 31 年度分から）に基づき、
各部局で招へい計画を検討し、研究者と調整の結果、同時に複数名招へい可能
となったこと等により、平成 31 年度は 12 部局 34 名（未定者６名含む）と従
来の倍以上招へいを行うこととなった（平成 30 年度:５部局 12 名）。

○ 平成 30 年度当初における年俸制適用者数 155 名（４月採用６名を含む。）
に加えて、在職教員を対象に公募を募った結果、９月末までに 10 名から切替
申請があった。さらに、年度途中の新規採用者についても、２名に年俸制を適
用し、これらの取組により、平成 30 年度における年俸制適用教員は最終的に
167 名となった。また、新たな年俸制制度案の検討を行うべく WG を立ち上げ、
令和元年度中の導入に向けて、２月に公表されたガイドラインを踏まえた制度
構築に着手した。

③内部統制環境の堅持【18-3-1】
○ 平成 30 年度から、内部統制システム研修を随時受講ができるようにｅラー
ニングにより行い、新任の部局管理責任者 12 名、副責任者７名全員が受講し
た。また、各部局から平成 30 年度内部統制システム実施状況報告書の提出を
受けて、平成 30 年度学内監査結果と一体化してモニタリングを行い、内部統
制システムが有効かつ適正に機能していることを確認した。
また、学長自らが本学の進むべき方向性及び運営方針を示し、本学の課題や

方策について教職員と共有を図ることを目的として「学長と教職員の懇談会」
を実施（参加者 120 名）し、各取組を着実に進めていく上での認識を教職員と
共有した。 

○ 平成 29 年度の監事意見（12 件）のフォローアップを行い、「労働基準法を
遵守した超過勤務の管理・運用を徹底する」といった意見を受けて、勤怠管理
システムの導入を検討し、令和２年１月本稼働を目指し、システム仕様や業務
運用の設計を行った。

④外部有識者の活用による運営の活性化【18-4-2】
○ 国内外でアドバイザリーボードを開催し、学外委員からの指摘や意見を踏
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まえて、以下の対応を行った。 
 ・ 国内アドバイザリーボードについては、平成 30 年 10 月に神戸（出席者

８名）及び東京（出席者６名）で各１回開催し、「国立大学における教職員
評価（人事評価）のあり方」について意見交換を行った。また、平成 29 年
度に開催されたアドバイザリーボードにおいて委員から出た意見を踏ま
え、教養の英語教育と学部の専門英語教育の一体化を検討し、平成 31 年度
から、①アカデミックイングリッシュの基礎を学ぶ基礎英語の段階、②応用
英語、専門分野の基礎英語を組み合わせた上級英語の段階、③将来の学術研
究につながる英語、グローバル社会で使える実践英語を通して、専門分野を
英語で学ぶ段階へと体系的・階層的に再編することとした。 

 ・ 海外アドバイザリーボードについては、平成 30 年 10 月にブリュッセル
オフィスで１回開催し、学外委員は３名出席した。本学の海外拠点設置、学
術交流協定締結、留学者数増加に対する取組、教員評価・国際共著論文数増
加を目指した取組、定年制について意見交換を行った。加えて、元欧州委員
会職員のブリュッセルオフィスアドバイザーも積極的に活用し、欧州の教
育助成金を活用した留学者数増加を検討し、平成 31 年２月に Erasmus+の助
成・奨学金等に 13 件（新規７件、再申請１件、延長５件）申請した。さら
に、国際共同研究・国際共著論文数増加につなげるため、欧州各国の助成ス
キーム検討し、Horizon2020 への災害分野についての申請を見据えて、コペ
ンハーゲン大学（デンマーク）を中心としたコンソーシアム（コペンハーゲ
ン大学のほか、パーダーボルン大学（ドイツ）、アムステルダム自由大学（オ
ランダ）、フィレンチェ大学（イタリア））に参画し、共同研究を開始した。 

○ 卒業生との意見交換として、従来から行っている企業等の社長、役員等とし
て活躍している卒業生との交流会に加えて、45 歳以下の将来企業等において
幹部となり得る卒業生との交流を活発化し、特に平成 30 年度は、首都圏で本
学の認知度をあげるための方策について意見交換を行った。卒業生からは、大
学情報の精査、ターゲットに合った発信などの意見を受けて、更なる戦略的な
大学の情報発信を行うとともに、平成 31 年度に財務的側面や社会的側面を含
めた統合報告書を作成することとし、作成を開始した。 

 
■ 社会的ニーズに柔軟に対応した教育研究組織の見直し【20-1-1、20-3-1】 
○ 本学の文理融合分野である計算社会科学における研究を促進するため、平
成30年４月に経済経営研究所の部局内センターを全学的な基幹研究推進組織
として「計算社会科学研究センター」に発展させ、法学域・工学域・システム
情報学域・国際協力学域等の教員が参画し、シミュレーション部門、データ分
析部門、データベース部門の３部門において研究活動を行う体制を整備した。
計算社会科学の確立・体系化、共同研究推進、国際研究拠点形成を目指して先
端研究や技術開発等を行い、具体的には、社会経済モデルのシミュレーショ
ン 、金融ネットワーク分析、イベントにおける人流計測等に取り組み、また、
計算社会科学の国際的専門学術誌「Journal of Computational Social 
Science」の第２号を９月に発行し、平成 30 年度の論文のダウンロード数は
11,742 回に及んだ。 

○ バイオ工学分野における研究開発とイノベーション創出を推進するため、
平成30年７月に工学研究科の部局内センターを全学的な基幹研究推進組織と
して「先端バイオ工学研究センター」に改組し、農学域・理学域・経営学域の
教員が参画し、バイオベース燃料・化学品研究部門、バイオロジクス研究部

門、機能性食品素材・アグロバイオ研究部門、化学・プロセス研究部門、先端
プラットフォーム技術開発部門、バイオエコノミー研究部門の６部門におい
て研究活動を行う体制整備を行った。 

  これまで先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム「バイオプ
ロダクション次世代農工連携拠点」において推進してきた研究を更に発展さ
せ、研究科の枠を越えた全学体制でバイオベース燃料や抗体医薬・ペプチド医
薬の生産技術開発、バイオマス処理技術開発、ゲノム編集などの先端バイオ技
術開発等を推進している。 

  さらに、２つの一般社団法人（バイオロジクス研究・トレーニングセンタ
ー、先端バイオ工学推進機構）との連携による研究開発・事業化加速と、バイ
オロジクスに関する人材育成を行っている。 

○ 文理融合により基礎研究から事業化までの一貫した研究を進める「科学技
術イノベーション研究科博士課程後期課程」の設置に関する取組（[20-3-1]27
頁参照）。 

 
■ 業務改善の推進【21-1-1】 
○ 業務系列ごとに組織したWGにおける業務改善と全学から寄せられた業務改
善提案・要望事項も併せ、検討の上実質化を進めた。具体的には以下の取組を
行った。 
・ 法人文書管理に関する研修について、平成 30 年度から e ラーニング化
し、前年度 70 名だった受講者を 810 名に拡大させ、文書管理業務について
の理解を広めることにより、より適切かつ効率的に管理と利用ができるよ
う改善を行った。 

・ 業務の処理状況の確認や申請状況を共有し、業務を効率よく遂行するた
め、平成 29年度試行的に利用を開始したグループウェア（KUIC）のワーク
フロー機能について、平成 30 年度に更に勤務状況月例報告や共済組合異動
（退職・転出等）に係る業務を追加し、業務の効率化を行った。 

・ 海外留学プログラムの募集、申請、選考、合否通知、学生の留学準備・手
続き進捗確認等を全てシステム上で行うことができる「グローバル教育管
理システム（GEMs）」を平成 30 年４月から新たに導入した。平成 30 年度に
学生から GEMs 上で提出された「海外渡航届」は 551 件となり、学生の海外
渡航情報を確実かつ効率的に管理できるようになり、危機管理体制の強化
を図った。また、全学の海外留学プログラム情報について 450 件以上登録
し、全ての学内教職員及び学生と共有できるよう情報を一元化した。 

 
■ 男女共同参画の推進【19-3-1、19-3-3】 
○ 平成 30 年 10 月に、科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環
境実現イニシアティブ（先端型）」に採択され、以下の制度改革、制度整備及
び事業を行った。 

 ・ 女性研究者の採用に対する意識を高めるために、部局ごとの女性研究者採
用の計画や達成状況の「見える化」を行うとともに、平成 31 年度からダイ
バーシティ担当学長補佐を教員人事委員会の構成員に加えることを決定し
た。また、理事と学長補佐が部局を訪問し、女性教員の採用・昇任計画を確
認するとともに、女性研究者限定公募の実施や女性研究者に対する研究力
アップのための各種取組への参加を促し、女性教員の採用や昇任に積極的
に取り組むよう指示した。 

 ・ 男女共同参画に加えて、ダイバーシティ（多様性）を推進し、ジェンダー・
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性的指向・性自認、エスニシティ、文化、宗教、言語、出自、年齢、学歴、
心身の特徴などの属性や特性にかかわらず人間として尊重した学習・教育・
研究・就労環境を整備することを宣言する「神戸大学ダイバーシティ推進宣
言」を学長が表明するとともに、ダイバーシティ基金の設置、個人・企業で
構成されるダイバーシティ共創ネットワークの構築を行い、女性研究者と
企業の共同研究、女性研究者の海外派遣（20 名）・海外からの招へい（24
名）を実施した。 
上記の取組の結果、平成 30 年度の女性教員採用比率は 25.4％（平成 29 年

度:20.7％）、管理職における女性比率は 8.1％（平成 29 年度:6.1％）となっ
た。 

■ 障害者の雇用に係る取組【19-3-2】
○ 障害者に業務を指導する業務指導員の資質の向上を図るため、障害者への
仕事の指示や健康管理、コミュニケーションの取り方等について意見交換す
る業務指導員連絡会を開催するとともに、事務系幹部職員を対象に「精神・発
達障害者仕事サポーター養成講座」を開催した。医学部において、平成 30 年
４月から３名を増員し、障害者雇用率は、法定雇用率（2.5％）を上回る 2.87％
となった。

■ 若手教員の雇用に係る取組【19-4-1】
○ 平成 30 年度末承継内 40 歳未満教員比率 15.17％（[19-4-1]31 頁に詳細記
載）。
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中
期
目
標  

【22】教育研究の高度化、大学経営の安定化及び財政基盤の強化を実現するため、自己収入の増加に努める。 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【22-1】 
 科研費や大型競争的資金等の獲得に向けての情報収集活動を
強化し、申請書作成支援等の各種支援策について全学的に拡充す
るなどの取組を通じ、競争的資金の獲得額を増加させる。あわせ
て、産業界とのマッチングシンポジウム等の開催や特許調査・分
析等の活動を強化し、企業等との共同研究・受託研究を拡充する。
これらにより、競争的資金等の獲得総額を 15％増加させる。 

【22-1-1】 
 科研費､JST 資金（CREST･さきがけ等含む）、AMED 資金等情報収集を強化して、獲得
を支援する｡特に、ヘルスケア領域の支援のために AMED①産学連携医療イノベーショ
ン創出プログラム（ACT-M、ACT-MS）、②橋渡し研究戦略的推進プログラム、及び③革
新的先端研究開発支援事業（AMED-CREST、PRIME）を重点対象として取り組む。
自動車等のテーマ毎にまとめた学内シーズ群について、受託・共同研究のマッチン

グシンポジウムや研究シーズの展示会に積極的に参加するとともに、特許調査・分析、
論文と特許の関係の分析、市場動向調査を行い、産学連携を強化する。 
オープンイノベーションによる新産業創出や、新たな枠組み「戦略的共同研究」の

活用のために、プロジェクトマネージャーを配置するなど、産学連携マネジメント体
制を強化する。 

Ⅲ 

【22-2】 
 寄附金による自己収入の増加を図るため、首都圏及び関西圏に
おける募金活動（企業訪問等）の活性化や使途を特化した新たな
基金の創設等により体制を強化するとともに、点検・改善する。 

【22-2-1】 
 本学の機能強化策を基に、寄附の重要性を周知し、継続的な支援を得るための募金
活動体制を強化する。具体的には、今後の募金活動に係る企画戦略の立案等について
基金コンサルタントからの助言を得て、アタックリストや募金趣意書、パンフレット
等の作成、卒業生、企業等への募金依頼を行うとともに、首都圏担当及び関西圏担当
のファンドレイザーを雇用して募金活動に取り組む。 

Ⅲ 

【22-3】 
 診療科別、疾病別の原価計算による経営分析を行い、増収策と
経費抑制策を実施し、附属病院の経営基盤を強化する。 

【22-3-1】 
 前年度に引き続き、病院経営計画及び決算に加えて、診療科別・疾病別の原価計算
に係る情報の蓄積を行い、病院経営会議において病院の収支バランスの適正性につい
て継続して検討する。また、診療報酬分析、医薬品等の経営改善プロジェクトにおけ
る活動内容を点検しつつ、新たに特定集中治療室管理料の上位加算や国立大学附属病
院における共同調達など、増収策と経費抑制策を実施する。 

Ⅳ 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(２) 財務内容の改善に関する目標

① 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標
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中
期
目
標  

【23】運営経費の抑制に資するため、コストの適正化を図る。 
 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【23-1】 
 第２期中期目標期間に引き続き、教職員のコスト意識を改革す
るとともに経費の抑制を図るため、「神戸大学コスト削減プロジ
ェクト会議」の下、コスト削減方策の提案、実施及び検証、並び
にコスト削減の啓発及び広報を行うことにより、コスト管理を徹
底する。 
 

【23-1-1】 
 前年度からの継続として平成 29-30 年期の活動計画の重点目標である①コスト削
減・業務改善案の実現化とそれに向けた体制のボトムアップ、②全学コストの見える
化の継続と更なる推進、③コスト削減意識の啓発による DNA 化の３項目に基づくコス
ト削減プロジェクト推進会議の活動を実施する。平成 30-31 年期の新たな重点事項を
策定し、活動を実施する。 

Ⅲ 

 

 

  

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(２) 財務内容の改善に関する目標 

② 経費の抑制に関する目標 
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中
期
目
標  

【24】大学経営の安定化に資するため、資産の効率的・効果的な運用を図る。 
 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【24-1】 
 運用する金融機関の経営状況を把握することにより、リスクに
配慮しつつ、毎月、資金の収支状況をチェックし余裕金の運用計
画を策定の上、安全かつ適正に運用し自己収入を確保する。 
 
 

【24-1-1】 
 平成 30 年度に償還日を迎える債券について、償還時における金融情勢を踏まえて
国債、地方債及び政府保証債等の債券または定期預金による運用を行う。また、随時、
定期預金または譲渡性預金による短期運用を行い、資金を安全かつ適正に運用すると
ともに、競争性を高めた運用を実施する。 
寄附金等の自己収入を財源とする業務上発生した一時的な余裕金をより収益性の

高い金融商品で運用することについて、文部科学大臣の認定を得るための申請を行
う。 

Ⅳ 

【24-2】 
 土地・建物等の利用状況を勘案し、既存施設の有効活用及び保
有資産の見直しを行う。 
 
 

【24-2-1】 
 保有資産の利用促進のため利用実態を把握するとともに、必要性について不断に見
直し、平成 31 年度末に廃止することを決定した職員宿舎（６宿舎）を含め、「学生
宿舎、職員宿舎及び附属学校の機能移転・集約化の基本方針（平成 30 年１月制定）」
に基づき、土地・建物の有効な活用及び処分等の検討を進める。 

Ⅳ 

 
 

 
 
 
 
 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(２) 財務内容の改善に関する目標 

③ 資産の運用管理の改善に関する目標 
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（２）財務内容の改善に関する特記事項等 

■ 財務基盤の強化に関する取組【24-1-1、24-2-1】 
○ 平成 30 年４月に電力会社の社債２億円を新たに購入し、約 30 万円の増収
とした。また、大口定期預金において平成 29 年度は最大利率でも 0.04％での
運用となっていたが、平成 30 年度初めに外資系の銀行を参加させた結果、平
成 30 年度の定期預金平均金利は 0.051％と店頭表示金利の平均年利率
0.001％を大きく上回った。さらに、平成 30 年 11 月に国立大学法人法第 34 条
の３における業務上の余裕金の運用にかかる認定を受け、平成 31年２月に利
回りの良いドル建日本社債を購入した。このように効果的かつ積極的な運用
を行い、超低金利が進む中、前年度同の運用益 2,900 万円を得た。 

○ 本学施設の有効利用として、教室、研究室、会議室、グランド等の施設の財
産貸付を引き続き行い、新たな貸し出しスペースを確保したことなどにより
貸付収益は２億 7,336 万円となり、前年度から 1,664 万円の増となった。 

 
■ 寄附金の増加を図るための取組【22-1-1、22-2-1】 
○ 本学の教育・研究・国際・財務の各分野における目標や事業について、これ
までより詳しく説明し、内容を充実させた新たな基金趣意書を作成し、卒業生
に対して、各同窓会の会報誌発送の際に同封した。また、平成 31年３月卒業
の学部生・大学院生に向けて、新たに神戸大学基金リーフレット等を配布する
とともに、在学生保護者に向けて、本学広報誌と併せ神戸大学基金リーフレッ
ト等を送付し、基金の PR 活動を行った。 

○ 平成30年４月から基金推進室副室長として本学卒業生を学長特別顧問に採
用し、基金趣意書の改訂や卒業生向けのイベントの実施等に取り組み、同窓会
連合組織である学友会の協力の下、主に卒業生を対象とした遺贈・相続セミナ
ーを三井住友信託銀行と共催し、大学への遺贈に係る相談を受けた（参加者計
43 名）。また、学長を本部長として基金推進本部を 10 月に設置し、学友会会
長・副会長を構成員とすることで、これまで以上に同窓会組織と連携した募金
活動を行う体制を整備した。  

○ 株式会社クレディセゾンと「神戸大学基金」事業の推進に向け、それぞれの
持つ人材や知識・情報等の資源を活用し相互に協力することにより、教育研究
活動や国際交流への支援、人材育成等を目的とした連携協定を 11 月に締結し
た。この協定により、セゾンのポイントによる寄附や神戸大学オリジナルグッ
ズとの交換を通じた寄附が可能となった。 

○ 寄附講座について、住民の健康増進や救急医療分野に関する地域貢献への
期待を受けて地方自治体と連携した２件の講座を含む４件が新たに設置され
（平成 29 年度中に２件終了）、既設講座を含め全件数 16 件となった。 

○ 以上の取組により、平成 30 年度の神戸大学基金寄附実績は過去５年間の年
度別平均寄附実績である７億 2,971 万円を上回る８億 1,833 万円（前年度９
億 9,573 万円）となった。 
 

■ 競争的資金等の獲得増加を図るための取組【22-1-1】 
○ 科研費の早期支援プログラム（大型種目挑戦型、若手種目支援再挑戦型、ス
テップアップ型）を引き続き実施し、選定された対象者に対して、研究計画調
書作成の助言や添削を行った。特に、大型種目に関してはチーム形成の相談・
支援も行い、平成 30 年度に支援し応募した中から、平成 31 年度に特別推進
研究１件、基盤研究（Ａ）３件が採択された。 

○ 大型研究プロジェクトの採択に向けて、JST 事業、AMED 事業等についての
情報収集を強化し、申請への働きかけを積極的に行うとともに、申請書作成支
援、面接対応支援等を実施した。その結果、JST 事業では CREST１件、さきが
け２件、未来社会創造事業５件、A-STEP 機能検証フェーズ６件、A-STEP 産学
共同フェーズ FS ステージ２件などが新たに採択された。また、AMED 事業では
AMED-PRIME、次世代バイオ医薬品製造研究の継続事業、NEDO の次世代人工知
能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発事業、国土交通省の運輸技
術開発推進制度などに採択された。 

○ 企業経験者とアカデミア教員との協働による超スマート社会（Society5.0）
を目指した社会実装を推進する取組を進め、平成 29年度に採択された環境省
CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業（平成 29‐31 年度の総額約
2.4 億円）として神戸市地下街での実証実験を行うとともに（詳細は 10 頁参
照）、環境省二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（再生可能エネルギー電
気・熱自立的普及促進事業）に採択された（1,000 万円/平成 30 年度)。また、
課題解決型高度医療人材養成プログラムに採択された「実践的病院経営マネ
ジメント人材養成プラン（M×M KOBE）」（平成 29～令和３年度の総額 5,000
万円、平成 30 年度 1,000 万円）について、本格的に教育コースを開始した（詳
細は 13 頁参照）。 

○ 共同研究費の適正な負担を求めるため、これまで行ってきた間接経費の見
える化に基づき平成 29 年度に WG で検討した結果、共同研究にかかる間接経
費について、従来の直接経費の 10％相当額から平成 30 年 10 月１日以降に締
結する契約では同 15％相当額、令和２年度以降に締結する契約は同 20％相当
額とすることとした。これにより、間接経費を今後の更なる研究投資にも充当
し、最先端の研究環境を整備するとともに、組織対組織による本格的な共同研
究に対応する体制を構築することを目指しており、企業等の理解を得るよう
手続きを行った。  
また、組織的産学連携の大きな柱である「共同研究講座」について、従来か

ら大型共同研究を実施している企業を中心に検討と交渉を進めた。これによ
り、平成 30 年度に１件（総額１億 9,000 万円）の講座が開始するとともに、
平成 31 年度に２件（総額２億 3,250 万円）の講座の開始が決定した。 

○ 以上のような取組の結果として、平成 30 年度の競争的資金等は 98 億 5,600
万円となり、計画作成時と比較した競争的資金等（３年平均）も 18.6％増を
達成した。 

 
■ 自己収入の増加を図るための取組 
○ 平成 29 年度に導入したネーミングライツ制度において、平成 30 年４月か
ら社会科学系の情報処理教室について開始し（当初協定期間：平成 30 年４月
～平成 31 年３月）、好評なことから４年延長更新した。さらに、工学研究科
の情報知能演習室と海事科学研究科の学生フリールームについて、２企業（新
日鉄住金ソリューションズ株式会社（現在は「日鉄ソリューションズ株式会
社」へ社名変更）、株式会社辰巳商會）と協定を結び、平成 30 年度のネーミ
ングライツ料は、181.7 万円となった。また、協定企業とは教育研究環境を一
層充実させるため、地域課題解決を目指す次世代人材の育成を目的に、「防災
×IT アイデアソン」 を神戸市と共同で開催する等産学連携を強化した（詳
細 11 頁参照）。 
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○ 寄附金獲得による研究推進を目的として、新たに寄附型クラウドファンデ
ィングプロジェクト「地震を起こす海底活断層を、大阪湾全域で探査する！」
について、学術系クラウドファンディングサービス運営企業と業務提携し、探
査期間の練習船深江丸運航費や探査に用いる装置のレンタル費を支援してく
れるサポーターの募集を開始（目標金額：200 万円、実施期間：平成 31 年３
月 15 日～令和元年６月 15 日）した。寄附金額は 212 万６千円となり目標金
額を達成した。 

 
■ コスト削減に係る取組の推進【22-3-1、23-1-1】 
○ 平成 29 年度から、教員人件費を職位によりポイントに換算し管理する「ポ
イント制」を導入し、員数ベースでの管理から人件費ベースでの管理としたこ
とにより、教員人件費を有効に活用する仕組みを構築した。平成 30 年度は、
当該ポイント制の中で、クロスアポイントメント制度により使用ポイント 108
ポイント（約 1,400 万円相当）を減算した。 

○ 事務職員人件費に関しては、再雇用職員について、退職時の職位で採用する
など、定員枠での活用を行い、当該職位を定年前の職位で雇用した場合に比
べ、約 2,800 万円の人件費を抑制した。 

○ 附属病院においては、以下のとおり経費抑制策を行った。 
・ 後発医薬品について、平成 30 年 10 月に 15 品目、平成 31 年２月に 34

品目の切替を行ったことにより、購入経費の約 2,300 万円を削減した。 
・ 抗菌薬の適正使用により、対前年比 1,292 万円削減した。この取組は、

内閣官房主催の第２回薬剤耐性（AMR）対策普及啓発活動表彰「薬剤耐性
へらそう！」にて応援大使賞を受賞した。 

・ 画像診断で使用する造影剤について、後発品の導入を推進したことに
より、先発品使用時と比較して CT 造影剤及び MRI 造影剤の費用が年間約
202 万円を削減するとともに、血管撮影室造影剤については、対前年比約
164 万円削減した。 

・ PET 検査実施時に必要となる放射線医薬品「FDG スキャン注」について、
全て院内製剤することとし、約 477 万円の費用を削減した。 

・  日々の医療機器の点検や特定の医療機器の定期点検について、包括委
託（医療機器循環支援サービス）を平成30年６月から開始するとともに、
点検業務に従事する医療技術職員の再配置を行うことにより、約 544 万
円削減した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 財務の状況から見る大学の改革推進状況 

   
○（収益） 

平成 30 年度の経常収益は 18 億 6,700 万円（2.4％）増の 787 億 4,000 万円
となっている。 

  主な増加要因としては、附属病院収益が、診療単価が増加したこと等に伴い

（単位未満四捨五入）

【平成29年度】 （単位：百万円）

運営費交付金収益 20,463 教育経費 3,075

授業料収益 8,259 研究経費 3,875

入学金収益 1,263 診療経費 23,244

検定料収益 301 教育研究支援経費 1,049

附属病院収益 33,944 受託研究費 3,629

受託研究収益 3,672 共同研究費 1,067

共同研究収益 1,080 受託事業費等 773

受託事業等収益 798 役員人件費 186

補助金等収益 1,425 教員人件費 19,535

施設費収益 83 職員人件費 19,166

寄附金収益 2,305 一般管理費 1,691

資産見返負債戻入 1,775 財務費用 303

財務収益 18 雑損 12

雑益 1,489 経常費用合計 77,604

経常収益合計 76,873

（単位未満四捨五入）

【平成30年度】 （単位：百万円）

運営費交付金収益 20,768 教育経費 3,307

授業料収益 8,305 研究経費 3,951

入学金収益 1,247 診療経費 23,486

検定料収益 300 教育研究支援経費 968

附属病院収益 35,224 受託研究費 4,069

受託研究収益 4,056 共同研究費 1,042

共同研究収益 1,058 受託事業費等 830

受託事業等収益 860 役員人件費 272

補助金等収益 1,329 教員人件費 18,991

施設費収益 171 職員人件費 19,468

寄附金収益 2,141 一般管理費 1,652

資産見返負債戻入 1,674 財務費用 229

財務収益 19 雑損 21

雑益 1,586 経常費用合計 78,286

経常収益合計 78,740

（損益計算書より）

※数値は単位未満四捨五入のため、計等が合わない場合がある。
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12 億 8,100 万円（3.8％）増の 352 億 2,400 万円となったこと、及び受託研究
収益が、受託研究の受入増加に伴い３億 8,400 万円（10.5％）増の 40 億 5,600
万円になったことが挙げられる。 

○（費用） 
平成 30 年度の経常費用は６億 8,200 万円（0.9％）増の 782 億 8,600 万円

となっている。 
  主な増加要因としては、診療経費が、高額な薬剤の使用が増加したこと等に

より２億 4,200 万円（1.0％）増の 234 億 8,600 万円となったこと、及び受託
研究費が、受託研究の受入増加に伴い４億 4,100 万円（12.1％）増の 40 億
6,900 万円となったことが挙げられる。 

○（損益） 
  以上から、平成 30 年度の経常利益は４億 5,400 万円の黒字となっている。
また、セグメント別の業務損益でも、大学、附属病院、附属学校いずれも黒字
と健全な状態である。 

 
■ 附属病院の経営基盤【22-3-1】 
○ 年間５回程度開催していた病院経営会議（議長：病院担当理事）を月１回に
開催数を増やすとともに、会議開催前には理事及び大学本部の事務職員並び
に医学部の事務職員を構成員とする作業部会を行うことで病院の収支バラン
スの詳細な把握を行う体制を構築するなど、附属病院に係るガバナンスを強
化した。 

○ 蓄積した診療科等の情報を基に管理会計情報分析ツールを駆使し、各部門・
診療科等の収支分析を行い、各部門に周知した。また、テーマごとに組成した
各経営改善プロジェクトの取組等を病院長及び経営企画室長の下で点検を行
うとともに、以下のとおり増収策又は経費抑制策を行った。 

＜増収策＞（取組の詳細は 14 頁参照） 
①他大学と比較したデータの活用や病床稼働率及び DPCⅡ日以内退院率を基
にした病床配置の見直しを行い、平均在院日数 15.4 日（前年度から 0.8 日
短縮）、診療単価 81,220 円（前年度から 1,736 円増加）、病床稼働率 89.2％
（対前年比▲1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ）となった。 

②特定集中治療室管理料及び画像診断管理加算の上位加算の取得並びに抗菌
薬適正使用加算の取得により２億 4,609 万円の増収となった。 

③PET 検査について、PET-CT では外来実施率の増加率が 4.1 ポイント上昇し、
規模の大きい 800 床以上の病床をもつ 15 大学の中で１位（全 42 大学中３
位）、入院外来合わせて実施件数は 251 件増加し、請求額は 2,478 万円増
収した。また、PET-MRI では、外来実施件数が 225 件増加（増加率 58.6％）、
入院外来合わせて実施件数は 184 件増加、請求額は 2,162 万円増収となっ
た。 

④より高精度な放射線治療（強度変調放射線治療）の推進により、請求額は
2,885 万円の増収となった。 

＜経費抑制策＞ 
「コスト削減に係る取組の推進」（43頁）に詳細を記載。 
 

  このような取組の結果、附属病院セグメントの業務損益は 443 万円の黒字
となった（平成 29 年度実績比＋６億 2,800 万円）。また、平成 30 年度計画
比でも当期総利益は＋６億 2,300 万円となり、経営状況は着実に改善されて
いる。 
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中
期
目
標  

【25】教育研究等の質を維持・向上させるため、評価サイクルの更なる実質化を図る。 
 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【25-1】 
 教育研究等の質を維持・向上させるため、全学及び研究科等ご
との組織評価を継続して実施する。また、評価内容・方法につい
て必要に応じて改善を行うとともに、認証評価、年度評価、中期
目標期間評価等の評価結果に基づいた改善の状況について不断
に点検することにより、評価サイクルの更なる実質化を図る。 
 

【25-1-1】 
 秋期に年度計画の進捗状況及び中期計画に関する指標の達成状況確認を行い、計画
達成に向けた課題等を確認するとともに、これまでの評価結果への対応状況をモニタ
リングすることにより、評価サイクルを着実に実行する。また、内部質保証に関する
体制を点検･評価の上、方針を明確化する。 

Ⅲ 

 

 

  

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(３) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

① 評価の充実に関する目標 
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中
期
目
標  

【26】社会への説明責任及び大学のブランディングの観点から、神戸大学の様々な活動及び成果等を国内外に広く効果的な手段で情報発信する。 
 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【26-1】 
 社会への説明責任の観点から、神戸大学における教育研究活動
の状況や自己点検・評価に関する情報等を関係者にわかりやすく
伝わる形式で公表するとともに、大学ポートレートの活用や大学
の歴史的文書等を一般利用に供するなど、積極的な情報発信を行
う。 
 
 

【26-1-1】 
 教育研究活動の状況について、所定の項目以外に必要とされる情報を、独自のデー
タ資料集の作成や大学ポートレートの活用により公表する。特に本年度は、データ資
料集の掲載内容等を工夫し本学の情報を社会にわかりやすく示すとともに、国際発信
版の大学ポートレートの公表を開始することで海外への情報発信の強化を行う。 

Ⅲ 

【26-1-2】 
 公文書管理の重要性に関する意識啓発を行い、特定歴史公文書等の受入れから一般
利用に供するまでの業務をより円滑に行うため、職員研修を計画的に実行する。また、
一般利用の促進を図るため、展示会の開催、所蔵資料のデジタル化、国立公文書館と
の連携による横断検索目録の充実、レファレンス対応等を行う。 

Ⅲ 

【26-2】 
 世界的教育研究拠点として発展していくため、英語サイトを本
学における大学広報の中心的な手段と位置付け、英語サイトの改
訂を順次進め、海外のステークホルダーを対象に教育研究の情報
を積極的に発信し、アクセサビリティ・ユーザビリティを一層高
めていく。さらに、国際的に発信すべき研究成果の英文プレスリ
リースを行う。 
 

【26-2-1】 
 多彩な国際広報の展開を目指すため、情報内容に応じて英語サイトを中心とした媒
体を効果的に活用するとともに、国際広報関連の研修や学生広報チームの活動推進な
どにより、海外向けの情報発信を強化する。特に、研究ニュースの発信では
EurekAlert!、AlphaGalileo の活用を促進し、研究ニュース以外では英文 SNS を活用
する。 

Ⅲ 

【26-3】 
 大学のブランドを確立するために、ウェブサイト・広報誌等の
あらゆる大学の広報媒体を検証し、Web での SNS 発信、学生によ
る広報活動等、より効果的な広報手段を通して情報発信する。ま
た、卒業生の活躍や海外オフィス、海外同窓会を積極的に紹介す
ることにより、国際性豊かな神戸大学らしさを伝えるとともに、
大学としての信頼性を向上させる。 
 

【26-3-1】 
 プレスリリース、記者会見、広報誌、ウェブサイト、SNS、学生広報チームによる情
報発信などの多様な広報媒体の効果的活用により本学の知名度向上を図る。また、前
年度に引き続き海外での様々な活動を紹介することで、国際性豊かな教育研究に関す
る情報発信を強化する。 

Ⅳ 

 

 

 
 
 

  

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(３) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

② 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 



神戸大学 

- 47 - 

（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等 

■ 計画の進捗管理と自己点検・評価体制【25-1-1】 
○ 中期計画の事項ごとの取組状況や成果・効果（アウトカム）のエビデンスと
なる資料・データの収集状況を確認した上で、担当部とヒアリングを行い、中
期計画達成への課題について意見交換し、達成に向けて改善すべき点を確認・
共有した。また、部局に対しても、大学執行部によるヒアリングを実施し、中
期計画の要素となる部局の取組について、中期計画やその他大学で重要指標
として定めている指標への寄与状況を含めて確認し、着実または加速して実
行するよう徹底した。 

○ 学内の内部質保証体制を点検し、内部質保証が更に有効に機能するよう、こ
れまでの大学の点検・評価を主に規定した「神戸大学における点検・評価の基
本的な考え方」を、点検・評価のみならず改善までの内容を含む「神戸大学に
おける内部質保証の基本的な考え方」へ大幅に改正することとし、全学の内部
質保証の方針を明確化した。 

 
■ 教育研究等の積極的な情報提供（データ資料集、教育情報の公表）【26-1-

1】 
○ 本学における今の姿を経年推移データ又は比較データ等を用いて分かりや
すく伝える「神戸大学データ資料集」について、その目的、位置づけ、作成方
針等を再定義した上で、本学の情報をより分かりやすく伝えるために構成を
見直した。具体的には、大学発ベンチャー企業の状況や海外派遣と経済的支援
状況等の新規追加、共同研究・受託研究、留学、財務等の新たな分析など、社
会連携や国際交流、財務に関する情報を充実させた。 

○ ファイナンシャルレポートについて、従来の財務情報だけでなく、本学のビ
ジョンをはじめ、教育研究や社会連携、ガバナンスなどの非財務情報を新たに
加え財務情報と統合することにより、本学の価値創造の姿をより分かりやす
く伝えられるように改訂し、ホームページ上で公開するとともに、冊子体は同
窓会等の外部団体に配付したほか、学内の意識共有にも活用した。 

 
■ 広報活動【26-2-1、26-3-1】 
○ 国際広報活動強化に向けて、以下の取組を行った。 
・ 研究成果の国際発信については、引き続き「EurekAlert!」、「AlphaGalileo」
を活用し、インパクトの期待できるものを中心に情報発信を行った。29 件
リリースし、うち 15 件（平成 29 年度は 26 件中７件）について、Forbes オ
ンライン版掲載、American Astronomical Societｙ等、海外からレスポン
スがあった。特に、「ナナフシは鳥に食べられて子孫を拡散させる!? The 
stick insects that survive being eaten by birds」の研究成果は、New 
York Times、New Yorker、Washington Post、Gizmodo、Daily Mail での掲
載やイタリア語、ドイツ語等でも記事になり、反響が大きかった。 

・ 英語版広報誌「Kaze」の中で、平成 30 年度新たに開設したルーマニアと
中国・上海の新しい海外拠点や海外の大学との交流活動等を紹介し、また本
学の特色ある国際教育の一つである経営学部 KIBER PROGRAM を英語で紹介
する映像を作成し発信する等、研究成果以外の国際発信にも力を入れた。 

・ 上記の取組等の結果、英語サイトビュー数 346,314(34,145 増)、ユーザ
ー数 72,513 (10,258 増)、研究ニュースサイト（英語）ビュー数 14,414 
(6,020 増)、YouTube チャンネル 海外から再生時間 32,934 分(14,227 分

増)、再生回数 18,454 回（8,241 回増）と海外からのアクセス数が大幅に増
加した（（ ）は平成 29 年度からの増加数）。 

・ 平成 29 年度発足した学生広報チームによる海外大学からの訪問者に対し
てのキャンパスツアーについて、平成 30 年度はチームメンバーに交換留学
生を加え、留学生の日々の様子も取り入れ実施した（８回実施）。 

 
○ 大学のブランド確立や情報発信に向けて、関西圏以外での浸透も意識して
全国的に展開できる媒体の活用を強化し、以下の取組を行った。 

 ・ 動画広報 
SNS 用の短編動画について、インターネットラジオの予告やその他各種イ

ベントの広告や大学の風景などを中心に 34 本公開した。また、学長定例記
者会見、入学式、オープンキャンパス、これまで取り上げてこなかった学生
寮など広報チームが作成したものを含め、大学紹介の動画 27 本を You Tube
チャンネルで公開した(YouTube チャンネル再生時間 248,724 分（61,885 分
増）、視聴回数 164,797 回（59,307 回増）、チャンネル登録者 549 人（293
人増）（（ ）は平成 29 年度からの増加数）。 

 ・ テレビ等の放映による大学広報 
研究者紹介システムを通して、メディアに対して積極的に本学教員の研

究活動・成果について情報を発信した結果、テレビ、ラジオの番組で多く取
り上げられた。特に、「鬼界海底カルデラ内に巨大溶岩ドームの存在」に関
する研究については、NHK BS プレミアム「滝沢秀明の火山探検紀行 巨大
カルデラの謎に迫る」として、一つの番組として取り上げられた（研究内容
の詳細は９頁参照）。その他、平成 29年度に AMED 理事長賞を受賞した「世
界最高性能マイクロ波マンモグラフィシステムの研究開発」の研究につい
ては、被爆せず、かつ造影剤を使用せずに、乳房の自然な形状を保った状態
にて痛みを伴わず計測できるマンモグラフィシステムに注目が集まり、数
多くのメディアで紹介された。また、国の登録有形文化財に登録されている
施設を活用して、NHK 朝ドラをはじめドラマや映画のロケ地として発信を行
った。 

・ 親しみやすいマスコットキャラクター「神大うり
ぼー」について大学生協と連携し新たなグッズの
開発・拡散を進め、大学グッズの販売点数と販売金
額を大幅に伸ばした（販売点数 40,945 点（14,658
点増）、販売金額 27,146,809 円（8,848,642 円増））
（（ ）は平成 29 年度からの増加数）。  

 
上記のような情報発信を積極的に行ってきた結

果、高校３年生を対象としたアンケート調査（リクル
ート社・進学ブランド調査 2018）において、ほぼエ
リア内の大学で占められる関東エリアで「教授・講師
陣が魅力的である」、「先輩・卒業生が魅力的である」等３項目でランクイン
（従来は「学費が高くない」の１項目のみ）したほか、東京を本社とする企業
２社とネーミングライツの契約を締結するなど、課題であった首都圏での知
名度向上につながっている。（詳細は、42 頁参照） 
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中
期
目
標  

【27】教育研究等の質の向上及び施設の老朽化に対応した施設マネジメントを計画的に実施する。 
【28】教育研究等の質の向上及び世界的教育研究拠点としての環境整備を図るため、設備・情報基盤の整備を効果的・効率的な利用の観点から計画的に 

実施する。 
【29】「神戸大学環境憲章」の大学における全ての活動を通じて現代の重要課題である地球環境の保全と持続可能な社会の創造に取り組むという考えを 

踏まえた環境保全活動を実施する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【27-1】 
 大学の重点的な取組等において必要となるスペースや施設機
能を確保するため、既存施設の利用状況等を点検し、利用率が低
いスペースを集約化するなどのスペースの有効活用及び再配分
を行うとともに、老朽化により低下した施設の機能を改善し、学
生や教職員等が安全・安心な環境で教育研究等を行うことができ
るよう、施設の整備・維持管理を計画的に実施する。また、医学
部附属病院立体駐車場施設整備等事業及び農学系総合研究棟改
修事業を PFI 事業として確実に推進する。 
 

【27-1-1】 
 第３期中期目標期間における本学の機能強化等へ対応するための施設整備方針に
基づき、深江キャンパス２号館について先端研究の充実・発展に寄与する機能整備を
行う。また、各部局等からの施設整備要望に対する工事や、老朽施設の改修・更新等
の基本的な考え方を示す『神戸大学アクションプラン』に基づき、施設の老朽改善工
事などを実施する。 
 PFI 事業については、医学部附属病院立体駐車場施設整備等事業の完了に伴う、建
物の引き渡しや施設の運営・維持管理業務の引継ぎなどを行うとともに、農学系総合
研究棟改修事業の平成 31 年度完了に向けて、その後の具体的な対応策について検討
を着手し、円滑な事業完了のための準備を行う。 
 

Ⅲ 

【28-1】 
 基礎研究基盤の整備及び先端的な応用研究推進のため研究設
備の整備を進める。あわせて、全学的な研究設備のマネジメント
体制を強化し、現有設備調査・データベース等の整備、研究設備
の効率的配置のためのマスタープラン等の更新、機器操作技術指
導プログラムの策定等により、研究設備の学内外の共同利用を推
進する。 
 

【28-1-1】 
 研究設備データベースを継続的に更新し、データを良好な状態に維持するととも
に、研究設備共同利用予約システムを安定的に運用し、学内研究設備の共同利用を促
進する。また、リユース機器の選定基準に沿ったリユースを実施する。 
先端研究のレベル向上に寄与し、大学の機能強化を推進できるよう、研究設備マス

タープランの更新案について検討する。 
人材育成の観点から機器操作技術指導教育プログラムにより技術員のスキルアッ

プ及び機器操作技術指導力の向上を図る。 

Ⅲ 

【28-2】 
 「神戸大学 ICT 戦略」に基づいて、情報ネットワーク・基幹情
報システムの整備を継続するとともに、クラウド化等の情報基盤
の共通化を推進する。 
 
 

【28-2-1】 
 教育研究用計算機システム（KAISER2016）及びキャンパス情報ネットワークシステ
ム（KHAN2017）をはじめ各システムの安定的な情報環境を提供する。平成 31 年度か
らの学生のパソコン必携化に向けた取組として、学内のインフラ環境を整備する。 
平成 29 年度までにクラウド環境の整備を行いシステム構築した、グローバル教育

管理システム及び映像配信システムの運用を開始する。 

Ⅲ 

【29-1】 
 廃棄物等の環境負荷低減を目指した 3R（リデュース、リユー
ス、リサイクル）活動による廃棄物の削減、エネルギー使用の合
理化及び有害物質の管理等の環境保全活動を実施する。 
 

【29-1-1】 
 平成 30 年度環境保全活動計画に沿って、3R 活動の取組として紙ごみの分別の徹底
等による廃棄物の削減を実施するとともに、「新設される施設、設備のエネルギー影
響把握と評価」制度によるエネルギー使用の合理化、及び有害物質の適正な管理を実
施する。また、それらの取組について検証し、更なる環境負荷低減に向けた方策を検
討する。 

Ⅲ 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(４) その他の業務運営に関する重要目標 

① 施設・設備の整備・活用等に関する目標 
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中
期
目
標  

【30】大学の諸活動における安全性の向上を目指し、環境の変化に応じて対策に取り組み、セキュリティマネジメントを実施する。 
【31】災害等の異常発生時及び大学基幹業務復旧時の対応を充実させる。 
 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【30-1】 
 安全衛生基本方針を踏まえ、学生・教職員の意識向上を図るた
め、情報の共有化、教育訓練の推進及び危険源の明確化等の取組
を実施する。 
 

【30-1-1】 
 事業場ごとに策定した平成 30 年度安全衛生活動計画に基づいた啓発活動や教育等
の取組を実施するとともに、それらの取組について検証し、翌年度の活動計画に反映
する。また、平成 29 年度に制定した「神戸大学における受動喫煙の防止及び敷地内禁
煙に向けた取組に関する指針」に基づき、禁煙サポート対策の実施及び指定喫煙場所
の段階的な整理に向けた取組を実施する。 

Ⅲ 

【30-2】 
 社会情勢の変化に対応して、情報セキュリティポリシーを見直
しつつ、よりセキュアなネットワーク基盤の整備、定期的な監査・
研修の実施等を通じて、情報セキュリティマネジメントを実現す
る。 
 

【30-2-1】 
 情報セキュリティポリシーに基づいて、情報セキュリティ対策基本計画の推進、サ
ーバ監査、情報セキュリティ教育を継続して実施するとともに、キャンパス情報ネッ
トワークシステム（KHAN2017）で導入したセキュリティ対策機器による監視を開始す
る。また、平成 31 年度からの学生のパソコン必携化に向けて、情報セキュリティポ
リシーを見直す。 

Ⅲ 

【31-1】 
 大規模災害等の発生に備えた近畿地区の国立大学等における
連携を維持するとともに、災害等の異常発生時の対応を記した危
機管理マニュアル及び大学基幹業務復旧時の対応を記した事業
継続計画（BCP）に基づく訓練を実施し、その結果を踏まえて専
門家を交えた検討を行うなど、運用・点検を行う。 
 

【31-1-1】 
 構成員の防災意識の啓発を図るため、障害を持つ学生への対応を含めた地区消防隊
単位による訓練、全構成員を対象とする安否確認訓練、危機管理対策本部を対象とす
る大規模災害発生時の初動対応に係る訓練に加え、新たに教職員及び学生の海外渡航
時の危機管理対応に関する訓練を実施するとともに、啓発資料の内容を更新し、学内
構成員に配布する。 
また、各種訓練を通じて危機管理体制を点検し、必要な改善を行う。 

Ⅲ 

 

  

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(４) その他の業務運営に関する重要目標 

② 安全管理に関する目標 
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中
期
目
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【32】社会的信頼性を確保し、内部牽制体制の確立と監査業務の更なる充実を推進する。 
【33】適正な大学運営を行うため、大学の諸活動における法令遵守はもとより、大学倫理を徹底する。 
 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【32-1】 
 組織的牽制機能の充実・強化を促進するため、本学の実態に即
して不正が発生する要因を分析し、不正が発生するリスクの高い
項目に対して重点的に人員と時間を投入するリスクアプローチ
監査を実施する。 
 

【32-1-1】 
 年度当初に年間の監査計画を策定し、それに基づき内部監査を着実に実施する。不
正発生リスクに対しては、抜き打ちのリスクアプローチ監査を実施するとともに、前
年度の監査の結果に対する対応状況を確認するフォローアップ監査も充実させる。ま
た、医学部附属病院における医療安全に係る業務状況について、新たに監査室が聴取
することとし、点検体制を強化する。 
 

Ⅲ 

【33-1】 
 ハラスメントの防止に関して学生及び教職員に対する啓発活
動を充実させるとともに、利益相反に関して教職員に対し繰り返
し周知を行い、認識を深めることにより利益相反マネジメントを
徹底する。 
 

【33-1-1】 
 教職員を対象としたハラスメント防止に関する研修会（講習会）及びハラスメント
相談員を対象とした研修会を実施する。学生に対しては、入学式において新入生にハ
ラスメントのリーフレットを配布する。また、リーダーズトレーニング（非公認団体
を含む。）において、ハラスメント防止に関する研修を行うとともに、研修効果を検
証することにより、啓発活動を充実させる。 
 利益相反について、自己申告書を利益相反マネジメント委員会において確認し、助
言・指導を行うとともに、「神戸大学利益相反マネジメント」ガイドブック（平成 26
年２月作成）を改訂する。 

Ⅲ 

【33-2】 
 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライ
ン」に基づき整備した規則及び全学的な管理体制の下、教員・事
務職員等に対するｅラーニング教材等を活用した研究倫理教育
を継続的に実施する。あわせて、教職員の初任時セミナーや学生
の入学時セミナー等を活用し、研究倫理に関する啓発等を行い、
大学全体の研究活動における不正行為防止に向けた体制等を強
化する。 
 

【33-2-1】 
 APRIN e ラーニングプログラム等を利用した研究倫理教育を継続的に実施する。ま
た、教職員の初任時セミナーや学生の入学時セミナー等を活用し、研究倫理に関する
啓発を行うとともに、研究活動における不正行為の防止に向けた研修会等を実施す
る｡ Ⅲ 

【33-3】 
 研究費の適正使用の徹底を図るため、教職員及び学生に対する
啓発活動として、研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対
し、コンプライアンス教育の実施と誓約書の徴取を徹底する。ま
た、説明会等において研究費の使用ルール等の理解度が低い事項
について周知を行うとともに、ハンドブック類やウェブサイトの
利用促進を行うなど、知識の習得や意識の向上に努め、法令遵守
を徹底する。 

【33-3-1】 
 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」を踏まえ、研究費の
適正使用に関する啓発活動として、eラーニングによるコンプライアンス教育の受講
状況を把握の上、受講を徹底するとともに、誓約書の徴取についても徹底する。また、
不正使用が起きない状況を維持するために、毎年研究費不正使用防止の説明会等にお
いて、理解度テストの理解度が低い事項に重点を置いた説明や不正使用の事例等の説
明を行うとともに、ハンドブック類やウェブサイトの利用促進について周知する。 

Ⅲ 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(４) その他の業務運営に関する重要目標 

③ 法令遵守に関する目標 
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【33-4】 
 大学が保有する個人情報を法令等に基づいて適切に管理し、漏
えい防止に努める。法令等の遵守に当たっては、全教職員を対象
とした個人情報管理状況調査を実施するとともに、教職員及び学
生に対して個人情報保護の重要性を理解させるため、研修会等を
実施する。教職員に対する研修は、年間複数回実施するとともに、
ｅラーニング研修も併せて実施することにより、法令等の遵守に
ついて周知徹底する。 
 

【33-4-1】 
 個人情報を適切に管理し、漏えいを防止するため、研修会等を通じて個人情報保護
管理規則と情報セキュリティポリシーの周知を徹底し、教職員の意識の向上を図ると
ともに、ｅラーニング研修の全学実施に向け、一部試験的に実施する。また、学生へ
の啓発については、生活案内冊子に加えて、分かりやすくまとめたポスターを作成し、
周知する。 
 全教職員を対象とした個人情報管理状況調査について、前年度に引き続き、オンラ
イン上及び紙媒体による回答を併用して実施する。 

 
 

Ⅲ 

【33-5】 
 外国為替及び外国貿易法を遵守し、本学のグローバル化を着実
に推進するため、安全保障輸出管理に関する研修会の開催や個別
訪問判定などを継続的に実施することにより輸出管理業務の定
着化を促進する。また、管理体制・手順の点検を行い、部局の一
次審査能力の向上を図るとともに、事前に適正な該非判定を行
い、法令で規制される技術の提供及び貨物の輸出の際には、許可
を申請・取得する。 
 

【33-5-1】 
 安全保障輸出管理に係る研修会の開催により、技術の提供、海外からの教員等の採
用や留学生等の受入れ及び装置等の輸出の際に事前チェックリスト提出の漏れがな
いよう周知活動を行う。また、個別の該非判定を継続的に実施するとともに、部局に
おける安全保障輸出管理マニュアル等を用いた一次審査の実施について検討する。 Ⅲ 
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（４）その他の業務運営に関する特記事項等 

 
■ 法令遵守に関する取組 
①情報セキュリティ、個人情報保護に係る取組【30-2-1、33-4-1】 
○ 情報セキュリティポリシーについて、監査に対する対応強化、ネットワーク

の更新に伴う対応、BYOD 導入に伴う対応を踏まえ、情報システム管理部会か
らの監査結果への関与事項追加、ネットワーク利用範囲の整理等、所要の改正
を行った。また、情報セキュリティの点検については、学外公開サーバのセキ
ュリティ監査を２回実施し、危険度に応じて対応するとともに、各部局から委
員が参加する情報セキュリティ委員会で確認・共有した。 

○ 「個人情報の保護及び情報セキュリティに関する研修」等の従来から行って
いる研修（受講者延べ 411 名）を引き続き実施するとともに、新たに部局の管
理担当者向けの情報セキュリティ研修（受講者 87 名）を実施し、情報セキュ
リティインシデント発生時の対応やネットワークの障害対応等に関する知識
を習得させた。また、学生に対して、全学部生に受講することを義務付けてい
る「情報基礎」中で個人情報保護を含めて取り扱い、さらに平成 30 年度は主
に学部生を対象とした個人情報保護のポスターを作成の上、全部局へ通知・配
付し、個人情報の適切な取扱いについて周知した。 

○ 全教職員を対象とした「個人情報管理状況調査」を引き続き実施し（回答率
97％）、離席時の画面のロック・パスワード設定や個人情報データファイルの
利用後の適切な削除処理等の項目について、前年度よりおおむね改善された。
また、個人情報に係る内部監査を引き続き実施するとともに、平成 29 年度に
実施した保有個人情報の管理状況に関する監査に係る対応状況の確認を行
い、引き続き個人情報の管理を適切に行うよう指導した。 

○ 本学は特に EU 域との連携強化を重視し、ブリュッセルオフィスを構え活発
に活動しており、EU 一般データ保護規則（GDPR：EU の個人情報保護法）施行
に伴い、EU 域から本学への個人データの移転等に関し適切に対応するため、
本学ブリュッセルオフィスにおいてプライバシーポリシー及びシンポジウム
等の参加に係る入力フォーマットを整備した。 

 
②公的研究費の不正使用防止に向けての取組【32-1-1、33-3-1】 
○ 競争的資金等の運営・管理に関わる新規採用者に対して、コンプライアンス

教育（ｅラーニング）を受講した上で、法令を遵守すること、また違反等があ
った場合、責任を負うことの誓約書を提出させ、研究費不正使用防止に対する
理解の向上を図った。また、研究費コンプライアンス推進責任者からコンプラ
イアンス教育受講状況及び誓約書の提出状況を報告させることにより、漏れ
なく受講させ、確実に誓約書を提出させるようにし、平成 31 年度科研費応募
対象構成員のコンプライアンス教育の受講率及び誓約書の提出率はともに
100％を達成した。 

○ 公的研究費の適正使用に係る活動として、研修や説明会等、様々な機会をと
らえて、コンプライアンス教育のテストの理解度が低い項目や不正使用の事
例等の説明を行うとともに、不正使用防止の具体的対策として、研究費不正使
用防止に関する意識の向上を図るために研究費使用ハンドブック、科研費 FAQ
及びウェブサイトの利用を促進し、ハンドブック等の内容について、各部局か
らの意見聴取の内容を踏まえ、一部改定を行った。 
・神戸大学新任教職員研修（参加者 91 名） 

・科研費説明会（計３回、参加者 119 名） 
・学内会計研修（参加者 34 名） 
・工学系知財・経費適正使用講習会（計２回、参加者 142 名） 
・農学系知財・経費適正使用講習会（参加者 71 名） 
・科学技術イノベーション研究科知財･経費適正使用講習会（参加者 67 名） 

○ 平成 30 年９月・10月には、監事、監査室、内部統制室、研究推進部といっ
た関係部署が共同で公的研究費の管理について、複数の観点からの監査を行
い管理面で課題がないか厳重にチェックするとともに、リスクアプローチ監
査として、カメラ、パソコン等の換金性が高い 50 万円未満の少額物品につい
て抜き打ちで監査した。換金性の高い物品に関して、①納品後の物品の現物確
認、②使用状況、③管理体制について実地監査し、適正に処理されていること
を確認した。また、競争的資金等の予算差引簿から支出内容のモニタリングを
行い（年４回）、適正に業務が行われていることを確認した。 
 

③研究活動における不正行為防止に向けての取組【33-2-1】 
○ 「研究活動の不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏まえ、前年度
に引き続き、ｅラーニングプログラム「CITI Japan プログラム」を利用した
研究倫理教育を実施し、対象となる教職員の受講率は 100％であった。また、
年度当初の新任教職員研修や学生の入学時セミナー等を活用し、研究倫理に
関する啓発を行い、平成 30 年９月に開催した科研費説明会においては、教職
員に向けて学術研究にかかる不正行為の防止等に向けた取組について講習を
行った。 

 
■ 施設マネジメントに関する取組【27-1-1】 
①施設の有効利用や維持管理（予防保全を含む）に関する事項 
○ 学内営繕事業、施設費交付金及び建物老朽劣化対策経費等により、「神戸大
学アクションプラン」や各部局からの施設整備要望に基づき、バイオシグナル
総合研究センター棟の外壁改修、学生会館の防水改修及び、社会科学系第四学
舎や保健学研究科本館のエレベータ改修等の施設の老朽改善工事を計画的に
実施した。 

 
②キャンパスマスタープラン等に基づく施設整備に関する事項 
○ 上記の施設整備のほか、第３期中期目標期間における施設整備方針に基づ
き、施設整備費補助金により、先端研究の充実・発展に向けた海に面した深江
キャンパス２号館の施設の改善、改修による施設の集約・統合・再配置等の機
能整備を実施し、安全で良好な教育研究環境を確保した。また、本学の教育研
究活動を支える重要なライフラインのうち、六甲台２団地の老朽化した給排
水管・電気ケーブル等を平成 30 年度計画分について更新を実施した。また、
附属病院の非常用照明設備の更新等についても、安全安心な教育研究及び診
療施設の確保に寄与する整備を実施した。 

  さらに、平成 31 年度からのノートパソコン必携化に向けた学内の無線アク
セスポイントを増強するインフラ整備を行うとともに、課外活動団体の卒業
生からの寄附金（約 3,000 万円）により、グラウンドの芝生化を進めたり、教
室等の施設のネーミングライツ料の一部を当該施設の維持管理費や整備費に
充てるなど、外部資金を活用した施設整備を進めた。 
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③多様な財源を活用した整備手法による整備に関する事項 
○ 事業コストの削減とより質の高いサービス提供の両立を目指し、公共施設
等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し
て行う PFI 事業を以下のとおり進めた。 
・ 医学部附属病院立体駐車場施設整備等事業については、売上額が当初目
標額の約 10％増で推移するとともに、患者に対する駐車料金の割引サービ
スを引き続き実施することにより、利益還元するなど、順調に運営を行っ
た。また、平成 30 年度末の事業完了に伴う建物の引き渡しや施設の運営・
維持管理業務の引継ぎなどを実施し、今後、同施設の運営・維持管理業務を
実施することにより、その有効活用を図る。 

・ 農学系総合研究棟改修事業については、関係者協議会 WG（月次開催）等
により毎月モニタリングを行い、減額対象となる業務上の重大な支障が起
こることなく、順調に運営した。なお、平成 31 年度の事業完了に向けて、
その後の具体的な対応策について検討を進め、円滑な業務完了の準備を行
った。 

 
④環境保全対策や積極的なエネルギーマネジメントの推進に関する事項 
○ 以下の施設整備を通して、施設マネジメントの観点から省エネや環境負荷
の低減に貢献できるサステイナブル・キャンパスの形成を図った。 
・（鶴甲２）本館(Ａ)空調設備改修工事（Ⅱ期）(Ⅲ期) 
・（深江）総合研究棟（海洋底探査センター）改修電気設備工事 
・（深江）総合研究棟（海洋底探査センター）改修機械設備工事 

 
■ 環境マネジメントに関する取組【29-1-1】 
○ 学内に設置している照明器具等の PCB 含有調査を行い、PCB 含有安定器等廃
棄物を保管庫に適切に保管を行った。また、すでに保管していた PCB 廃棄物
の分別作業を行い、平成 30 年 10 月までに登録を行って保管している PCB 廃
棄物について、全ての搬出処分を行った。 

○ 「新設される施設、設備のエネルギー影響把握と評価」制度による深江
キャンパス２号館の「推定使用エネルギー調査票」を作成するとともに、
鶴甲２団地の本館（Ａ）の老朽化した空調設備を高効率の設備に更新する
工事を実施した。（高効率の空調設備に改修することによりエネルギー使
用量が従来の機器より約 55.6％削減可能となり、エネルギー削減量を試
算した結果、年間 33,763kwh の削減が見込まれる。） 

  こうした取組により、平成 30 年度のエネルギー使用量は、平成 29 年度基
準で 1.7％が削減された。 

 

■ 研究設備マネジメントに関する取組【28-1-1】 
○ 全学での共有・使用を促進する研究設備データベースを更新し、登録機器数
は 273 台まで増加した（平成 29 年度 262 台）。また、平成 29 年度にリユー
ス機器として認定した蛍光X線分析装置について平成30年度に設置を完了す
るとともに、大学の機能強化に必要不可欠な基幹分析機器として、電界放出型
走査型電子顕微鏡を導入し、それぞれ供用を開始した。さらに、これらの利用
者を対象とした講習会を実施し、32 研究室から計 42 名が受講し、今後、幅広
い分野での利用が見込まれる。 

○ 機器操作技術教育プログラムについては、平成 30 年度６名のスキル達成評
価を行い、技術員のスキルアップ及び機器操作指導力の向上を継続的に図っ

た。また、研究基盤センターの機器を利用し研究を進めている大学院生及び研
究生による研究成果の発表の場としてポスターセッション（若手フロンティ
ア）を開催し、平成 30 年度は 91 名の発表があった。 

 
■ 安全保障輸出管理の周知・運用に関する取組【33-5-1】 
○ 外国為替及び外国貿易法を遵守し本学のグローバル化を着実に推進するた
めの安全保障輸出管理に係る周知活動として、新任教職員研修での説明、新設
されて間もない研究科や担当者が変更となった部局に対して部局に沿った内
容での説明、学生に対して新入生の手引きへの掲載などの取組を行った。ま
た、共同研究・知財説明会において、事務職員向けに周知活動を実施する（参
加者 37 名）とともに、工学研究科、システム情報学研究科、科学技術イノベ
ーション研究科の教職員に対し、周知活動を実施した（参加者 135 名）。 

○ 該非判定を継続的に実施し、事前チェックリスト 1,055 件（内アドバイザ
ー関与件数 358 件）、二次審査３件（うち経済産業大臣への許可申請２件、一
般包括役務取引許可証適用１件）を処理し、安全保障輸出管理上のリスクがな
いことを確認した。また、安全保障輸出管理規則に従い、部局別監査（兼ヒア
リング）を実施し、案件の多い部局の業務対応の向上が見られ、かつ監査を実
施した全ての部局においておおむね妥当な輸出管理業務が実施されているこ
とを確認した。 

 
【平成 29 年度評価における課題への対応】 
■財務諸表上の当期総損失に関する課題 

平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価結果の中で、「新たに整備した
国際がん医療・研究センターにおいて、当初計画どおり企業からの支援を受け
られなかったこと等により当期総損失が生じていることから、財政再建に向
けた取組を計画的に実施することが求められる。」との指摘があった。 
本課題への対応として、国際がん医療・研究センター（ICCRC）の組織的な

基盤の強化のため、規則改正を行い、医学部附属であった ICCRC を附属病院
に再編し附属病院の下に位置付け、事務組織を含め連携を強化した。また、
ICCRC 自体の財務状況の改善策として、平成 30 年度から病床数を 30 床から
50 床に増床し効率的に運用することで手術件数を増加させるとともに（平成
30 年度 1,410 件（平成 29 年度は 614 件）、前年度比 796 件増））、外来部門
においては、形成外科、乳腺内分泌外科を中心に外来患者数を増加させた
（1,024 人（前年度比 796 人増））。さらに、平成 30 年度から新たに婦人科
及び小児外科を開設し、平成 31 年度には消化器内科が診療を開始する予定で
ある。 
また、運営面の強化として、平成 30 年度から ICCRC の各診療科の稼働状況

等について、関係者に情報を周知徹底した。加えて、附属病院、ICCRC 双方の
診療科長と附属病院の病棟医長が参加する連携推進会議を開催するととも
に、ICCRC の診療科に対する病院長ヒアリングで、診療状況や稼動目標値の確
認や意見交換をすることで、本院のガバナンスのもと、より適正な運用を図っ
た。２、３ヶ月に１度の頻度で開催している大学本部に置く病院経営会議を月
１回の開催に増やし、両院の黒字化を図る再建計画の実効性を担保するため、
病院経営会議の構成員として病院経営に精通した管理会計の専門家を審議に
加えることとした。また、作業部会についても月１回の開催とし、構成員に新
たに財務部長を加えることで、経営計画の進捗状況について厳しくチェック
し、大学本部の関与を強化した。附属病院内においても、本院・ICCRC 執行部
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懇談会を開催し、目指すべき将来像について議論を行うとともに、診療科を取
り巻く環境、手術手技の特性を見極めた集約化等の議論を重ね、本院・ICCRC
の棲み分けの検討を行い、本院と ICCRC あわせて損益のバランスを考慮した
経営を行った。 
なお、本院においては、集中治療室の改修などにより上位の特定集中治療室

管理料の算定を行うほか、新たな加算等の算定（抗菌薬適正使用加算、画像診
断管理加算の上位加算）を行った。また、診療科別・疾病別の収支データの分
析を行い、また、診療科別・疾病別での医薬品使用量や検査実施件数等につい
て他大学との比較を各科に対して提示する方法を検討するなど、費用対効果
を指標とした効率的な病院経営を行った。 
 医薬品及び診療材料の調達に際して、市場調査等価格交渉に有益な情報を
収集した上で契約期間を設定して価格交渉を行うことや、後発医薬品への切
り替え促進、医療材料の共同調達の実施など、費用削減に努めるとともに、自
己資金による投資については、費用対効果や診療における有用性をより厳格
に評価する投資とした。 
ICCRC の再建に向けて病院関係者以外の専門家の視点も取り入れた平成 31

年度に黒字化する再建計画を策定し、病床の増床や新しい診療科の開設など
の取組を実施したところ、病院全体（附属病院セグメント）でみると 443 万円
の業務損益上の黒字（前年度比＋６億 2,800 万円）となった。また、平成 30
年度計画との比較でも、当期総利益は＋６億 2,300 万円となった。 

 
【平成 30 年度に判明した事案への対応】 
■ 無線局（無線機）不法使用について 
＜経緯＞ 

授業の一環として使用する無線局（無線機）について、当該無線局を管理す
る総務省近畿総合通信局より免許有効期間失効後の使用であり、不法使用に
該当する旨指摘があった。 

＜要因＞ 
 平成 15年 10月 14日付けで簡易無線局免許を受けた本学海事科学研究科で
使用の 10 局（免許の番号：近Ｋ第 100989 号～近Ｋ第 100998 号）について
は、カッター巡航訓練で使用していたが、免許の有効期間（平成 15 年 10 月
14 日～平成 20 年 10 月 13 日）が切れるまでに更新手続きを行う必要があった
にもかかわらず、手続きを失念し、無免許の状態で、平成 30 年７月 16 日に
上記無線局 10 局のうち６局を使用した。原因としては、海事科学研究科の組
織としての無線局免許の管理体制に不備があり、免許の申請状況、免許の有効
期間及び各局の現状等について、把握できていなかったためである。 

＜改善計画＞ 
総務省近畿総合通信局からの指摘を受けた部局においては全無線局の使用

停止を行った。また、全学に対しては、平成 30 年８月３日付け文書にて無線
局免許有効期間の確認及び有効期間を失効していた場合の無線局の即時使用
停止を指示した。その上で、今回の原因が組織としての無線局免許の管理体制
（免許の申請状況、有効期間及び現状の把握等）に不備があったことから、総
務省近畿総合通信局より、本学が免許申請を行った全ての無線局の申請デー
タを入手の上、部局別に整理した資料を作成し、全学会議や事務管理者会議等
において現状を再確認するとともに、改めて適正な利用の管理の徹底を図っ
た。 
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  ※ 財務諸表及び決算報告書を参照    

 

Ⅲ 短期借入金の限度額  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

１ 短期借入金の限度額 
  5,140,572 千円 
 

２ 想定される理由 
  運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発

生等により緊急に必要となる対策費として借
り入れることが想定されるため。 

１ 短期借入金の限度額 
  5,140,572 千円 
 

２ 想定される理由 
  運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発

生等により緊急に必要となる対策費として借
り入れることが想定されるため。 

 
該当なし 

 

Ⅳ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

１ 重要な財産を譲渡する計画 
 ・ 淀川団地の土地の一部（大阪府大阪市

東淀川区菅原１丁目 759 番、312.08 ㎡）
を譲渡する。 

・ 明石団地の土地の一部及び附属明石中
学校の建物の一部（兵庫県明石市山下町
358 番 16 号、土地 6,118.95 ㎡及び建物
3,245.83 ㎡）を譲渡する。 

・ 山の街団地の土地及び建物（兵庫県神
戸市北区緑町1丁目2番3号、土地243.84
㎡及び建物 260.76 ㎡）を譲渡する。 

 
２ 重要な財産を担保に供する計画 
 ・ 附属病院の施設・設備の整備に必要と

なる経費の長期借入れに伴い、本学の土
地及び建物を担保に供する。 

１ 重要な財産を譲渡する計画 
 ・ 該当なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 重要な財産を担保に供する計画 
 ・ 附属病院の施設・設備の整備に必要と

なる経費の長期借入れに伴い、本学の土
地及び建物を担保に供する。 

１ 重要な財産を譲渡する計画 
 ・ 該当なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 重要な財産を担保に供する計画 
 ・ 該当なし 
 

 

 

 

Ⅱ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画  
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Ⅴ 剰余金の使途  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

○ 決算において剰余金が発生した場合は、次
の使途に充てる。 

 
 ・ 教育研究の質の向上及び組織運営の改善 

○ 決算において剰余金が発生した場合は、次
の使途に充てる。 

 
 ・ 教育研究の質の向上及び組織運営の改善 

  
平成30年度の剰余金は令和元年度以降に繰越して教育研究の
質の向上及び組織運営の改善を行う事業に充てる。 

 
 

Ⅵ そ の 他   １ 施設・設備に関する計画 

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

 

施設・設備の内容 
予定額 

（百万円） 
財  源 

・（六甲台）基幹・

環境整備（急傾斜

地安全対策） 

・小規模改修 

総額 

593 

 

施設整備費補助金 

（125） 

（独）大学改革支援・

学位授与機構施設費交

付金 

（468） 

 

 

 

 

 

 
（注１） 施設・設備の内容、金額については見

込みであり、中期目標を達成するために
必要な業務の実施状況等を勘案した施
設・設備の整備や老朽度合等を勘案した
施設・設備の改修等が追加されることも
ある。 

（注２） 小規模改修について平成 28 年度以降
は平成27年度同額として試算している。
なお、各事業年度の施設整備費補助金、
（独）大学改革支援・学位授与機構施設
費交付金については、事業の進展等によ
り所要額の変動が予想されるため、具体
的な額については、各事業年度の予算編
成過程等において決定される。 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 
・（深江）総合研究

棟改修（海洋底探査

センター） 

・(ポートアイラン

ド)講堂耐震改修 

・（医病）基幹・環

境整備（非常用照明

更新等） 

・（六甲台）ライフ

ライン再生Ⅰ（給水

設備等） 

・小規模改修 

総額 

1,304 

施設整備費補助金 

（491） 

長期借入金 

（762） 

（独）大学改革支援・学

位授与機構施設費交付金 

（51） 

 

注） 金額は見込みであり、上記のほか、業務の実
施状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽
度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追
加されることもあり得る。 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 
・（深江）総合研究棟

改修（海洋底探査セ

ンター） 

・（ポートアイラン

ド）講堂耐震改修 

・（医病）基幹・環境

整備（非常用照明更

新等）等 

・（六甲台）ライフラ

イン再生Ⅰ（給水設

備等） 

・(六甲台他）基幹・

環境整備（ブロック

塀対策） 

・小規模改修 

総額 

1,247 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 

             （470） 

長期借入金 

             （726） 

（独）大学改革支援・ 

学位授与機構施設費交付金  

             （51） 
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○ 計画の実施状況等 

・（深江）総合研究棟改修（海洋底探査センター）に関しては、計画どお

りに実施した。 

・（ポートアイランド）講堂耐震改修に関しては、平成 30 年度に事業を行

ったが、事業費の一部（施設整備費補助金：30 百万円）について次年度に

繰越を行った。 

・（医病）基幹・環境整備（非常用照明更新等）等のうち、施設整備部分

については、実施した後の残額（施設整備費補助金：４百万円、長期借入

金：37 百万円）について返還した。設備整備部分については、計画どおり

に実施した。 

・（六甲台）ライフライン再生Ⅰ（給水設備等）に関しては、計画どおり

に実施した。 

・ (六甲台他）基幹・環境整備（ブロック塀対策）に関しては、平成 30 年

度補正（追加）にて採択され（施設整備費補助金：264 百万円）、平成 30

年度に事業を行ったが、事業費の一部（施設整備費補助金：250 百万円）

について次年度に繰越を行った。 

・小規模改修に関しては、計画どおりに実施した。 
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Ⅵ そ の 他   ２ 人事に関する計画 

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

・ 事務職員の採用・配置・養成及び人事考課につ
いて、点検・評価し、改善することにより、適材
適所による人材の有効活用を図る。 

・ 引き続き人事評価制度の改善を行うとともに評
価者、被評価者を対象とした研修を継続実施する。
また、「事務職員等の人事及び業務の改善につい
て」の改定を受け、評価結果の職位・給与への適
切な反映の仕組みの構築について検討を開始す
る。 

・ 人事評価（能力評価）結果の総合評価における
評語が「２」以下となった者について、勤勉手当
の成績率、昇給の昇給区分及び降任等に反映させ
る制度の見直しを行い、平成 31 年度からの運用
開始を決定した。 

・ 男女共同参画の取組を進めるとともに、ワーク・
ライフ・バランスに配慮するなど、多様な人材を
活用する。 

・ ワーク・ライフ・バランスを良好に維持・改善
するため、子育てや介護と仕事の両立支援制度（常
勤パート研究職制度、育児休業代替職員制度等）
を引き続き周知徹底する。 

・ 子育て中の研究支援員制度を実施し、12 名を支
援した。 

・ 介護支援セミナーでは、24 名が参加し、アンケ
ートでは全員が「内容に満足」と回答した。 

・ 六甲台一時保育室（はとぽっぽ六甲）にて一時
保育を実施し（26 回）、また、遠隔地キャンパス
である名谷キャンパスにおいても一時保育を実
施した（５回）。 

・ 常勤パート研究職制度の利用者は１名であっ
た。 

・ 育児休業代替職員制度の利用者は 31 名であっ
た。 
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・ 組織の活性化のため、人事方針を検証するとと
もに、必要に応じて人事制度の弾力化を図る。 

・ 「事務職員等研修の基本方針」に基づき、職員
の資質の向上等に必要な研修を実施する。また、
役員等の SD 研修を実施し、管理職員の資質向上を
図る。 

・ 高度専門職として制度設計した政策研究職員を
雇用・配置することで、本学の機能強化を一層促
進する。 

・ 「事務職員の人事異動及び研修の方針」に基づ
き、採用、配置及び資質の向上等に必要な研修を
実施した。また、職能開発（SD）に関し、幹部職
員セミナー等を開き、職員の資質向上を図った。 

・ IR を担う人材やリサーチアドミニストレーター
（URA）など教育研究の円滑な実施を支援するた
めに必要な政策的、専門的業務に従事する高度専
門職のキャリアパスを確立させるため、平成29年
度から本学独自に整備している「政策研究職員」
について、平成 30 年度には、学術・産業イノベー
ション創造本部、男女共同参画推進室、戦略企画
本部戦略情報室、キャリアセンターに各１名を配
置した。政策研究職員が配置された各部署におい
ては、政策研究職員が中心となって各部署のミッ
ションの達成に取り組んだ。 

・ 教員の流動性を高めるため、計画に基づき年俸
制を推進するとともに、他大学・機関とのクロス
アポイントメントの活用を図る。 

・ 年俸制適用教員の目標人数達成に向けて、昨年
度に引き続き月給制からの切り替えの促進及び任
期付の新規採用者に対する年俸制の適用等を進め
る。 

・ 引き続き他大学・機関とのクロスアポイントメ
ントの活用を図る。 

・ 平成 30年度当初の年俸制適用者数は155名であ
ったが、在職教員を対象に公募の実施等を行い、
年度末には 167 名となった。（年度内、年度末の
退職者 30 名を含む。） 

・ 平成 30 年度のクロスアポイント適用数は、受入
19 名、派遣４名となった（平成 29 年度：受入 16
名、派遣６名、平成 28 年度：受入 13名、派遣４
名） 
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○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充 
足の状況について） 

学　士　課　程
学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率

（a） (b) (b)/(a)*100 ＜工学部＞ 2,250 2,427 107.9

(人) (人) （％） 建築学科 366 395 107.9

＜文学部＞ 市民工学科 246 271 110.2

人文学科 430 489 113.7 電気電子工学科 366 408 111.5

機械工学科 406 458 112.8

＜国際文化学部＞ 応用化学科 412 429 104.1

国際文化学科 280 369 131.8 情報知能工学科 414 466 112.6

各学科共通（３年次編入） 40

＜発達科学部＞ 580 641 110.5

人間形成学科 180 198 110.0 ＜農学部＞ 640 682 106.6

人間行動学科 100 109 109.0 食料環境ｼｽﾃﾑ学科 142 170 119.7

人間表現学科 80 106 132.5 資源生命科学科 216 237 109.7

人間環境学科 200 228 114.0 生命機能科学科 262 275 105.0

各学科共通（３年次編入） 20 各学科共通（３年次編入） 20

＜国際人間学部＞ 740 765 103.4 ＜海事科学部＞ 820 888 108.3

グローバル文化学科 280 289 103.2 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ輸送科学科 240 269 112.1

発達コミュニティ学科 200 209 104.5 海洋安全ｼｽﾃﾑ科学科 120 126 105.0

環境共生学科 160 163 101.9 ﾏﾘﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ学科 240 272 113.3

子ども教育学科 100 104 104.0 教養課程 200 204 102.0

海事技術ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 - 7

＜法学部＞ 海洋ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ科学科 - 10

法律学科 760 815 107.2 各学科共通（３年次編入） 20

＜経済学部＞ 学士課程　計 10,681 11,596 108.6

経済学科 1,120 1,253 111.9

博　士　前　期　課　程（修士課程含む）

＜経営学部＞ ＜人文学研究科＞ 88 105 119.3

経営学科 1,080 1,200 111.1 文化構造専攻 34 42 123.5

社会動態専攻 54 63 116.7

＜理学部＞ 636 677 106.4

地球惑星科学科 - 7 ＜国際文化学研究科＞ 94 118 125.5

数学科 106 127 119.8 文化相関専攻 36 53 147.2

物理学科 140 154 110.0 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化専攻 58 65 112.1

化学科 110 131 119.1

生物学科 90 107 118.9 ＜人間発達環境学研究科＞ 178 188 105.6

惑星学科 140 151 107.9 人間発達専攻 106 111 104.7

各学科共通（３年次編入） 50 人間環境学専攻 72 77 106.9

＜医学部＞ 1,345 1,390 103.3 ＜法学研究科＞ 74 80 108.1

医学科 695 711 102.3 理論法学専攻 25 30 120.0

保健学科 650 679 104.5 政治学専攻 12 19 158.3

　法学政治学専攻 37 31 83.8
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学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率

＜経済学研究科＞ ＜国際協力研究科＞ 140 149 106.4

経済学専攻 166 169 101.8 国際開発政策専攻 52 45 86.5

国際協力政策専攻 44 50 113.6

＜経営学研究科＞ 地域協力政策専攻 44 54 122.7

経営学専攻 102 93 91.2

＜科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科＞

＜理学研究科＞ 244 267 109.4 科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ専攻 80 82 102.5

数学専攻 44 43 97.7

物理学専攻 48 53 110.4 博士前期課程（修士課程含む）　計 2,502 2,709 108.3

化学専攻 56 70 125.0

生物学専攻 48 48 100.0 博　士　後　期　課　程（博士課程含む）

惑星学専攻 48 53 110.4 ＜人文学研究科＞ 60 104 173.3

文化構造専攻 24 43 179.2

＜医学研究科＞ 社会動態専攻 36 61 169.4

ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ専攻 50 39 78.0

＜国際文化学研究科＞ 45 69 153.3

＜保健学研究科＞ 文化相関専攻 18 29 161.1

保健学専攻 118 139 117.8 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化専攻 27 40 148.1

＜工学研究科＞ 632 692 109.5 ＜人間発達環境学研究科＞ 51 85 166.7

建築学専攻 128 145 113.3 人間発達専攻 33 55 166.7

市民工学専攻 84 94 111.9 人間環境学専攻 18 24 133.3

電気電子工学専攻 128 141 110.2 心身発達専攻 - 3

機械工学専攻 152 161 105.9 教育・学習専攻 - 1

応用化学専攻 140 151 107.9 人間行動専攻 - 2

＜システム情報学研究科＞ 146 164 112.3 ＜法学研究科＞ 58 90 155.2

ｼｽﾃﾑ科学専攻 56 59 105.4 理論法学専攻 28 51 182.1

情報科学専攻 42 48 114.3 政治学専攻 12 19 158.3

計算科学専攻 48 57 118.8 法学政治学専攻 18 20 111.1

＜農学研究科＞ 240 270 112.5 ＜経済学研究科＞

食料共生ｼｽﾃﾑ学専攻 52 54 103.8 経済学専攻 62 87 140.3

資源生命科学専攻 84 92 109.5

生命機能科学専攻 104 124 119.2 ＜経営学研究科＞ 100 132 132.0

経営学専攻 100 124 124.0

＜海事科学研究科＞ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼｽﾃﾑ専攻 - 5

海事科学専攻 150 154 102.7 市場科学専攻 - 1

現代経営学専攻 - 2
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学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率 専　門　職　学　位　課　程
＜理学研究科＞ 85 64 75.3 ＜法学研究科＞

地球惑星科学専攻 - 1 実務法律専攻 240 162 67.5

数学専攻 12 10 83.3

物理学専攻 15 18 120.0 ＜経営学研究科＞

化学専攻 18 21 116.7 現代経営学専攻 138 147 106.5

生物学専攻 20 12 60.0

惑星学専攻 20 2 10.0 専門職学位課程　計 378 309 81.7

＜医学研究科＞ ＜乗船実習科＞ 90 45 50.0

医科学専攻 356 482 135.4

＜保健学研究科＞

保健学専攻 75 155 206.7

＜工学研究科＞ 126 135 107.1

建築学専攻 24 25 104.2

市民工学専攻 18 27 150.0

電気電子工学専攻 24 26 108.3

機械工学専攻 30 15 50.0

応用化学専攻 30 42 140.0

＜システム情報学研究科＞ 40 45 112.5

ｼｽﾃﾑ科学専攻 9 10 111.1

情報科学専攻 9 16 177.8

計算科学専攻 22 19 86.4

＜農学研究科＞ 73 62 84.9

食料共生ｼｽﾃﾑ学専攻 17 17 100.0

資源生命科学専攻 24 14 58.3

生命機能科学専攻 32 31 96.9

＜海事科学研究科＞

海事科学専攻 33 36 109.1

＜国際協力研究科＞ 71 82 115.5

国際開発政策専攻 25 18 72.0

国際協力政策専攻 21 20 95.2

地域協力政策専攻 25 44 176.0

＜科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科＞

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ専攻 10 14 140.0

博士後期課程(博士課程含む)　計 1,245 1,642 131.9

※平成30年度現在、学生の募集を行っている学部及び研究科については、各枠内上段

に学部、研究科ごとの収容定員、収容数、及び定員充足率を示す。。
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計画の実施状況等 
 
定員充足率は、学士課程が 108.6％、博士課程前期課程（修士課程を含む）が

108.3％、博士課程後期課程が 131.9％、専門職学位課程が 81.7％である。以下
では、各学部・研究科において、定員充足率が 90％を下回る場合の主な理由を
列挙する。 
 
○学士課程 

いずれの学部も定員充足率は 90％以上である。 
 
○博士課程前期課程 
・ 医学研究科 

近年、薬学部が４年制から６年制に移行したことに伴い、薬学部卒業の志願
者が減少した影響が大きく、本学のみならず各大学とも定員確保が厳しい状
況にある。また、バイオメディカルサイエンス専攻の学生を受入れていた分野
の教員の定年に伴う退職により、学生を受入れることができる分野が一時的
に減少していることや、他の大学に合格し、入学を辞退した者が想定以上に多
かったため、定員を充足することができなかった。 
平成 23 年度から実施している入学説明会では、例年安定した参加者を得て

おり、内容を充実させながら継続して実施することによって、適正な入学定員
の確保に努める。また、外国人特別選抜による修士課程学生の受け入れについ
てもバイオメディカルサイエンスをとりまく環境や全体の志願者数などの状
況をみつつ、継続して検討している。 

 
○博士課程後期課程 
・ 理学研究科 
  数学専攻及び生物学専攻においては、ここ数年で企業の業績が回復し採用
が拡大したことによって、博士課程前期課程修了後の就職志望者が増加し、進
学・入学者が減少している点が定員充足できない要因となっていると考えら
れる。その背景には、学生の経済的負担が大きい点、大学等における若手教員
採用枠が不足している点などへの不安があると考えられる。 

  数学専攻において、指導教員の指導や種々の講義を通し、学問の魅力をこれ
まで以上に伝え、就職活動に入る前に少しでも結果を出させるよう指導し、博
士課程後期課程進学の選択肢を認識させるとともに、定員確保の観点から社
会人入学の制度を導入した。 

  また、生物学専攻では、社会人学生の博士課程後期課程への入学増も期待し
ており、知財に関する専攻内ルールを定めて、より修学しやすい環境作りを進
めている。それに加え、博士課程後期課程の定員を平成 30 年度から１名減と
し、また、平成 29 年度から学部定員を５名増の 25 名とするとともに、平成
31 年度から学部での AO 入試導入により、学習意欲・研究意欲の高い学生の確
保を目指しており、その成果については今後の推移を見守っていく。 
一方、惑星学専攻においては、博士課程前期課程への入学者が博士課程後期

課程に先立って減少しており、その自然な影響として進学者数が減少した。対
応策として、学部－博士課程前期課程の事実上の６年一貫教育による高い専
門性の獲得を担保するべく、平成 29 年度博士課程前期課程の入学者選抜には
理学研究科として初となる自己推薦入試を導入し、 平成 29 年度及び平成 30
年度の博士課程前期課程入学者数が増加し、平成 31年度後期課程入学者・進

学者数は３名となった。また、博士課程前期課程進学時のガイダンスや大学院
入試説明会にて博士課程後期課程へのキャリアパスイメージの説明も行うな
どするとともに、社会人枠を設置して平成 31 年度入学者・進学者から第三期
募集を開始し、博士課程後期課程への社会人の参加を促していく。 

・ 農学研究科 
博士課程後期課程修了後のキャリアパスに対する不安、ここ数年の就職活

動の売り手市場といった要因から、進学・入学希望者が減少している。また、
希望者の多い国費留学生枠の縮小による留学生数の減少や、特に資源生命科
学専攻では、教授 14 名のうち、７名が定年退職まで５年を切り、博士課程修
了まで指導できなくなったことも一因となっていると考えられる。定年退職
を迎える教員の後継として、研究力に加えて教育力にも富む若手教員を早期
に育成し、学生が安心して博士課程後期課程に進学・入学できるような教員配
置を構築していく。 
また、定員充足率は前年度比で 12.5％上昇しており、これまでの対応策の

効果が現れ始めていると考えられるが、以下の対応策を検討して定員充足率
のさらなる回復に努めている。平成 31年度４月入学者・進学者を４回、平成
31 年度 10 月入学者・進学者を４回募集し、定員の確保に努めている。令和元
年 10 月には、グローバルドクターコースを設置予定であり、優秀な外国人学
生の確保に努める。さらに、博士課程前期課程や学部の学生が研究者になるた
めのキャリアパスを学ぶ機会を設け、学生にとって魅力的な研究者像・教育者
像を示すことができる環境を整備するとともに、共同研究や地域連携を通し
て社会人学生の増員を推進する。 

 
○専門職学位課程 
・ 法学研究科（実務法律専攻） 

平成 15 年文部科学省告示第 53 号（専門職大学院に関し必要な事項につい
て定める件）第４条により計算する本法科大学院の収容定員は 240 名である
ところ、入学者の 80 名のうち未修者は 20 名程度、既修者は 60 名程度であ
り、既修者は２年で修了するために、３学年で在籍する学生の合計は 180 人
（第１年次 20 名＋第２年次 80 名＋第３年次 80 名）となる。この収容定員
（180 名）で計算すると、充足率は「90％」（在籍者 162 名/180 名）であり、
適正な水準となっている。 
 

○乗船実習科 
・ 乗船実習科 

海運業界の経営状況は、リーマンショック後からゆっくりと回復・好転して
きているが、海運市場における世界的競争激化で厳しい状況が続いており、外
航船員の求人枠の拡大は見込まれず、依然として限定されている。進学者数が
頭打ちとなっている主な理由として、乗船実習科に進学する学生は求人数が
少ない外航の志望者が多いこと、航海・機関ともにライセンスを取得せずとも
海事クラスター企業への就職が叶う状況であること、学部卒業者を求める企
業の求人数が多いこと、乗船実習科へ進学すると９月修了となるため 10 月入
社での採用が望ましいが、一般的に新卒者の 10 月採用に対応する企業が少な
いことなどが挙げられる。また、日本の大手船社の新卒採用者のほぼ半数が自
社養成の学生で占められていることもあり、限られた求人枠を巡る商船系大
学、一般大学、商船高専の間の競争が激しさを増している状況もある。加え
て、海事科学部・研究科として大学院進学者の増大に注力していることも一因
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である。 
学部入学者に対して授業等を通じて海技士資格を取得できる学科の理解促

進に努めたり、海運企業の協力のもとに在学生に対して説明会を実施したり
するなど、海運業界の情報を積極的に提供する。また、乗船実習科を経た学生
が身に付けた知識や実践力の可能性等を広報し、海事クラスターに留まらず
幅広い業界の企業に 10 月採用について理解を求める。 

 


